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はしがき

日本統計研究所では，統計作成者と統計利用者の相互交流の場を提供し，あわせてわが

国の統計の改善に寄与するという主旨から，一連の継続事業として，わが国における部門

統計の吟味を行ってきた。

昭和57年度は労働省が所管する調査統計と業務統計をとりあげ，昭和58年度は，総務庁

統計局が所管する主要な調査統計をとりあげ，さらに昭和59年度は，農林水産省統計情報

組織所管の調査統計を，また昭和60年度には，日本銀行調査統計局所管の金融統計をとり

あげた。今年度は，このような部門統計サーベイの一環として，厚生省大臣官房統計情報

部が所管する諸統計をとりあげることとし，統計作成担当の方々を交え，研究会を行って

きた。本報告書は，そこで検討結果をとりまとめたものである。

研究所の企画の主旨をご理解いただき，報告書の役をお引き受けいただいた小野寺満夫

氏（管理企画課），福島靖正氏（衛生統計課），成瀬郁夫氏（同），宮澤福弘氏（社会統

計課）それに石井保範氏（人口動態統計課）に心から謝意を申し述べたい。また，討論に

ご参加いただき統計の改善に向けて各種の刺激を与えられた諸先生方にもその場を借りて

厚く御礼申し上げたい。

当研究所では，この種の企画を今後も継続してゆきたいと考えている。ご意見をお寄せ

いただければ幸いである。

平成４年３月

法政大学日本統計研究所
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Ｉ厚生省の統計体系と統計組織

１厚生統計の沿革

資料１－１は，「厚生省統計の沿革」を図示したものである。

厚生統計は，①人口動態統計，②衛生統計及び③社会統計に大別されるが，その始まり

は，昭和1３（1938）年の厚生省創設とともに内務報告例から厚生省所管分が移管され制定

された厚生省報告例である。昭和2２（1947）年には総理庁から人口動態統計が移管された

が，厚生統計の本格的な整備は昭和20年代後半から30年代前半にかけて行われ，現行調査

体系の骨格が形成された。その後は部分的な改良にとどまっていたが，昭和50年代後半に

至り，複雑化，多様化した社会事象を的確に把握し，行政により反映させることを目的と

して，医療施設面，社会福祉施設面及び世帯面の統計について，調査規模の拡大，内容の

充実等大幅な改善が図られた。

（１）人口動態統計

我が国の場合，西暦645年の大化の改新において，籍に関する制度が定められた。この

戸籍の制度は，その後時代の推移とともに，徴貢，徴税，徴兵等の用に供されてきた。近

代的な明治政府が誕生するに及び，明治４（1871）年に戸籍の法が制定され，全国的に戸

籍簿が作成されたことにより，全国の性別出生数，死亡数が調査されることになり，人口

動態調査の第一歩が踏み出された。その後，幾度かの改定を経て明治3１（1898）年に戸籍

法が制定されるに至り，翌3２（1899）年からは人口動態調査も従来のいわゆる表式による

地方分査の方式から出生・死亡・死産・婚姻及び離婚の各１件ごとに調査小票を作成し，

これを収集して統計を作成するという中央集査方式がはじめて採用され，近代的な人口動

態調査方式が確立された。このような登録制度の整備とそこから生まれる人口動態統計の

精度の向上とを背景に，明治24～3１（1891～1898）年の死亡統計に基づく我が国の第一回

生命表が明治3５（1902）年に作成されている。

第２次大戦後，昭和2１（1946）年に人口動態調査令及び死産の届出に関する規定が整備

され，さらに翌2２（1947）年９月に人口動態調査はその所管を総理庁統計局から厚生省に

移され，直接的に公衆衛生行政に活用されることとなり，現在に至っている。

(２）衛生統計

衛生統計の収集も明治政府の誕生により整備された。明治６（1873）年に医療施設の状
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況と医師数を調査するための「医制取調」制度が布かれ，翌７（1874）年「医制」が発布

されたが，そのなかには現在の衛生統計の原型がみうけられる。その後も時代の推移とと

もに衛生統計の整備が図られてきたが，明治1９（1886）年内務省令による「内務報告例」

が制定された。この内務報告例には衛生関係項目としてl2のものが含まれている。その後

内容の充実が図られ，厚生省が創設される昭和1３（1938）年までの半世紀の間，衛生関係

業務報告のよりどころとなり我が国の衛生統計の根幹としての役割を果たした。厚生省が

創設されるに及び訓令としての「厚生省報告例」に引継がれたが衛生統計関係の報告は５３

表にのぼっていた。第２次大戦後，衛生行政それ自体の整備に伴い，報告例が整備合理化

されたが，その後も行政の整備に伴う改定が加えられつつ現在に至っている。

また，伝染病統計の整備をはじめとして，人口動態統計をも含めた広い意味での衛生統

計体系を確立しようとの意図から，①世帯面からみた医療調査，②施設面からみた医療調

査，③医療経済調査及び④診療内容精密調査の４種の調査が企画立案された。このうち，

疾病調査にかかわるものは①と②であり，いずれも標本調査法を用いて昭和2３（1948）年

に発足したあと，幾多の変遷を経て，２８年に指定統計となり，国民健康調査，患者調査と

して国民の疾病量把握の２大支柱となった。また，同年に指定統計となった医療施設調査

も引続き重要な調査として実施されている。なお，国民健康調査は昭和6１（1986）年に国

民生活基礎調査に統合された。その他、予防治療行政を進めていくための特殊疾病を対象

とする結核実態調査，精神衛生実態調査，成人病対策推進の基礎資料を得るための成人病

基礎調査などが実施されている。

（３）社会統計

社会統計も明治1９（1886）年の内務報告例に端を発している。内務報告例制定当時は，

済貧伽救行表，行路死亡人埋葬表及び棄児並養育費の３種の項目を収集しているにすぎな

かった。厚生省報告例に引継がれてからも部分的な改正はあったものの，基本的な改正は

行われないまま昭和1９（1944）年その多くが廃止されている。第２次大戦後，厚生省報告

例の整備が図られ，まず，生活瓢保護関係等の報告事項等も加えられ，再出発をしている。

また，社会福祉制度の進展とともに社会統計調査が近代的な調査方法によって開始されて

いる。

生活保護の分野では昭和2３（1948）年に被保護者全国一斉調査が実施されたのを皮切り

に，医療扶助実態調査，生活保護実態調査が開始された。また，昭和3１（1956）年にそれ

までに整備されてきた社会編祉施設を対象とした社会福祉施設調査を厚生省報告例から独

立させて実施し，その後，昭和600985）年に調査内容等の充実を図って現在に至ってい
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る。昭和2７（1952）年に，社会集団の最小単位である世帯からみた国民の所得階級別の状

況，傷病及び治療費に関する状況等について早急に関係資料を整備する必要性から社会医

療基礎調査が実施された．翌2８（1953）年には，この調査の名称は厚生行政基礎調査（指

定統計第60号）と改められ，その後，昭和6１（1986〕年に行政上の情報ニーズに的確に対

処すること及び調査体系の効率化を図ることを目的として，本調査と既存の国民生活実態

調査，国民健康調査及び保健衛生基礎調査を統合して国民生活基礎調査（指定統計第１１６

号）が創設された。この調査は厚生省各部局の行う世帯調査のなかで最も基本的なものと

して位置付けられており“厚生行政施策全般への基本的かつ総合的な情報提供の機能と他

の調査の親標本の役割を果たしている。

その他，政府管掌健康保険，国民健康保険の療養の給付に係る医療の状況を傷病及び診

療行為の内容を通じて明らかにする社会医療診療行為別調査，社会保障制度及び租税制度

等による所得再分配の実態を把握し社会保障施策の浸透状況及び影響度について明らか

にする所得再分配調査などを実施している。

２厚生統計の体系

資料１－２の厚生統計調査一覧及び資料１－３の年次別厚生統計調査一覧は，厚生省が

現在実施している統計調査を示したものである。

厚生統計調査は，①統計情報部が所管する調査約20本，②原局の所管となる調査が約４０

本となっており，年間50～60本程度の調査が実施されている。平成３年度に実施を予定し

ている統計調査を種類別にみると，指定統計４本，承認統計38本及び届出統計は18本であ

り，指定統計調査は人口動態調査（指定統計第５号），薬事工業生産動態統計調査（第４８

号），医療施設調査（第65号），患者調査（第66号）及び国民生活基礎調査（第116号）

である。厚生行政施策の企画・立案のための基本的，基礎的な統計調査を統計情報部が所

管し，各種行政に直接対応する専門的な統計調査を原局が所管するという大枠の役割分担

がされている。これを厚生行政施策にどう対応しているかという面からみると，概略，次

のように位置付けられる二

①人口に関する統計すなわち人口の高齢化実態及びその将来の動向等についての基本

的な情報を提供する人口動態調査，生命表及び将来推計人口。

これらの統計を専門的な側面から補強する関係にある人口動態社会経済面調査，出産力

調査，人口移動調査。高齢人口の移動に関する人口学的調査。
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②家族・世帯の状況に関する統計すなわち家庭基盤，家庭の機能の変化等の動向等に

ついての基本的な情報を提供する国民牛活基礎調査。

③保健・医療面に対応する統計すなわち疾病構造の変化，傷病量及び健康状態等につ

いての基本的な情報を提供する患者調査，医療施設調査，病院報告及び国民牛活基礎調査，

人口動態調査。

④保健，医療及び福祉の供給体制，マンパワーの整備と拡充に資するストック面の基

本的な情報を把握する医療施設調査，病院報告，老人保健施設調査，社会福祉施設調査及

び医師・歯科医師・薬剤師調査。

⑤健康・福祉に関連するサービス業・サービス活動の基本的実態及び利用状況・需要

に関する情報を把握する健康・福祉関連サービス産業統計調査，健康・福祉関連サービス

需要実態調査。

⑥社会保障・社会福祉一般に関する情報を把握する地域相互扶助状況調査，社会福祉

住宅状況基礎調査，社会保障総合調査及び所得再分配調査。

⑦都道府県・指定都市の衛生行政及び社会福祉行政の実態を把握し，国及び地方公共

団体の行政資料を得る厚生省報告例，保健所運営報告及び老人保健事業報告。

⑧老人保健・福祉行政に資する老人保健施設調査，在宅高齢者福祉サービス利用等実

態調査，有料老人ホーム経営実態調査及び老人保健事業報告。

⑨生活保護行政に資する被保護者全国一斉調査，被保護者生活実態調査，社会保障生

計調査，医療扶助実態調査及び生活保護動態調査。

⑩障害者（児）福祉行政に資する身体障害者（児）実態調査，精神薄弱者（児）福祉

対策基礎調査。

⑪児竜福祉行政に資する児童環境調査，全国家庭児童調査，乳幼児身体発育調査，全

国母子世帯等調査，養護児童等実態調査。

⑫健康増進，疾病対策に資する国民栄養調査，結核・感染症サーペィランス事業，循

環器疾患有病状況調査。

⑬生活衛生，環境に関連する廃棄物の,情報を把握する一般廃棄物処理事業実態調査，

廃棄物関連ビジネス事業者実態調査，産業廃棄物排出・処理状況調査。

⑭薬事行政に関する情報を把握する薬事工業生産動態調査，薬局実態調査，医薬品産

業実態調査，医薬品等価格調査，歯科材料価格調査，医療用具品目指定調査。

⑮保健・年金行政に資する医療経済実態調査，健康保険被保険者実態調査，国民健康

保険実態調査，公的年金加入状況調査，国民年金被保険者実態調査。

このように，厚生統計調査は複雑で多岐にわたっているが，これは厚生行政がますます
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多様化，複雑化し，国民の保健，医療及び福祉という国民生活に直接係わる課題を多く抱

えていること，科学的な行政を推進していくうえで統計情報の役割が高まっていることを

物語っているといえよう。前述したように，厚生統計は昭和20年代後半から30年代にかけ

て現行調査体系の骨格が形成され，４０年代から50年代にかけては部分的な改良にとどまっ

ていた。昭和5９（1984）年から始まった「新調査体系への移行」は複雑化，多様化した社

会事象を的確に把握し，厚生行政の課題となっている諸施策のための基礎資料を提供して

いくために行われたものである（資料１－４の新調査体系の概要を参照されたい）。昭和

5９（1984）年10月の医療施設面調査（患者調査，医療施設静態調査），６０（1985）年10月

の社会福祉施設面調査（社会福祉施設調査），６１０９８６）年９，１０月の世帯面調査（国民

生活基礎調査）の実施を皮切りに，平成元（1989）年６，７月の国民生活基礎調査をもっ

て２サイクル目を経過し，軌道に乗ったところである。また，その後の行政需要に対応し，

老人保健施設調査，健康・福祉関連サービス統計調査が新たに加わるなど質・量ともに拡

大・充実の傾向を示している。

３厚生統計の組織

現在，厚生省大臣官房統計情報部が所管している統計調査は，前述したように人口動態

統計，衛生統計及び社会統計の三つに大別することができるが，これらの統計業務を所管

している組織の沿革は次のとおりである。

（１）統計調査部の設立以前

①人口動態統計

明治４（1871）年に定められた「府藩県一般戸籍の法」に基づく表式調査の方法によっ

て行われたことが始まりであり，これは内務省によって所管されていた。

明治3１（1898）年に「戸籍法」が制定され，翌3２（1899）年に近代的な調査方式を採用

するようになってから，この事務は内閣統計局によって所管され，第２次大戦後の昭和２２

（1947）年５月に行政機構の改革によって内閣統計局が総理庁統計局と改められるまでの

約50年間は一貫してその所管は変わらなかった。昭和2２（1947）年９月に人口動態統計は

公衆衛生行政と密接な関係を有することに着目され，当時の連合軍総司令部の指示もあっ

て総理庁統計局から厚生省公衆保健局衛生統計課に移管された。

②衛生統計
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衛生統計については，明治10（1877）年に発刊された衛生局年報に結果の報告がされて

おり，明治1９（1886）年９月に内務報告例が制定されてその体系化が図られたが，これが

現在の衛生統計の主流とされている。その後，昭和1３（1938）年に厚生省が創立された時

に厚生省報告例に受け継がれたが，衛生統計を所管する機構については必ずしも整備され

た状況にはなかった。第２次世界大戦後に，衛生統計もようやく本格的な発展をみせ，そ

れまで公衆保健局調査課の－係において所管されるに過ぎなかったものが，昭和2２（194

７）年８月に同局に衛生統計課が新設されて組織の基礎ができたといえよう。翌2３（194

８）年７月に衛生統計課は予防局に移され，同年８月には衛生統計部へと組織の拡充が図

られ，指導，計析及び製表の３課が設置され，衛生統計と人口動態統計を併せて所管する

こととなった。これが昭和2４（1949）年に誕生する統計調査部の母体になり，現在の統計

情報部の前身にあたる。

③社会統計

社会統計については，前述したように明治1９（1886）年９月に制定された内務報告例に

若干の報告表がみえており，昭和1３（1938）年に厚生省報告例が分立して受け継がれた。

第２次世界大戦後の昭和2１（1946）年７月に社会局庶務課の所掌事務として「社会事業に

関する調査統計に関する事項」が明記されているが，衛生統計に比べてその整備は遅れた。

（２）統計調査部の設立

国民の保健衛生の向上，医療の確保及び生活環境の改善等の国民生活に密着した体制の

確立と行政の拡充の要請に対処するために，昭和2４（1949）年６月１日に厚生省設置法が

施行されることになったが，この設置法の施行により大臣官房に統計調査部が設置され，

厚生行政に必要な統計調査全般について所掌することになった。設置法では，「所管行政

に関する調査一般に関すること」及び「人口動態統計その他の厚生省の所管行政に必要な

統計について，企画，普及，資料の収集，保管，製表，解析及び編さんを行うこと」とさ

れた。ｌで述べたように，従来は人口動態統計，衛生統計については予防局衛生統計部，

社会福祉統計については社会局庶務課と分けて所管されていたものが統計調査部において

一括して所掌することに整備され，課制については予防局衛生統計部が発足した当時と同

様に指導課，計析課及び製表課の３課体制がしかれた,なお，この体制は約12年間にわた

って維持された。

ここで，３課の事務分掌についてみると，業務の過程ごとの分掌はいわゆる横割りの配

分をとっていることが注目される。すなわち，各課とも統計調査業務をその種類別に所管

することはなく，いかなる種類の振十調査についても企画立案，施行及び普及広報等は指

～
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導課，製表については製表課，解析については計析課がというように業務の過程によって

各課に事務が配分されている。その後，昭和3６（1961）年６月に，統計調査業務を組織的

かつ効率的に処理するために，従来の横割りの組織を縦割りの組織に移行することにし，

管理課，人口動態統計課，衛生統計課，社会統計課及び集計課の５課が設置された。

（３）統計情報部の発足以降

昭和4２（1967）年７月に統計調査部に電子計算機が導入されたが，Ⅲ情報化社会における

部の役割りを拡充強化するためには電子計算機による情報処理組織の確立と業務の拡充が

要請されたことから，昭和4９（1974）年４月にほぼ25年間にわたる統計調査部に幕を閉じ，

新たに統計情報部として発足することとなった。

組織的には従来の集計課が廃止され，情報処理に関する中心的な機能としての行政施策

に必要な情報システムの開発等を所掌するために情報企画課及び電子計算機室の設置をみ

ることとなったが，統計調査を所掌する組織は人口動態統計課，衛生統計課及び社会統計

課の業務，組織は従来のまま存続した。その後，行政改革や部の機能強化に対応するため

の数回にわたる組織改正を経て，現在に至っている。現在の当部の組織の概要は［資料１

－５］に示すとおりである。統計'情報部長のもとに，管理企画課，人口動態統計課，衛生

統計課及び社会統計課と管理企画課に情報企画室，普及相談室，疾病障害死因分類調査室，

電子計算機室及び統計数理企画官，社会統計課に国民生活基礎調査室が設置されており，

４課５室ｌ官という構成をとっている。

なお，省内各部局が所管している統計調査一覧を［資料１－３］に示したので，各調査

と実施課の関係についてはとれをもって把握されたい。

４厚生省の地方統計機構について

（１）都道府県統計機構

地方統計機構を整備し，質の高い統計を効率的に得る必要性から，「地方統計機構整備

要綱」が昭和2２（1947）年７月に閣議決定されたに,この要綱は「国の必要に基づいて行う

統計は，国の監督のもとに国の経費をもって行い，統計の真実性と統一性を確保し，事務

を迅速に処理するため，統計事務に従事する専任の職員を配置すること」としている。ま

た，指定統計調査のような国の重要な統計調査は，国が専らその用に供することを目的と

して行うものとして，地方公共団体をして調査を行わしめる場合はすべて機関委任事務と
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され，国費支弁となっている。厚生省においては，昭和2２（1947）年に衛生統計専任職員

276名が先行して配置され，昭和2６（1951）年には社会福祉統計専任職員51名が配置され

た。

衛生統計専任職員は，統計情報部が実施する人口動態調査，衛生統計調査及び省内各部

局が行う調査の事務を担当し，調査に関する指導を管下保健所に対して行っている。衛生

統計専任職員の配置状況は，当該県の人口規模等により，若干の差があるが各県・指定都

市とも衛生統計を所掌する係を衛生主管部局に設置し，衛生統計業務を統一的に処理して

いる。なお，平成３年４月１日現在の職員数は260名である。一方、社会福祉統計専任職

員は統計情報部が実施する社会福祉施設調査，生活保護動態調査等の社会福祉統計調査及

び厚生省各部局が行う調査の事務を担当し、調査に関する指導を管下福祉事務所，児童相

談所及び社会福祉施設等に対して行っている。社会福祉統計専任職員は各都道府県・指定

都市に1名配置されており，平成３年４月１日現在の職員数は58名である。

（２）現地指導官制度

現地指導官制度は，人口動態調査が戸籍事務と密接な関係にあるために設けられている

もので，市区町村における人口動態調査事務の円滑な推進を図るためのものである。現地

指導官は各法務局及び地方法務局戸籍課長及び支局長を厚生事務官に併任しているもので，

具体的な任務は，①都道府県または保健所の衛生統計事務担当者と連絡をとり，市区町村

の人口動態調査事務処理状況の把握に務めること。②市区町村の人口動態調査事務担当者

に対する講習会，研究会等を開催する場合は出席し，指導するよう務めること。③人口動

態調査事務処理が適切に行われていない市区町村については，都道府県または保健所の衛

生統計事務担当者に連絡のうえ，その原因を調査し，指導に務めること等である。

なお，平成３年１月１日現在，現地指導官（併任厚生事務官）として，322名が任命さ

れている。

５厚生統計の調査系統について

資料１－６は，厚生統計の調査系統について図示したものである。

他省庁の調査ルートをみると，総務庁統計局は都道府県の統計主管課から市区町村への

ルートをもって一元的に統計に関する事務を行っており，国勢調査，住宅統計調査等はこ

れに当たる。農林水産省の農林業センサス，漁業センサス，通商産業省の工業統計調査，
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商業統計調査など大規模な指定統計調査についても都道府県統計主管課から市区町村へと

実査に関する事務が流れ，調査票等は逆を通って収集されている。但し，農林水産省の場

合は前述した調査以外の調査については，地方農政局から統計情報事務所等の出先機関を

使って調査を実施しているケースもある。厚生省においては，基本系統として①厚生省一

都道府県・指定都市（衛生主管部局）－保健所一［調査員］－調査単位とするいわゆる衛

生ルートと②厚生省一都道府県・指定都市（民生主管部局）－福祉事務所一［調査員］－

調査単位とするいわゆる民生ルートで調査が実施されている。これを主な調査別にみると，

医療施設調査は厚生省一都道府県・指定都市（衛生主管部局）－保健所一医療施設という

①に準じたルートをとり，社会福祉施設調査は，厚生省一都道府県・指定都市（民牛主管

部局）－福祉事務所一社会福祉施設という②に準じたルートを採用している。国民''三活基

礎調査は，厚生省一都道府県・指定都市（衛生・民生両主管部局）－保健所・福祉事務所

一調査員一世帯と①及び②の両ルートを採用し，調査員による調査を実施している。人口

動態調査は，戸籍制度に依拠した第２義統計という性格上，厚生省一都道府県・指定都市

（衛生主管部局）－保健所一市区町村一戸籍（出生，死亡，婚姻，離婚）及び死産の届出

義務者または届出人という特殊なルートをとっており，社会医療診療行為別調査は，レセ

プトから'情報を収集するために，厚生省―社会保険診療報酬支払基金（政府管掌健康保険）

・国民健康保険団体連合会（国民健康保険）という他の調査とはかなり違ったルートとな

っている。

厚生統計調査は，保健，医療及び福祉という分野を対象とすることから，その専門性，

特殊性に対応するうえで，独自のルートすなわち，都道府県段階では衛生・民生の両部局

及び保健所，福祉事務所を調査ルートに位置付けているという特徴をもっている。
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資料１－１厚生統計の沿革
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〃

〃

〃

老人福祉:十画課

老人福祉振興課

老人実態調査

有料老人ホーム入所者実態調査

経費老人ホーム入所者実態綱査

特別養護老人ホーム人所者実態調査

養護老人ホーム入所者実態調査

老人保健施設経営等実態調査

在宅高齢者福祉サービス利用等実態調査

有料老人ホーム経営実態調査

承

承

承

承

承

承

承

承

０

○

０

○

○

○

○

○

○

○

○

○

０

○

０

０

○

平成２年度塵止

健
康
政
策
局

指導課

〃

歯科衛生課

看護課

〃

病院経営収支調査

救急医療体制実態調査

歯科疾患実態綱査

看護婦等学校養成所入学状況並びに卒業生
就業状況調査

看護職員の夜勤体制等調査

承

承

承

承

承

○

○

０

。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

０

○

○

○

○

０

１回限り

６年サイクル

保
健
医
療
局

健康増進栄養課

疾病対策謀

〃

〃

〃

国民栄養調査

循環器疾患基礎調査

循環器疾患有病状況調査

結核・感染症サーベイランス事業

結核対策推進事業調査

承

承

承

届

承

○

０

○

。

○

○

○

○

○

○

○

○

○

０

○

○

○

０

○ １回限り

生
活
衛
生
局

指導課

水道環境部

〃

〃

環境衛生関係営業経営実態調査

一般廃棄物処理事業実態調査

廃棄物関連ビジネス事業者実態調査

産業廃棄物排出・処理状況調査

承

届

承

承

○

○

０

０

０

○

０

０

０

○

○

○

０

０

○

０

０

○

ﾃｰﾏ･ﾛｰﾗｰ”ン

薬
務
局

企画課

経済課

〃

〃

〃

〃

〃

医療機器､i発課

新医薬品課

安全課

〃

薬局実態調査

薬事工業生窪動態調査

医薬品産業実態調査

医薬品等価格調査

歯科材料価格調査

歯科用薬剤価格調査

流迦改善彩鞠等実態調査

医療機器産業実態調査

ＧＣＰ実施施設実態調査

医療用具品目指定調査

抗生物質感受性状況調査

承

指

承

承

承

承

承

承

承

承

○

○

○

○

。

○

○

。

０

０

○

○

０

○

○

○

○

○

○

○

○

。

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

○

０

０

○

○

●

○

●

○

０

○

○

○

０

5年サイクル

2年サイクル

〃

〃
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所管部局及び統計調査名

部局 主管課名 統計調査の名称

種
別

年度

6０ 6１ 6２ 6３

－
工 ２ ３ ４

備考

社
会
局

庶務課

保護課

〃

〃

〃

更生課

生活課

〃

施設課

福祉事務所実態精密調査

被保護者生活実態:Bi査

社会保障生計調査

被保護者全国一斉調査

医療扶助実態調査

身体障害者実態調査

消費生活協同組合実態調査

公益質屋実態調査

社会福祉施設運営実態調査

届

承

承

届

届

承

承

届

承

０

０

０

０

○

○

○

０

０

０

０

０

。

０

０

○

○

○

○

○

○

０

○

０

○

○

○

０

○

○

○

○

○

０

０

○

○

○

○

０

０

０

０

０

０

０

０

○

０

０

０

○

０

○

○

○

○

○

○

○

○

5年サイクル

2年サイクル

児
童
家
庭
局

企画課

〃．

〃

〃

〃

〃

〃

障害福祉課

〃

母子衛生課

〃

養護児童等実態調査

全国母子世帯等調査

全国家庭児童調査

昭和60年度乳幼児栄養調査

子供と家庭に関する実態調査

児童環境調査

乳幼児身体発育調査

身体障害児実態調査

精神薄弱者（児）福祉対策基礎調査

小児慢性特定疾患対策調査

アトピー性疾患実態調査

承

承

承

承

承

承

承

承

承

承

承

０

○

０

○

○

○

○

○

○

○

０

○

０

○

5年サイクル

５年サイクル

５年サイクル

１回限り

５年サイクル

10年サイクル

５年サイクル

保
険
局

医療課

〃

〃

〃

〃

〃

調査課

〃

〃

〃

〃

〃

医療経済実態調査（医療機関調査）

特定治療等材料価格調査

歯科技工料調査

衛生検査所検査料金調査

医薬分業実施機関実態調査

医療経済実態調査（医薬分業・非分業地域
における疾病別投薬パターン分析調査）

医療経済実態調査（保険者調査）

健康保険被保険者実態調査

健康保険診癒状況実態調査

国民健康保険医療給付実態調査

国民健康保険実態調査

国民健康保険診療状況実態調査

承

承

承

承

承

承

承

承

届

届

届

０

０

。

○

○

。

○

○

。

○

○

○

○

○

○

０

０

０

○

○

○

○

０

○

○

○

○

０

。

○

○

○

０

○

０

○

○

○

○

。

○

○

０

０

○

０

○

○

○

○

○

０

０

○

０

○

０

○

。

。

○

○

○

○

。

０

０

０

○

○

○

０

０

２年サイクル

２年サイクル

業務報告

２年サイクル
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所管部局及び統計調査名

部局 主管課名 銃ロ＋調査の名称

種
別

年度

6０ 6１ 6２ 6３

｜
工

２ ３ ４

備考

年
金
局

数理課

〃

〃

〃

〃

日独年金通算に係る実態調査

年金制度基礎調査

年金数理基礎調査

昭和81年度国民年金被保険者基礎調査

年金受給前後の生活実態調査

承

承

承

承

○

○

○

○ ○

０

○ ○

０

０

○

０

○

０

○

○

１回限り

業涜報告

不定期

社
会
保
険
庁

企画課

〃

〃

〃

〃

〃

〃

公的年金加入状況等調査

国民年金被保険者実態調査

厚生年金被保険者・被扶養者・配偶者
実態調査

健康保険厚生年金保険未適用５人未満法人
事業所実態調査

健康保険日風特例被保険者実態調査

健康保険厚生年金保険未適用事業所
実態調査

政管健保及び船員保険の医療給付者の
受給状況調査

承

承

承

承

承

承

届

。

○

○

○

○

○

０

○

０

○

○ ○

○

○

人口問題研究所 出産力調査 承 ０ ○ ５年サイクル

〃 高齢人口の移動に関する人口学的調査 承 ○ １回限り

〃 家族ライフコースと世帯構造変化に関する
調査

承 ０ ０ 不定期

〃 人口移動調査 承 ０ ０ ５年サイクル

〃 高齢化社会における世帯形成の地域差に
関する人口学的調査

承 。 １回限り

〃 人口問題に関する意識調査 承 ○ 〃

指定統計

承認統計

届出枕：＋

合；＋

４

3１

1７

5２

４

2７

1９

5０

５

3５

1７

5７

４

ZJ7

1９

5０

４

狐

1７

5５

５

3２

2０

5７

４

郷

1８

6０

４

3５

2０

5９



資料１－４新調査体系の概要

現行調査体系新調査体系 実施橿要 Wf劉査体系のねらい

諏
融
》
歴
歴
蝋
函
魎
・
》
“
》
函
歴

鳳
黛
、
可
農
『

現行医療施設牌態調査（３年周期）の

調査項目を拡充して実施する。

戻療施設の動態を毎年調査する。

医療の需給状況を地域別に詳細に把握

し，地域格差是正及び地域医療0十画の

推巡，改苔に資する。

’現行の調査項目を拡充し，地域ブロック

別・県別推計が可能な客体数で．３年の

周期で実施する。

患者の受療に関する基本的事項を毎年調

査する（ただし。受療状況鏑密調査実施

年はOこれに包含する）。

調査対象の拡大を検討する。

現行報告内容の見直し。改善を図ろ．

全国の受療の動向を把握する。

地域福祉の核となる社会福祉施設の機

能の充実及び地域化・社会化の推進に

資する。

社会１日$IＩ施投の助向を把握する。

現行の調査を拡充し'３年の周期で実

施する。

社会胴祉施設の基本的事項を毎年調査

する（ただし，社会福#'ﾄ施蝸精密鯛査

実施年は．これに包含する）．

魎

菫ii讃'１鶴
園昆生活の実態を世帯面から総合的．

かつ地域別に把握して年金制度の改革

及び保健・医療と福祉行政との連携に

資するとともに，長期展望に立った行

政施策策定に必要な世帯構造等の将来

予測のための基随的資料とする。

世帯に問する基本情報及び緊急あるい

は特別の世帯IWHl把厘の需要に対応す

る。

現行の世帯調査を統合し，基本的項目

について地域ブロック別・県別惟9+が

可能な客体数で．３年の周期で実施す

る。

世帯に関する基本的事項を毎年調査す

る（ただし，世帯精密調査実施年は，

これに包含する）。

魎

｢霧雨７１
保健所運営報告一保健所運営報告

優生保遵院3十一優生保湿統叶

伝染病統計一伝染病統叶

食中毒統計一女中藤統叶

報告例（衛生関係)→報告例（衛生関係）

老人保健耶業報告→現行通り

生活保護動態枕3十→現行通り

報調会,H祉関係)→報常lil会胴祉関係）

Ｉ 疾病M1造の変化等社会変動に即応した

行政fiWMを把握する。

報告周期と調査項目を見直し,改善を図

ろ。

人口M1造，社会福祉ニーズの変化等社

会変動に即応した行政怖報を把握する。

報告周期と調査項目を見直し，改善を図

ろ。

｢颪祠恵i詞

鞠廊鯉医師一風行通り
－１６－



資料１－５統計情報部の組織

厚生省の所管行政の調査一般，統計の総合的企画
解，連絡調整，生命表の作成及び資料の刊行その他

を行う。

管理企画課

厚生省の所管行政に必要な情報処理システムに関
し，その技術面について総合的企画及び連絡調整並

びにその開発改善を行う。

情報企画室

管理企画課の所掌する事務のうち統計に関する重

要な専門的事項に係るものに参画する。

統計数理企画官

統

厚生省の所管行政に必要な統計に関する資料の刊
行，収集及び保管，普及，指導並びに所管行政に関

する一般的な資料の収集，整理分析及び提供等を行

う。

普及相談室計

情

疾病傷害死因

分類調査室

疾病，障害及び死因分類に関する事項を行う。

報

統計情報部の所掌に係る事務に関する電子計算機

の利用及び運行の管理を行う。

人口動態の統計調査に関する企画，実施，製表，

解析及び資料の編さん等を行う。

衛生の統計調査に関する企画，実施，連絡調整，

製表，解析及び資料編さん等を行う。

部

電子計算機室

人口動態統計課

衛生統計課

社会福祉及び社会保健の統計調査に関する企画，

実施，連絡調整，製表，解析及び資料の編さん等を

行う。

社会統計課

国民生活基礎調査に関する企画，実施，連絡調整，

製表，解析及び資料の編さん等を行う。

国民生活基礎調査室

厚生大臣の諮問に応じて厚生統計に関する重要事項を調

査審議する。

厚生統計協議会

－１７－



資料１－６厚生統計の調査系統図

市
区
町
村

戸籍（出生・

死亡・婚姻・

離婚），死産の

届出義務者又は

届出人

厚

福
祉
事
務

保
健
所
を

福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
市

保
健
所
を
設
置
す
る
く
及
び

保
健
所

都
道
府
県
・
指
定
都
市

衛生関係施設

生

所

を
設
置
す
る
市

置
す
る
く
及
び

調
整
員

世 帯 省

福
祉
事
務
所社会福祉施設

社会保健診療

報酬支払基金

国民健康保健

団体連合会

調査票・報告表の提出経路

当部で作成している統計は，次の方法によって集められた資料をもとにして作られている。

その一つは，国民生活基礎調査，患者調査等行政上の必要性から行われるもので，全国を対象

としてその全地域又は一部地域について，調査員が記入したり各家庭や施設に記入を依頼したり

して調査票を作成するもので「調査統計」という。あらかじめ国から業務について委託を受けた

都道府県知事等が，まとめて厚生大臣に提出することになっている。

－１８－
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口
動
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計
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生
統
計
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会
統
計



資料１－７厚生省機構図 厚
生
省

社
会
保
険
庁

本

省

施
設
等
機
関

地方支分部局Ｉ‐［ⅡⅡⅡ紬区

纈
…
［
》
綱

施

設

等

機

関

(法第8条及び組織令第95条)（法第7条及び組織令第94条)
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Ⅱ衛生統計

衛生統計関係の調査で特に衛生統計課で所管している調査・報告は，現在，１２本である。

衛生統計の調査は，調査の種類によって調査実施ルートがはっきりしている。まず医療関

係の調査・報告の場合，病院，また伝染病関係のそれについては，法律に基づき保健所に

届ける義務がある。このように，病院→保健所→都道府県所管部局→厚生省という系統で

調査票が上げられてくる。

医療関係は，指定統計は別として，①医療施設，施設の従事者，施設にかかる患者，患

者数の毎月の推移，というように施設全体をみようというものである。また，６３年にでき

た中間施設である老人保健施設も，同じような形で調査が行われている。②伝染病統計，

食中毒，優生保護など，法律で届け出る義務があるもの，③都道府県がデータを把握して

いるものを，厚生省報告例により，収集する。④保健事業報告，保健所の活動報告……と

いうような形で，衛生統計調査は成り立っている。全体的にみた場合，医療施設を中心に

したもののほうが大きい。

例えば自分が病院を経営していると仮定した場合，３年に1度の医療静態施設調査が必

ずくる。その他に，患者調査（サンプリングにより当たることがある），医療経済実態調

査，毎月の月報としての病院報告（全数調査），他に局の関係のものがあるが，それは毎

年ではない。

原局が行っているものも含めた厚生省所管の調査統計の総リストは総務庁の調査総覧が

ある程度で，省内には全リストをまとめたものは無いと思われる。

く医療施設調査＞

この調査は，Ｉですでに説明されているように，国の指定統計として指定されている。

ところでこの調査は，当初は動態調査とか静態調査というのではなく医療施設調査の1

本で，昭和28年に統計法に基づきスタートし，昭和48年までは，年末現在で年１回の調査

として実施されてきた。従って現在の調査のように，動態調査という形で調査から調査の

間の変動については把握されていなかった。言い替えれば，施設数の把握については，1

年前のデータでしか分からなかった。ところが動態調査では，当然，病院，診療所の新設，

廃止，開始があるのでその穴埋めができる。例えば，平成３年の４月１日現在の医療施設
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数については動態調査で把握できることになる。この医療施設調査には，病院及び診療所

の分布と整備の実態を明らかにし，医療行政の基礎資料とするという大きな目的がある。

このような目的から，当然，病院，診療所などの実態把握を行えるような調査事項になっ

ている。ただし〆現在の医療施設調査は，２本立てになっている。ひとつは静態調査で，

10月１日現在の状態を把握する。もうひとつは動態調査で，新規開設，休止，廃止，住所，

開設者の変更等の場合に，医療法に基づき届出が毎月報告される。

次に，医療施設調査の沿革については，この調査は昭和23年に実施された施設面からみ

た医療調査を親調査としている。昭和28年に統計法に基づき指定統計として実施されるこ

とになったが，昭和28年当時は毎年年末現在で行われていた。昭和48年に調査規則を一部

改正し，それまで毎年医療施設調査として年末に実施されてきた調査が，上述のように静

態調査と動態調査に分かれた。この改正の結果，静態調査は，昭和50年以降，３年毎に実

施されてきた。動態調査については，それを補填するため，医療法に基づき開設・廃止・

変更等の届出及び使用禁止の命令等の処分のあった施設が保健所に届けでて，保健所がそ

れを1ヶ月間まとめたものを厚生省に報告している。

動態調査の開始時期は，実際は昭和48年11月分から毎月の報告を徴集しているが，それ

に先立つ１月から１０月分については，たまたま11月がスタートの月である関係上，一括し

て報告を受けている。その後，昭和59年に，後述の患者調査と同時に実施する調査という

ことで，調査日を１０月１日現在に変更して調査をするようになり，現在に至っている。

調査事項については，静態調査は上述のように，昭和50年度を初年度とする３年毎の10

月１日現在，一方，動態調査は新規開設・中止・廃止開設者等の変更の届出に基づき，毎

月厚生省に報告される。

動態調査は医療法に基づき開設者が届出し，都道府県知事が届出の受理及び処分を行っ

たときに動態調査の調査票を作成し毎月１日から月末までの分をとりまとめて厚生省に送

付する。静態調査については調査票を国から都道府県・保健所経由で医療施設に配布する

ことになっている。静態調査は全数調査を実施しており，その意味では，総務庁の事業所

統計の全数調査と同じである。また，事業所統計の医療施設数と静態調査での把握数を比

較してみると，一般的に病院は1万である。また，事業所統計のほうは少しデータは古い

が，病院は約１万，一般診療所が約８万，歯科診療所が約４万８千である。

医療施設調査はあくまでも人間を対象にする病院施設ということで，獣医施設は入って

いない。
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一般的に都道府県の設置する保健所は直接は都道府県のほうに調査票が流れ，政令指定

都市の保健所は政令指定都市経由で都道府県に流れる。なお，現在，保健所の数は全国で

852である。市町村の数は約3,000であるので，およそ１保健所で３，４市町村を抱えて

いる計算になる。

動態調査はあくまでも施設名，住所，開設者，病床数，診療科目（病院のみ）などの一

般的なものだけを把握している。一方，静態調査では，病院機能，例えば診療機器，従事

者数といった点について細かく調査する。

調査票の配布は，保健所の職員が持って行く場合もあるし，遠いところなどには郵送法

によるケースもある。保健所サイドから流れてくるので，具体的な配布の方法については

保健所に委せている。

この調査結果が，医療関係調査のサンプリング･フレームとして用いられ後続調査のフ

ァイルになる。

調査結果は，「医療施設調査･病院報告」として報告書が公表されている。この他にも

速報を出している。医療施設調査は，３年に一度，10月１日現在で把握する静態調査と，

毎月施設の変更の報告を徴集する動態調査を実施している。平成３年は動態調査として調

査を実施している。平成２年に静態調査があり，その結果は平成３年12月に公表されてい

る。

く医師・歯科医師・薬剤師調査＞

この調査は，医師，歯科医師，薬剤師の分布及び就業の実態を把握し医療行政の基礎資

料とすることを目的にしている。この調査のうち医師･歯科医師調査のほうは昭和23年に

スタートした。また薬剤師調査は昭和29年から，薬事法の改正に伴い，調査が開始された。

国家試験関連でいろいろな調査があるが，特に医師・歯科医師・薬剤師の調査を厚生省統

計情報部が担当している。医師，歯科医師，薬剤師の方々には，それぞれの身分法に基づ

き２年に１回12月31日現在で届け出る義務がある。昭和23年から昭和56年までは毎年年末

現在で調査をしていたが，昭和57年以降は２年に１回実施することになった。平成２年が

調査の年にあたり，次回は平成４年にこの調査を行う予定である。平成２年12月31日現在

届出数は，医師が約21万，歯科医師が約７万．薬剤師が15万人ということである。この数

は１００パーセントというわけにはいかないが，医師・歯科医師・薬剤師の場合については

ある程度浸透している。多くの医師を抱える大病院などでは，－人ひとりに調査票を配布
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するのは容易ではなく，従って病院に配布を依頼するというケースはある。

未提出者については，保健所を通じて督促を行なう。それぞれの病院や診療所は医療法

に基づいて，届出の中に全部医師のリストも付けており，それについては新しくなる度に

常に内容の変更届出の提出が義務付られている。

調査の系統は，医師等から保健所に届出をしてもらい，都道府県→厚生省というルート

でデータが入ってくることになっている。この届出調査票については，国が調査票を保健

所に配布し，保健所が，病院に配布する等の方法で調査をやっている。

看護婦とか放射線技師については，この種の調査はないが，それぞれの身分法で就業者

について２年に１回，12月31日現在で届出の義務がある。単純な就業場所・都道府県別の

ものについては，厚生省報告例で把握されている。保健婦，助産婦，歯科衛生士について

も，その就業者数は把握されている。

＜老人保健施設報告，老人保健施設実態調査＞

まず，老人保健施設報告については，昭和61年12月の老人保健法の一部改正に伴い，老

人保健施設制度が創設され，６３年４月から報告事項として，人所定員数，入所者数，従事

者数などを簡単に把握している。また，もう一つの老人保健施設実態調査では，前述した

医療施設調査と同じ形で，老人保健施設の中身を毎年１０月１日現在で調査している。これ

は平成元年からスタートしたもので，今年で３回目になる。結果報告は，平成２年調査を

12月に公表した。この調査によれば，調査時点で370余りの老人保健施設が開設されてい

る。特別養護老人ホームというのは福祉施設に分類される。老人保健施設というのは医療

と福祉との中間的なもので，病院で入院・加療するほどではないが，在宅には戻せない，

まだ若干のリハビリ，治療が必要だというような人に対しての中間的なサービスを与える

ための施設としてつくられている。従って，養護老人ホームや特別養護老人ホームは含ま

ない。

老人保健施設は，入所による利用を原則とし，短期間，原則的には３ヵ月をめどとして，

そこでリハビリを行い在宅へ戻すという考え方で作られている。ただ，入所期間が長くな

ったり，在宅へ戻れずに特別養護老人ホーム，養護老人ホームなどの福祉施設のほうに直

接入ってしまうようなことも現実にはあり，いろいろと議論も起こっている。この中には

医療設備もある。ただ，そこでできる医療の中身が非常に限られており，どちらかという

とリハビリテーションが中心である。特にリハビリの中でも病院で行う機能訓練よりも，
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障害をもっていても生活できるといった社会復帰的，生活に密着したリハビリを中心にレ

クリエーションなどもやっている。施設そのものが発足したのは，実際は昭和61年に法律

ができたので昭和62年である。その運営が本格的に開始されたのは昭和63年４月からであ

る。毎年約200くらいずつ増えてきている。

く患者調査＞

この調査は，厚生省の重要な統計調査であり，指定統計の第66号として指定されている。

この調査は，医療施設を利用する患者の実態を把握し，医療行政の基礎資料に資すること

を目的とする。その主な調査事項は，性，年齢，傷病，入院一外来の別，支払い方法など

である。医療施設調査と同様，昭和23年11月に1週間にわたって第１回調査が実施された。

医療施設面から見た医療調査を親調査として，その後，年１回標本調査を行なってきてい

る。医療施設と同様，昭和28年にそれまでの調査を踏まえ，患者調査が発足した。昭和５８

年まではほぼ同じ形で実施されてきたが，昭和59年から調査を拡充させ，地域別表章が可

能になるような調査に切り替えた。新調査は，昭和59年を初年度として，その後，３年毎

に医療施設調査と同時期に実施するということで現在に至っている。ちなみに，調査の客

体は，病院については約5,000施設，一般診療所は6,000施設，歯科診療所は1,000施設

である。病院は全国で総数約１万であり，抽出率約２分の１，診療所は総数約８万であり，

抽出率約１００分の7.5,また歯科診療所は総数約５万で約100分の２の抽出率である。

標本の抽出は，診療所は診療科別，有床・無床別に層化して行なうが，病院については

機構別，設置者別に層化して，それに従って行っている。また，地域によっても異なるこ

とがある。つまり，都道府県を例にとれば，ある都道府県が非常に病院が多い場合には抽

出率を下げ，少ない場合には上げるということをし，全体としての誤差率をコントロール

して，できるだけ斉一的にするという考え方に基づいた抽出を行っている。復元をして最

終的に，疾病，性，年齢，病院，一般診療所別などに，患者の推計数を算出している。調

査では当日その医療施設にかかった患者の全部が対象となる。

調査結果は，患者調査という形で報告書を公表している。平成２年が調査年に当たり，

その結果は，３年12月に『患者調査の概況』という形で発表された。

調査時期は１０月の中旬の三日間のうち，医療施設毎に定めた１日ということで決められ

ている。昭和59年以前は，気候的に安定している時期ということで７月の第３水曜日に調

査をしていたが，昭和59年以降は現在のような１０月に行なうようにした。これは，医療施
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設調査の静態調査と一緒に実施するためにこのように変更した。これまでのいろいろな調

査の経験で，７月，10月は大差がないという結論に達したので，思い切って１０月に一緒に

した。

従来は何月何日という設定で決めて実施していた。かって，たまたま天候不順というケ

ースがあり，数値がガタッと変わるということで，昭和59年からは，３日間の調査時期の

うち国の指定する１日に，振り分けて実施するということに変えた。

調査票に記入する際に，合併症のように複数の病気が一緒にあるとき患者調査では，主

傷病名（その日に受療した傷病）を書く，それから同時に，副傷病ということで，もうひ

とつ別のものを書くことになる。基本的には，医師の判断ということになる。

疾病の名称は施設の管理者が記入し，国際疾病分類（ＩＣＤ）に従って`情報部でコーデ

ィングを行なう。作業は原則的には機械で自動的にやっている。しかし中には判断の難し

いものもあり，それらについては手作業でやることもある。大病院などでは調査票の記入

がたいへんな事務量になることがあるが，患者調査の趣旨を保健所からよく説明してもら

って，だいたいご了解を頂いているという状況である。それに，毎年ということでなく３

年に１度の実施であり，またサンプリングということで６年に１度しか当たらないことも

ある。

病院の中には，カルテを自動化しているところもいくつかある。磁気媒体で記録するこ

とがかなり進んでいる。コンピュータ化は，基本的には医療事務から入ってきたが，だん

だん高度化され，カルテ自体を記入する，あるいは薬のオーダーも，そこで対応できるよ

うにするという形のシステムに変わってきている。しかし現状では，そういう高度なシス

テムがうまく動いている施設はまだ少ない。いわゆる保険請求事務のようなものに関して

は，パッケージ化されたものがあり，診療所レペルでもそれを利用しているところもかな

りある。しかし，診察行為のところまで含めたトータル･システムとしてのコンピュータ

化は，まだなかなか進んでいない。いくつかの病院では，既に取り組んでいるところがあ

り，カルテ自体の記載もコード化した原則に従って，それぞれの診療所のブースの机の上

に端末があり，そこで入力しているところもあるが，その数はまだ非常に少ない。

ところで薬の保険点数に関しては，統計情報部の中の社会統計課に，社会医療診療行為

別調査がある。他にも，保険局が'情報を持っている。それぞれの保険の担当のところでも，

集計して統計として出している。社会医療行為別調査では，診療行為でどれだけ薬を使っ

たかということを調べている。薬価点数については薬価調査があるが，これは統計情報部
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の所管ではなく薬務局の調査になる。

患者調査は毎年ｌ回していたが，昭和59年から３年に１回になった。これは傷病構造が

毎年それほど変動がないので，３年に１回程度にして，そのかわり客体を増やし，昭和５８

年までは病院で10分の1だった抽出率を，３年に1回にするかわりに10分の３にした。そ

れにより，今まで全国推計だったものを都道府県単位でみていこうということになった。

つまり，細かく都道府県毎の表章を可能にした，都道府県単位でみられるということであ

る。間の２年が抜け，３年間隔の時系ということにはなるが，それよりも都道府県毎の表

章を行なうことのほうが，より重要であると考えてそのようにした。

調査結果は次のような形で利用される。例えば，医療法の方で地域医療計画というのが

あるが，都道府県単位で標準のベッド数を決める場合の元になる。その場合に，性･年齢

別の受療率が利用できる。もちろん，その際には，病床の利用率も必要となるので，医療

施設調査のデータも一緒に使用している。推計する際には，医療施設調査のデータを使う

ということで，調査時期は同一にしている。

＜伝染病統計＞

この調査は，法定伝染病，指定伝染病，届出伝染病等にかかった患者数を調べるもので，

対象となるものは，医師から保健所に届出があったものとする。これは，古く明治から制

度があり，ずっと続いている。実際は，明治13年の伝染病予防規則が定められ，これによ

り伝染病週報がスタートした。もともと内務報告例（いまの厚生省報告例）でいろいろな

データをとっていたものが，その後，幾たび力､の改正がなされた。最新の改正では昭和５９

年１月に行政改革の閣議決定に基づいて整理され，従来の４表から，現在は３表に整理さ

れている。

法定伝染病は，コレラ，赤痢，腸チフスなどを指し，また指定伝染病としては，急性灰

白髄炎，ラッサ熱がある。さらにその他に届出伝染病としてインフルエンザ，狂犬病，つ

つが虫病などがある。こういう患者を医師が診断した場合，直ちに保健所に届け出ること

が義務づけられており，最終的には国に報告される。

伝染病とか食中毒の場合には，医療施設は保健所長に届け出る義務があり，当然届出が

ある。法律に則って行い，それを調査票にかえして，国が集計する。
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＜厚生省報告例＞

厚生省報告例は，「各都道府県・指定都市における衛生行政の実態を把握し，国及び地

方公共団体の衛生行政の運営のための基礎資料として利用される」もので，その中にいろ

いろな報告等が含まれる。報告は全体で59表（月報が５表，四半期報が７表，年報が37表，

隔年報が10表）である。

報告例は，厚生省の訓令になっており，都道府県が保有するデータを国に提出してもら

うものである。月報を例にとれば，精神障害者の申請，入院措置等がある。また，四半期

報には，衛生検査，食品等の収去試験等があり，年報には栄養士・調理師の免許交付，給

食施設の数，そこに働く栄養士の数等が入る。例えば栄養士の免許交付の数字を全部厚生

省に報告してもらう。また，火葬場，墓地なども当然入ってくる。その他，映画館，旅館，

公衆浴場，理容，美容，クリニックなどの施設の数などが随時上がってくる。

報告徴集周期の長短は，あくまでも霞が関サイドのものであり，基準に則ってやってい

る。行政の必要に応じて月報，四半期報，年報というように分けているものと，法律に則

って医療関係者の数についてなどは，２年に1度行うものもある。総務庁の合理化法に基

づいて，毎月とる必要がないものなど，現在かなり整理されてきている。その中には，月

報から四半期報にいったり，四半期報から年報にいったという形で整理されたものもある。

現在では，５９表のうち37表が年報，１０表が隔年報であり，大部分が年報に近くなってきて

いる。ただ，各都道府県は届出単位でやっており，毎月整理はされていると思われる。し

かし国に上がってくるのは，年に１回ということになる。この原データには，都道府県で

衛生部の医務課（県により医務薬務課，総務課……）が記入することになる。一部，市長

村からデータを頂くということであり，当然いろいろなデータがあるが，その中でどうし

ても市町村にしかないデータがある。それを都道府県に吸い上げ，最終的には都道府県が

当該県として－つにまとめる。このため，市町村単位とする数字は出てこない。市町村か

ら上がってくるものとしては，市町村長が申請者に交付した埋葬又は火葬，ライ予防法に

よる生活援護などが挙げられる。

一つの課で，この59表を全部埋められることは無理である。中身が一般的な保健といっ

たものと……，環境衛生といったものがあるわけで，それについては環境衛生課で担当す

ることになる。しかし，衛生部から外れるものは無い。報告例の中には，医療施設が原デ

ータを提供しなければならないものはない。

報告例の内容をみてみると，原則的に都道府県の活動ということで，具体的にいえば，
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保健所で行われる活動，あるいは都道府県が持つ衛生研究所で行われる活動が該当する。

保健所でやった活動をそれぞれの保健所でまとめて，それを県の主管課に報告し，主管課

がまとめて，最後に都道府県の衛生部の中の衛生統計の主管課でとりまとめをして，厚生

省のほうに報告してくるということになる。

具体的には，保健所を中心として，都道府県として行うものが対象となる。従って，県

レベルでは保健所ベースでの数字はある。しかし，政令指定都市を除き，都道府県１本と

いう形で国に報告されてくる。各都道府県では，保健所単位，または市町村単位でまとめ

たものを県の衛生行政年報というような形でまとめていることが多い。それは当然，国に

上がってくるデータとイコールであるが，国の場合はあくまでも都道府県単位で集計する。

県は県として，そのデータを使い，自分のところの衛生年報を作成する。
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資料Ⅱ厚生省報告例様式
(厚生省報告例）

第１精神障害者申請・通報・届出状況

都道府県名

平成２年月分

Ｂ列５番l82x257（２年分）

(注）lこの表には、ＷI神保健法第23条から鋼26条の２までの規定により、申飼、通報又は届出がなされた爾神障害者又はその疑いかある者について行った調査、
診察の状況を申請、通報又は届出の経路別に肘上すること。
２麦鋼の「測企により診察の必要がないと認めた者(2)ｊには、その月中までに申請、通観又は届出がなされた者のうち、その月中に処理したものを計上し、

「診察を受けた者」には、その月中までに申請．通報又は届出がなされた者のうち、その月中に診察の結果が判明した者を計上すること。
３同一人について遥側の２以上の区分に域当する申請、通報又Iｵ届出かなされた者については．譲当する区分の最下段にのみ計上すること．

(厚生省報告例）

第１の２精神障害者措置入院・仮退院状況
都道府県名

0１２１１０１１１２ 平成２年月分

\｢鎧鍔｣鳧掲亨伽

提出期限翌月末Ｂ列５番ｌ８２ｘ２５７（２年分）

(住）１この表には、精神保健法第29条第１頃の規定により、措匠入院した息者及び法第40条の規定により仮退院の許可をした患者数を計上すること｡

２「前月末患者数(1)」の表側「措低患者0m」には、前月末の措矼患者数を計上し、また、「仮退院患者伽」には、「措丘患者0,」に計上されたもののうち、仮

退院中の者を再掲し、計上すること。

３「本月中新規患者数(2)」に牡、その月中に新たﾄｰ措匠入院した患者政を計上すること．

４「本月中解除患者数(､)」には、その月中に措匝入院を解除きれた患者散を計上する二と．

５「本月末患者数(4)」の表何「措匠患者IUD」には、その月末現在の樵■麗者数を計上し、また、「仮退院患者随」にﾄｭ、「措丘息老伽」に計上されたもののう

ち、仮退院中の者を再掲し、計上すること．

(厚生省報告例）

第１の３医療保護入院・応急入院・仮入院届出状況

都道府県名

平成２年月分

Ｂ列５番l82x257（２年分）

(注）との表には、精神保QB法案33条、第33条の２，第33条の４及び第３4条の２のMn定により柏神病院の管理者から届け出られた医療係嚢入院、退院、応急人院及び

仮入院のその月中の届出散を計上すること。

－３１－

申緕通組

届出件数

(1)

調査により診察

の必要がないと

翌めた者

(2)

診察を受けた者

法第２９条該当

症状の者

１３】

法第２９条該当症状
でなかつた者

(4)

一般からの申讃（０１）

替察宮からの通報（０２）

検察官からの通報（03）

保護Ｉ、察所の長からの通観（04）

溝正施設の長からの通粗（０５）

nV神病院の管理者からの届出（０６）

３十（０７）

医療保護人院

保嚢義務者の同意による

人院届出数

111

扶養義務者の同恵による

人院届出数

(2)

退院届出数

(3１

巧急入院届出数

(4)

仮入院届出数

旧）

前月末患者散

(1)

本月中新規息者政

(2)

本月中解除患者故

(8)

本月末患者数

(4)

措匠，巴者ｏｎ

仮退院，壱者
(｢措匠患者｣の再掲）
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(厚生省報告例）

第１の４精神医療審査会の審査状況

都道府県名

平成２年第四半期中
(定期の報告等）

〔退院等の請求）

B列４番257×364（２年分）

(注）Ｉこの表には、粕神保は法案38条の３第２項の規定に基づいて審査されたもの（定期の報告等）及び怯第38条の５第２項の規定に基づい

て審査されたもの（退院等の請求）について、その期中の宕査件数・審査結果件数及び審査中の件数を'十上すること。

２（定期の報告等）は次の式が成立すること。

「今期報告の(1)」＋「前期報告の(5)」＝「今期報告の(2)＋(3)＋(4)＋(5)」

３（退院等の請求）は次の式が成立すること。

「今期報告の(1)」＋「前期報告の(4)」－「今期報告の(2)＋１３)＋(4)」

－３２－

審査件数

(1)

審査結果件数

現在の入院形態が

■当

(2)

他の人院形態への

梓行が適当

(3)

人院継続不要

(4)

審査中

(5)

医療保臣人院時の届出（01）

入院中の

定期報告

医療保護人院（02）

措■人院（03）

計（04）

審査件数

(1)

審査桔果件数

人院又は処遇は辺当

(2)

人院又は処遇は不適当

(3)

宕査中

(4)

iｇ暁の請求（05）

処沮改各の請求（06）

計（07）



(厚生省報告例）

第２精神障害者通院医療
都道府県名

O'２１１０１２１０１ 平成２年月分

提出期限翌月末Ｂ列５番l８２ｘ２５７（２年分）

(注）lこの表ﾄﾆは、所神保健法第32条第１項の規定による通院医療妄の公費､h担の申１，合格及び承璽についての人■を計上すること。

２表■「申lmD」には、地方錆神保健審餌会の審査を受けた者のうち、「合・否」の決定がなされた者の政を計上すること□

３衷碩「彼用宕保険」の「本人(1)」「家族(2)」又は「国民健康係1A(8)」の彼保1ｋ剣iであって、老人保IE法による医療受給岩Ｉよ「老人保健法■)」にのみ肝

上すること．

(厚生省報告例）

第４栄養士免許交付
都道府県名

1０１２１１０４１０１
平成２年中

提出期限翌年２月末Ｂ列５番l８２ｘ２５７（２年分）

(注）１この表'二'よ、栄養士法第２条及び第４条の規定により、都道府県知事が本年中に新たに与えた免許の数を．同法施行令第２余の規定により作成した栄養

士名簿に基づいて計上すること．

２「指定養成施股卒菜(1)」ｹﾆは、法第２条の規定に肱当する者を計上すること．

３「試験合格(2)」には、旧法第２条第１項第２号の規定に餓当する者を計上する二と．

(厚生省報告例）

第５調理師免許交付
都道府県名

平成２年中

JflIII第３頃による■悪浬定

提出期限翌年２月末Ｂ列５番ｌ８２Ｘ２５７（２年分）

lこの表には、調理師法第３条第１項の規定lこよりも都道府県知事が本年中に新たに与えた免許の数を、法第５条第２項に規定する粛理師名師に基づいて

計上する二と。

２「指定兵成施設卒業者(1)」には、法第３条第１項第１号に蚊当する者を計上する二と。

３「鱗習錬程修了者(2)」には、旧法第３条第１項第２号ﾄﾆ験当する者を計上すること．

４「都道府県知事試験合格者(8)」には、法第３条第１項第２号ﾄｰ験当する者を計上する＝と。

５「財''''第３項による窮習露定(6)」には、昭和露年法第89号附則第３頃に該当する者を肝上すること．

(注）

－３３－

技用者保険

本人

(1)

家族

(2)

国民健

康保険

(8)

老人

係住法

(4)

生活

保護法

(6)

その他

(８）

肝
、

申諦、

合格、、

承認⑬

指定養成施設卒業 試験合格計

(1)（２）（８）

指定養成施股卒業者｜漁習課程修了者

(1)（２）

都道府県知事試験合格者附則第３項による戊習遡定

(0１（４）

計

(5)



(厚生省報告例）

第６給食施設

都道府県名

平成２年末現在

■■■■■■■■■■■■■■■l￣￣_－
－■■■■■■■■■■■■Ｕ~￣￣￣￣￣￣￣

…＝＝召■■■■■■■■■■■■■■
￣■■■■■■■■■■■■「￣￣
￣■■■■■■■■■■■■、－
－■■■■■■■■■■■■Ｆ￣
￣■■■■■■■■■■■■「
￣■■■■■■■■■■■■ロ
ー■■■■■■■■■■■■■■■■＿

ニーロ■■■－１■■■
Ⅱ■■■＝￣ﾛ■■■￣Ⅱ■■■
U■■■－－U■■■－－
Ⅱ■■■－－U■■■￣U■■■

■■￣田雪■■■弩■■
二二＝￣

■ﾛ■■－－Ⅱ■■■￣U■■■
Ⅱ■■■＝＝U■■■￣H■■■
－－－U■■■￣U■■■
言＝

■■－－■■舅■■
二二

二二伜
U■■■－－Ⅱ■■■－－
Ⅱ■■■－－U■■■＝U■■■
U■■■－－U■■■￣Ⅱ■■■
U■■■－－Ⅱ■■■￣Ⅱ■■■
U■■■－－■■■■＝U■■■
＝＝＝￣

Ⅱ■■■Ⅱ■■■Ⅱ■■■Ⅱ■■■I■■■I■■■Ⅱ■■■

Ｂ列４番257ｘ364（２年分）

(注）との表には．栄養越善法第９条の２に規定する集団給食施設及び昭和33年衛発第１１５７号公衆衛生局長通知によるその他の給食施設につ

いて、管理栄養士．栄養士の配伍別に区分し、年末現在の施設数及び管理栄養士数．栄養士散を施設の種類別に'十上すること。ただし、法
第９条の２第３項に基づく指定要件に該当する「該当施設」と「指定施設」については、集団給食施設の再掲として施設数のみ計上するこ

と。

集団給食施設又はその他の給食施設であって、同一施設が表側の複数の施設に給食を供袷している場合は、給食股備（調理場等)を有す

る区分にのみ計上すること。

なお、政令市のある都道府県にあっては、政令市から報告を求め、都道府県分に含めて計上すること。

－３４－

管理栄養士のみいる施設

施設数
(1１

管理栄Zlj数
（２）

管理栄養士・栄養士どちらもいる施設

施設数
１３）

管皿､引き缶]召ｈ
（４）

栄養士数
(5)

栄養士のみいる施設

施設数
(6)

栄養士数
(7) (8)

集
団
給
食
施
股

学校（０１）

病院 02）

老人保健施設 03）

児苣福祉施設 04）

社会福祉施設 05）

選正施設 06）

寄宿舎（07）

事業所（08）

一般給食センター（09）

その他（10）

計（11）

再
掲

学校

病院

老人保

偉施設

児宙福

$11施設

社会福

１Ｍ旧識

透正

施設

寄宿舎

事業所

一般給
食セン
ター

その他

:十

該当施設（12）

指定施設（１３）

該当施設（14）

指定施設（15）

該当施設（16）

指定施設（17）

該当施設（18）

指定施設（19）

該当施設（20）

指定施設（21）

該当施設 22）

指定施設 23）

該当施設 24）

指定施設 25）

該当施設 26）

指定施設 27）

該当施設 28）

指定施設 29）

該当施設（30）

指定施設（31）

該当施設（32）

指定施設（33）

～

そ
の
他
の
給
食
施
設

学校（34）

病院（35）

老人保健施設（36）

児宜福祉施設（37）

社会福祉施設（38）

竃正施設 39）

寄宿舎 40）

事業所 41）

一般給食センター 42）

その他 43）

計（44）



(厚生省報告例）

第７未収容らし、患者
都道府県名

lＯｌ２１１１０１７１０１ 平成２年分

提出期限翌年２月末Ｂ列５番l８２ｘ２５７（２年分）

(注）１二の表には、らい予防法第４条第１項の規定により、医師かららい患者（患者の段いのある者を含む。以下同じ｡）として届け出られた者又'よ第５条第１
項の規定に基づいて指定医師によってらい患者であると診断された者（すでに医師によってらい患者として届け出られた者を除く．以下同じ｡）のうち、未
収容らい患者のその年中の移動状況及び年末現在の一時救護状況についての患者政を計上すること。

２「本年中増」の「新発見(2)」には、法第４条第１項の規定により医師が届け出た患者及び法第５条第１調の規定により指定医師がらい患者と診断した者に
ついて計上すること、

３「本年中増」の「その他(8)」には、新発見ﾄﾆ酸当しない次の患者について計上する二と．

（１）らい療養所から当該都道府県内に移動してきた恩者であって、外出の許可期間佳過後正当な理由がなく帰所しない者又は無H9i外出．逃亡等により退
所処分に付された旨通知された者。ただし、19快退所した看ば31上しないこと．

（２）他の都道府県から移動してきた未収容らい患者であって、その旨通知された者

４「木年中減」の「その他(6)」には、当酸都道府県外に移動した未収容らい魁者及び法第４条第２項の規定により治癒した旨医師から届け出られた者（らい
患者の疑いかKある者として医師から届け出られた者が、らい患者でないと診断された拐舎を含む.）の数を計上すること．

５「本年末の患者(7)ルーは、本年末現在てらい療養所に収容されていない患者散（一時牧護を受けている者を含む｡）を計上する二と。

。「本年末の一時救護患者(8)」に牡、法第19条の規定により一時救護を行っている患者散を、「本年末の患者(7)」に単じて計上すること。

(厚生省報告例）

第８らい予防法による生活援護
都道府県名

|Ｏ１２１１１０１８'０’ 平成２年中

提出期限翌年２月末Ｂ列５番I８２Ｘ２５７（２年分）

(注）この表には、らい予防法第21条第１項の規定により、その年中'二らい療養所入所患者のH鋤庚（事実上の婚姻関係と同桜の本､fにある渚を含む.)に対して行った

援護について、種類別の援護人Bl及び生活援助をした世Wf数を援蔑決定､q毎に基づいて、月ごとの英人負及び実世帯数の合計数を肝上すること．

(厚生省報告例）

第９法定.指定伝染病患者等の隔離状況蕊鱸名
1０１２１１０９０

平成２年中

ヨ髄

旨隔ＩＵｆＨ数m

提出期限翌年２月末Ｂ列８番１８２×２５７屯年分）

(注）ｌこの表に‘よ、伝染病予防法第１条館1項及び第２項f§規定する陸栄Ｉ丙患者等て、越筑７条の規定により隔離三れた本年中の.Iu若数及び､L者隔離日数を計

上すること。=の場合、隔離の際、２種以上の疾病にリ.砥していた場合'二'よ、変狐各区分の子ももっとも若凸､番号の区分にのみ計上するととＩＤに、隔離中

において新たにりKEした湯合の疾病について'j、越者数にl皇Bilに曰十上しないが．隔離鷹数ﾄﾆついては当骸患.者が隔離ごｵした実旧数により計上すること．

２「赤痢(1)」から「急性灰白髄炎(8)」までには、法第１条鞘1項及び館２項並びに第２衆輔２項ﾄｰ規定する赤痢、鵬チフ:八、パーチブス、しよう紅熱、ジ

フテリア、流行性llill祥ＩＭ膜炎、日本脳炎、急性爽白髄炎の.魍者及び疑似迩者並びにその病原体保有者であって、「']塗施行令第４条第１項の規定により都道

府県知事が特別の必要があると認めた1,の又側【その主要症状が梢過し、ｉｎ遇時から起算して所定の期間を経適しないもので隔離しit宇串署Iごついてそれぞれ

計上すること。

３「その他(9)」’二は、「(1)」から「(8)」まで以外の法定・指走伝染病患者、法梛２条鼓Ｉ項に岨.世~i~る。〃ラフM2ひペストⅨ)疑似u;.者並Z〕ご同性施行令第４

条第１項ﾄﾆ規定する都道府県知事の認定による者等で陽難されﾌﾟﾆMjL者についてir上亨.暑＿,L‐

－３５－

前年末の

患者

(1)

本年中増

新発見

(2)

その他

(8)

本年中波本年

ｽ(Ⅶ岬`.,。’
その他

(0）

末の

患者

(7)

本年末の－

時救護`息者

((7)の再掲）

(8).

生活援助

世帯

(1)

人ロ

(2)

教育援助人氏

（８）

住宅援助人且

(6)

出産援助人員

(5)

生薬援助人■

(６）

葬祭援助人日

(7)

’

率痩癒製’
む.）

腸チフス

(1)（２）

パ弓チフス｜しよう紅熱

(8)（４）

ジフテリIァ

(5)

流行性`脳
脊髄膜炎

(6)

i゜
，灰

性
白髄炎

（８）

その他

(９）

計
四

魁者数ｍl）

Ａ２者隔離日数imI



(厚生省報告例）

第１０梅毒血清反応検査
搦豊縣名

TTilT-１０１２１，’1
平成２年中

良出期限翌年Ｚ月末Ｂ列５岳l８２ｘＺ５７（２年分）

’二の表Iﾆﾄﾕ・性蜘干防俊掠'6条の規定により趾臣されナミ病暁〔市■T村立尻境及淫代用頂院を含む.）又は抄療所（市町村立抄毎所及び代用は療所を含む.）

速びoこ係■､7（LJI下「禎旧査洩閥」という｡）Ｉ：おし､て取り扱った梅毒血済反応Uh盃について、彼Ukを宕敏及び旧性宕敬を表頒ﾄｰ掲げる対幻別に区分して計

上すること。

２当蚊彼円査扱四で実妬しﾌﾞ:(,のについてI｣．検歪鱈央の判明した日の貝する年ﾄﾆ計上する二と．

３位に牧■し?:IDのﾄｰついてI｣、検査砧果の輯告ｔ受辺したＢの■する年に計上する二と．

.Ｉ他の彼円五夜囚から依■さ「したしのﾄｰついてI』．二の表ﾄｰｉｆ上し江b、己と．（依草した彼寓を吸円で計上すること.）

(注）

（厚生省報告例）

￣￣￣￣￣￣￣－－－

Ｉ－Ｏｌ２Ｊ１－１１」

第１１性病病院・診療所治療患者
灘:名
平成２年中

提出、限翌年２月末Ｂ列５谷Ｉ８２ｘ２５７（２年分）

’二の表しso土、性病予肋UA鋪16条の瓜定により投伍された明院及び麟狼所（市町制立及び代用Qf含む.）におし､て、伎鮪15余第１項及び館２欄0二瓜定すら

。b令}こより油駁を受けた、老並び'二公白Ａｌ､により治療を受けた巴右政を、当賦宜股から報告Ｅ求めて8+上する二と．

２１人の坦者DtZ砧以上の性偶の抽湶世受けている臼合い．それぞrLの区分'二計上する二と．ﾉﾆﾅﾐＬ、同一息右で表Ｎｉｒその他ルニ肢閨する２柏の性病の

治限を受けている出合ﾄｭ「１」とlＩ上する二と．

３同一,己君で岡日中に外来及び入院した場合0」、入院'二肘上すること．

４表側「本年中の所且■00」IeI』．治療をｴﾄﾅ仁巴君について、当触施段において新足者とＬてけ尿毎世作成した君の吏位を8+上丁ら二と．

(雄）

(厚生省姐告例）

第１２性病予防法による健康診断
濃鶴名

0１２１１１２１０ 平成２年中

提出期俵翌年２月末Ｂ列５番ｌ８２ｘ２５７ｍ年分＞

(注）１二の表には、性円予防法館７条に規定する懐出Q;行われた君汚Ｌ〈0ｔ兜いん常習の硬いの若し､石で、侘岱抄砥合令聾により侘虫抄朗を受けた宕又o』そ

れらの者で杜奨を受Iナて公■公担により健康抄断を受骸↑た君をIf上する二と．

２次ﾌﾞ、｣NについてＭＴ上する二と．

（Ⅱ他の彼負世機関から笠頃砂野を依吸されたIパフ

〈１１枝肉在唄関IJI外の施股トビ検査と依ｐＬﾉｰしの．'二だし、館の技頁五損偶に依伍した健康は噺ｳﾕ肘上し必い二と．

３Ｗ､－人について．２以上の区分に験劃する性瓜に０，カ.勺ている場合Oよ、そfLぞれの区分に計上する二と．ただし、同一人で安頂「その雌⑩Iルーは畠する

性病が２つあ句て(ｊｒｌｊと計上する二と．

－３６－

｜婚姻的の岩’妊甑時の右

｜，!）｜，,！

兜いん常習の唖保嚢早生施設

'.､の召しい者｜入所老
【E】（４）

学生･生徒･児■｜その他’ ’十

(５） (0）（、

ﾘリ

彼検迂者依０１１

|Ⅱｂ性者欣⑫Ｉ
～

～

己～

～

～
～

～

女

bﾛ検沓者UkUD1

隅性者Ｈｋｍ

－－－－－--0.-

藷7鍋，ろ彼檎査噸Ｉ

扮巧

入院

(1)

外来

(8)

りん鷹その他

入院ｌ外来入皮外宋

い、 (0，（６）Ｉ０Ｉ

凪
者
正
散

全部免除、

－認免帥烟

そのnｈ回

本年中の所皿宕卿

術示追及等'二

腿する厚00ＩＦ

《Ⅷ

受診宕敗

（８）

性拐トーか6゜っている■

笛刀１ワん鷹

(■い）

その位

(8)

肘
⑪ ((Ｅ

、

おけ

依
拓）

法第７条}二

基づく届出

指示ﾄｰ追反Ｌ

ﾅﾆ者

治療を中断し

｜定君

のjbっ窪竃’ 感集Ⅳと、(わ

れら増

リリOUI

女ロ

|リリロ

ｌｒ卿

■ＤＢ

女■

完いん常習の賢いの著しい君 女伽

川

リリｍＯ

女ｐＯ



（厚生右報告例）

｢iTI-戸｢iT5TU-＝、

鍵轆名第１３衛生検査（１）

平成２年鉱四半期中

捉出退限各ｍ９Ｔの月のⅢ月末且列４岳ZS7x36d(2年分）

二の表ｳﾆｩｴ、毎ｍ『県、指定缶瓶及ｱﾄﾞ苗令市(輯宝尽扇［除く０以下同じ｡〕の所生検杢泣放〔宅方何生UV死所又'４二ｉｎに印ｆ＆応放をいり.）力:､その販中に受け付fﾀﾌﾞ2枚体政又liR色を、検査■■Ｔｌ及び依餌圧路氏に

計上すら二と．

煙ぉ、政令市で当敏垣呑、o十打するお古01、政令市､､ら伍告亡求め、邨沮府孤分に含めて'十上する二と．

｢侭堕所(偵査五）ＯＬＩﾆﾄｭ、低位所力､ら依浜を受ｳｵr:と△（保但lﾘiが他4,ら仮■さ『［ても､ろ検査を.更に依餌Lてど':と8を含む.＞０旦肘上Tどこと｡

ｑ主〕

(厚生名報告例）

第１４衛生検査（２） 鍵繍名一
1，'２１１１１１４１０１１１ 平成２年第四半期中

提出期限冬期終了の月の翌月末Ｂ列４番２５７ｘ３６ｄ〔Ｚ年分）

(住）1この変に１４．部■府卵､価竃邸市及び■k令『リパ指定邸市をばく･以下同じ･)の萌生偵士比破(地方而生０W死所又I｣これに申丁る沁殴をいう｡〕が､そのjUI中に行歪ﾌﾟﾆ■生検盃のPWhをEf上すること．
虹お、政令in'で当股枚査施設を右するMb合I』．茜今市.f'`ら枢告を収め、好近府N1分'二台いて8+上する二と．

Ｚその期中にuh公の結果ｳ;鈍璃したものについて計上する二と．

３表■Iこ褐ｉｆろ区分ごと6二供査時故を$十上する二と●すまわら･同一検体↓こつ１．､て変■ﾄｰlQOrら２曲風以上【尻検餐と伝った名含ﾄﾕ、それぞｵL肱当する区分に8十上する二と．
例え0J･木通水の原木について個璽学的検査と弱地学的検査の2柚■の検丑を行ったあ合0｣､「樋面学的倹宜⑭」及び｢理ｲﾋ学的検査ｇｏ｣のそれぞれに｢〕」と計上すること．

４同一検体'二ついて．両一匿分に瓜する０，盃で２句頭以上のnk査方渋により検査を行ってしＦ１」と叶上する二と。
例えﾄｺﾞ､尿;二ついて･周…宇検体を使珊して.ﾉﾆﾙ白･鮫･ヴロにﾘﾉｰｹﾞﾉの倹丘を行っEIJr戚毎｣1二｢Ｉ」と計上すみ二と．
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(厚生省報告例）

第１５建築物環境衛生 毎近府県名

0１２１１１１１５１０１ 平成２年分

艮出期限翌年２月末Ｂ列５番ｌＢＺＸ２５７（２年分）

１二の妄にiよ、迫缶物bﾆおける痢生的威笂の砿DHI二関する法律'二且定すら特定丘妄缶の竺■凸益ぴ'二立入検査函仗、処分件紋及び保健所O;指導を行った施股の
延依を計上する二と．

なお．政令市のある毎沮府県'二あってＯＡ．政令市ｎｏら伍告を求め、毎通府県分に含めてｉｆ上する二と．

２立入検査ＣＤ､ねて折導を行った出合0ﾕ、「立入検五回彼I■､」及び「技指導施放位〔ﾛ〕」のそれぞれに「】」とIf上する二と．

３安殴「使用停止･使用餌瓜(い」ｌこは､法第12条の貝定'二基づいて.特定近纂40の－毎の使用若しくは関係股■の使用を停止又Iﾕ租限しﾅﾆｴ仲qhtIf上する二と.
４安目ｒその他の特定正纂伯畑､」にIﾕ、纂合＄．■■■、芙街簸又０３遊技粉を針上する二と．

５「６つIIら事BmiのNi途に供される特定定纂⑰0GJに0』、連Obの全記0;事務所の用途に供さ『しる正集めで、缶迅府県知事又'ﾕ政令市の市氏0t■辺府県御二二

邸局長に通知した＊漕所を耳掲で針上Ｔること。

(l主）

(厚生省報告例）

第１５の２建築物環境衛生に係る登録営業所
都迫府県名

0１２１１１１１５１２１ 平成２年分

担牌■□翌年２月末Ｂ列５番ｌ８２Ｘ２５７（２年分）

(住）’二の変に1k。連接杓における衝生的■塊の砲保ｳﾆ関する法律に規定する迫纂伯におﾋﾞﾅるぉ生的衷斌の碓保に関する卒兵の昼■'二ついて、丑毎甘案所倣・丑

毎件仮．巨匁向止件孜．■母取柄件依及び丑妊有効期間洩丁件仗を計上する二と。

２表■'二I土、依舘12条の２打1項による卒兵の■別に区分して針上する二と．

なお、ＲＵ－営巣所で２■以上の丘■をしている■合は．丑母の杖別により、それぞれ「ｌ」とPf上する二と．

３ｒ丑母有効期間角Ｔ件政(6)」に1A、法舘12条の２館５項に定める丑母の有効期間をその年中に洪了Ｌた営栗所倣を肝上すること｡

(厚生省報告例）

第'６基地､火葬場及び納骨堂鍵雛名
10121 １１１１６１０１１１

平成２

提出期駐翌年２月末Ｂ列５岳l８Ｚｘ２５７（２年分〕

(注）二の表に}&、基地．坦打いに側する俵姉輔10条第１■の規定により、毎近庶民知事又ｳｭ括定配布の市長ｳ.ら臣営の１４可を受0ﾅて現に経営するエ地、火拝四及び

胡廿宜の年末現在のはtIf上する二と．
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(厚生省報告例）

第１７埋葬及び火葬 漂驍名
0１２１１１１１７１０ 平成２年中

提出期限翌年２月末Ｂ列５番l８２ｘ２５７（２年分）

(注）この表には、基地、坦寡等に関する法律第８条の規定により、市町村長（指定都市の市BLを除く.）が交付した死体・死胎埋葬許可柾及び死体・死肋火葬許可

証の枚数を計上する二と．

なお、改葬許可圧については肝上しない二と．

(厚生省報告例）

第１８興行場 鍵驍名
1０１２１１１１１８１０１ 平成２年分

提出期限翌年２月末Ｂ列５番l８２Ｘ２５７（２年分）

(住）１二の表には、只行扮法第２条第１哀の規定Iこより、都道府県知事又は政令市の市長が許可している常設の貝行扮の本年末現在故並びに本年中における只行

初の許可件放、廃止件数及び処分件数について肝上すること．

なお、政令市（招定都市を除く.)のある都道府県にあっては、政令市から報告を求め、都道府県分に含めて計上すること．

２「映画館(1)」「ス狼一ﾉ施設(2)」「その他(8)」の区分は当肢施設における許可内容により計上すること．

例えば．許可内容に２缶以上の奥行材目が妃放されている場合は、その貝行誼目中に映画館とスポーツ施殴が含まれているときは「映画館(1)」に、峡函館

が含まれずスポーツ施股が含まれているときは「スポーツ雄殿(2)」に、映画館とス叔一ツ施放が含まれていないときは、「その他(8)」に計上すること．

３「営渠杵可取補(7)」及び「営菜停止(8)」には、法第６条の規定により営藁許可の取消し及び営業の停止を命じた本年中の件数をそれぞれ肝上する二と．

(厚生省報告例）

第１９ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業

駕豊驍名
'１１９１０１１１平成２年分10121

拠在）ｌ閥

曵在〕，（年末現祀

提出期限翌年２月末Ｂ列５番１８２×２５７（２年分）

１三の表には、旅館纂怯第３条第１項又Iユ第９条の２の規定iこより、IiljH府県知事又は政令市の市長が許可している旅館業の本年末現在の施股散及び客室

故（簡易宿所宮共及び下宿営業について'よ施設散のみ.）鰍ぴに本年中における旅航業の許可件数、廃止件数及び処分件数について計上すること．

なお、政令市（折定都市を除く．）のある都道府県にあってI」．政令市から慨告を求め、都遊府県分に含めて'十上すること．

２「下宅営英施孜放(6)」には、ホヴ･ル営業、旅館営業叉し土海鳥宿所営業の許可を受けた者が当蚊施設において行う下宿営業は計上しないこと．

３「営業許可取澗(0)」及び「営藁停止(、」にI」、法第８条の規定により営業許可の取消し及び営梁の停止を命じた本年中の件数をそれぞれ計上すること．

(ﾋﾋ）
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(厚生省報告例）

第２０公衆浴場

籍辮名
O１２１１１２ｉＯｌ０１

平成２年分

提出期限翌年２月末Ｂ列５番ｌ８２Ｘ２５７（２年分）

(注）１二の妄には、公衆俗■法第２条第１頃の規定により、都道府県知事又tよ政令市の市長が肝可している公衆浴扮の年末現在の施設散並びに本年中における

営纂の許可件政、廃止件敗及び処分件政'二ついて肘上すること．

唾お、政令市（指定都市を除く｡）のあるWEHI府県にあっては、政令市から報告を求め、都iH府県分に含めて2十上すること．

２公営の「普通浴UO(1)」及び私営の「普通耐場（８）ルーは、公衆硲場の入浴料金が公衆浴沿入浴料金の疏制額の指定等に関する省令に基づく都道府県知事の

統制をうけ、かつ、当肱施股の配■Iごついて公衆浴場法第２条lg基づく梛道府県の条例による規制の対象'二されているものを計上すること・公営の「その

他(2)」には、「谷迫iii期(Luに蚊当しないものを計上する二と．

３湛営のうち．都近府県知事が公衆浴19入洛料金の絞制額の指定等に関する省令6二基ついて公ntiii場入浴料金の銃制額を指定する際6こ、特殊のものと配め

て普通とJQj6fる額を招定したものを「■皇付Ni⑭4)」「ヘルスセンター(5)」及び「サウナ瓜呂(6)」’二分けて肝上する二と．

例えば、「個室付浴拐(q)」には、且俗営巣等の規制及び莱務の■正化等に腿する法律第２条第４項館１号にhu定する営菜をするものを'十上し．「ヘルス

セソクー(5)」にIﾕ、入浴施設の砥かに休憩施股、娯楽施設、食堂又fL喫茶室を設ける等倶楽又は休其を享受させる営巣を主とする(｣のを計上し、「サウナ

風呂(8)」にI」、偽気を､【接使用する入浴段NOを主として弄り用させるものをAI･上する二と．「その11,(7)」にﾄﾕ、加配「(8)」から「(6)」までにQA当しないもの

を計上する二と．

４「営藁許､１敗IPI⑪」及び「営菜停止U､」にﾄﾕ、法第７条の規定により営業許可の取消し及び営藁の停止を命じﾌﾟﾆ本年中の件孜をそれぞれ肘上する二と．

(厚生省報告例）

客第２１理

都道府県名

0１２１１１２１１１０１ 平成２年分

提出期限翌年２月末Ｂ列５番ｌ８２ｘ２５７（２年分）

lこの表ﾄｰは、理容師法のHu定'二よる理容師の免併件政及び処分件｡h並びに理容所の施股0k、従纂理容師政．使用薊四件政及び閉鎖｡b令件紋について計上

すること．

なお、二の表のうち、「理容師」中の「(8)」及び「理容所」中の「(6)」から「(､」までには、政令市のある都迫府､u二あっては、政令市から伍告を求め、

郷五府県分に含めて肝上する二と．

２「免許件孜(1)」’二は、法第２条の規定により、郷道府県知中｣0$本年中に与えた免許件敗を法妨５条第１項に規定する理容師名ﾛﾘﾄﾆ韮づいて'十上するこ

と．

３「免許取梢(2)」トーは、法弟10条第１■及び第３■の規定により、邪道府県知事が本年中'二行った免許取消しの処分件敬を計上すること．

４「栗宙停止(8)」には、法第10条第２項の規定により、都道府県知事又は政令市の市民が本年中に行った菜務停止の処分件政を計上する二と．

５「使用誼Ｚ件政(O)」には、法第１１条の２の規定により、都道府県知事又は政令市の市長68理忠所の沌股について、使用に適する旨の妬lEをした本年中の

NThを計上すること．

６「日Ⅱ鱗命令件Bk(7)」にI＆。法第14条の規定Iこより、都道府県知事又は政令市の市長が俎客所の閉餓を命じた本年中の件敗を計上する二と．

(注）

－４０－

公衆裕粉（年末現在）

公営｜程宮

普通裕切

(1)

その他

(2)

苛通浴場｜■童付洛切

(8) (4)

－、ノレス

セソクー

(O）

サウナ瓜且その

[O）（７）
随Ｉ

営業許可

件数

(年中）

（８）

営巣廃止

件彼

(年中）

(9)

処分件数（年中）

営藁許可

取済

、》

営業停止

00

理容師（年中） 理容所

免ＦＦ件Ｈｈ

(1)

処分件ｑｋ

免許取漬

(2)

実務停止

(８）

施股政

(年末風在）

(⑪

従栗理容師Ｈｈ

(年末現在）

(6)

使用誼麗件倣｜閉鋲命令件孜
(年中）

(8)

(年中）

(、



(厚生省報告例）

第２１の２美 容
都道府県名

１０１２１１１２１１'２ 平成２年分

提出期限翌年２月末Ｂ列５番l８２Ｘ２５７（２年分）

lこの表にIま、美容師法の規定による美容師の免許件敗及び処分件放並びに美容所の施放９１，従案美容師故、使用煎浬件数及び閉鎖命令件政について計上

する二と．

窓お、この表のうち、「英容師」中の「(8)」及び「美容所」中の「(6)」から「(7)」までには、政令市のある都道府DRにあっては、政令市から報告を求め、

都Ⅲ府県分に含めて計上すること．

２「免許件数(1)」にI」．法第３条第１項の規定により、都辿府県知事が本年中に与えた免許件政を法第５条第１頃にHu定する美容毎名町lご基づいて計上す

るＺと．

３「免許取梢(21」には、法第10条第Ｉ項及び第３項の規定により、都道府県知事が本年中に行った免許取消しの処分件放を計上すること．

４「業務停止(8)」には、法第10条第２項の規定により、稲､､W県知事又は政令市の市長が本年中'二行った案務停止の処分件孜を計上すること．

５「使用確璽件､h(0)」には、法第12条の規定により．郁近府県知事又は政令市の市長が美容所の茂放について、使用に適する旨の確認をした本年中の件倣

を計上する二と．

６「閉鎖命令件敬(7)」トーは、法第15条の規定により、邨近府県知事又は政令市の市長が美容所の閉額を命じた本年中の件敏を計上すること．

(注）

(厚生省報告例）

ング第２１の３クリ

都道府県名
０１２

平成２年分

提出期限翌年２月末Ｂ列５番１８２Ｘ２５７（Ｚ年分）

(注）１二の表には、クリーニング乗法の規定によるクリーニング師の免許件敗及び免許取洞件敗並びにクリーニング所のjMR政、従業クリーニング師倣、使用

確塑件数及び処分件徴を肘上すること．

なお、この表のうち「クリーニソグ所」中の「(8)」から「(0)」までには、政令市のある都迪府､lにあっては、政令市から報告を求め、都近府､1分に含め

て計上すること．

２「免許件敬(1)」には、法第６会の規定により、ＵB道府県知事が本年中6二与えた兎rF件敗を、法館８条第１更に規定するクリーニング師名町に丑づいて計

上する二と．

３「滝放散（年末現在）【0)」には．法第５条の２の規定により毎迫府県知事又は政令市の市長が使用ご理をしているクリーーソグリﾘﾏの年末現在はぜ計上す

ること．．．

４「特定庇たく物を取り扱う鷹放散（(8)の再吊）(4)」にIﾕ、「施股政（年末現在）(3)」に肘上したクリーニング所のうち、法第３条館３項館５号に規定す

る洗たくH､を取り扱うクリーニング所（洗たく物の受取及び引渡のみを行うものは除く.）について、年末現在彼を再ｊｑし、計上する二と．

５「]n次所政（（８）の再掲）(6)」には、「施殴故（年末現在）(8)」に計上したクリーニング所のうち、受取及び引渡のみを行うクリーニング所について、年

末現在数を再掲Ｌ、計上する二と．

６「使用竃厘件政（年中）(7)」には、法纂５条の２の規定Iこより、都近府県知事又は政令市の市長がクリーニソグ所の施肢について、使用に■する日の砿

厘をした本年中のOFqkを肘上する二と．

７「措丘命令(8)」及び「閉餌・停止命令(6)」には、毎近府県知事又は政令市の市長が、怯弟10条の２の】兄定により必只な措丘をとることを命じた本年中の

件数及び法纂１１条の艮定により営乗の停止又は閉餌を命じた本年中の件位を計上する二と．

－４１－

クリーニング師（年中） クリソグ所

免許件孜

(1)

免許取消件政

(2)

施設数

(年末現在）

(8)

特定法たく物を

取り扱う施設散

((8)の耳掲）

(6)

取次所倣

((8)の再掲）

(5)

従纂クリーニソ

グ師9k

(年末現在）

(0）

使用砿KE件故

〔年中）

(7)

処分件数（年中）

槽■命令

(８）

朗奴・停止命令

〔O）

美容師（年中） 美容所

免許件孜

(1)

処分件Ｇ１

ｌｏｖ．’ 乗務停止

(､）

施股■【従乗美容師政

(年末現在）（年末風在）

(4)仏）

使用６２塁件数閉畝命令件9ｋ

(年中）

(O）

(年中）

(7)



(厚生省報告例）

蕊驍名第２２許可を要する食品関係営業施設

0１２１１１２１２１０ 平成２年分

提出期限翌年２月末Ｂ列４番２５７Ｘ３６４（２年分）

lこの表には、食品衛生法第21条第１項に規定する許可を必要とする食品関係哲共施設ﾄｰついて、都道府NL知事又は政令市の市長が営業許可をしている年末
現在の施設故及び処分件数等について計上すること．

なお、政令市（指定都市を除く｡）のある都道府県にあってIま、政令市から報告を求め、都道府県分に含めて計上すること．

２「継統(2)」には、法第21条第３項に規定する有効期間の満了に際し、引き続き同一営乗について許可をしたその年中の施設故を計上する二と。

３「新規(8)」には、法第21条第１項の規定により、その年中に新たに営莱の許可をした施設政を計上すること。

４「廃業施設敬い)」には、その年中に同法施行規則第21条の規定により廃案の届出のあった施設数及び廃梁の届111はないが法第21条第３項に規定する有効期
IMWITIiに､k院営業許可の申鏑がないため当初の許可の効力が消滅し、廃業として処理した施設数を計上する二と．

５「処分件数」の「その他uDjには、「営業許可取梢命令(5)」から「物品廃棄命令(o】」まで以外のもので勧告0二よる用途変更、始末官の提出等の件qhを計上
する二と。

(注）

－４２－

営藁注90薮

(年末現在）

（１）

営業許可苑ｉｎ政（年中）

nK銃

（２）

新規

(8)

廃乗施設政

(年中）

(4)

処分件数（年中）

…訶宅刃屯￣

命令
(８）

宮司宅而些

nｹ令
(⑪

改啓命令

(８）

物品廃棄
命令

(o）

その他

⑭

告発件数(年中）

無Ｉキ可
営梨

OuO

その他

(Ⅱ０

飲
食
店
営
菓

一般食堂・レストラン割り０m

仕出し屋･弁当量慨

旅館田

その他Ⅸ

菓子（':ソを含む.）製造業掴

乳処理案1Ｍ

特別牛乳さく取処理巣､、

乳製品製造菜囲

集乳巣００

魚介蔑販充梁00

魚介類せり売り営業0１

魚肉ねり製品製造業0２

食品の冷凍また'よ冷蔵藁0３

かん詰またはびん鰭食品型造
柔（上狸および下記以外）

U（

典茶店営葉0N

あん類製遺業uｕ

アイスクリーム頚製造乗uｉ

乳顛販売業0１

食肉処理業0０

食肉販売業刎

食肉H1品製造業uｌ

乳酸菌１ｋ科製造業幌

食用ｉＦｌｍｉ製造】Q03

で-ガリソ又は
シヨートニソグ94造菓

０４

みそ製造業閥

醤油製造ヨLDH

ソー〆類製造柔囮

酒顛製造業囲

豆腐製造業四

納豆製造梁馴

めん類製適薬剛

そうざい製造菜舩

鰄鍵織繩熟鎚0４
食品の放射線照射業00

清涼飲料水製造業鯛

氷雪製造業801
氷雪販売業８'1’

:Ｉ８'１’



(厚生省報告例）

第２２の２許可を要しない食品関係営業施設 震繍名
0１２１１１２１２１２１ 平成２年分

提出期限翌年２月末Ｂ列４番２５７Ｘ３６４（２年分）

(注）１二の表には、営業を行うに際し、食品衛生法鮒21条輔ｌ頂'二規定する営菜の許可は必要としないが、同法19行令第３条に規定する監視又は指導の対象とな

っている食品関係営業施設についての施股Ui及び都道府県知事又は政令市の市日Lが法第22条及び法第23条の規定により行った処分年について計上すること．

なお、政令市（指定都市を除く.）のあるlmmH府県にあっては、政令市から報告を求め、都逝府W↓分に含めて計上すること．

２「処分件数」の「その他(5)」には、「営巣禁止｡b令(2)」から「物品廃棄命令(4)」まで以外のもので勧告による用途変更、始末宮の提出等の件敗を計上する

二と．

－４３－

甘栗鷹股敬

(年末現在）

(1)

処分件孜（年中）

営乗禁止命令

(2)

営巣停止命令

(8)

ID品廃棄命令

ｑ）

その他

(6)

告発件位

(年中）

(O）

給食施段

学校0，

病院・酸根所、Ｉ

事英所００

そのｈｈＯＯ

乳さ<取藁００

食品製造藁００

野菜果物販売菜ｕ、

そうざい販売藁隅

菓子ｃソを含む.）飯完婁側

食品販売業（上記以外｡）００

瀬､ﾛ物（法第７条第１項の規定ﾄｰより規格
が定められﾉｰ(」のと除く。）の製造業

qＵ

添加物の販売業ｑ２

氷動採取藁０３

舞其・客母包装、おもちゃのEu造柔又ば仮
完藁

0０

計ｕ：



(厚生省報告例）

第２３食品衛生管理者 籍農繍名
0１２１１１２１３１０１ 平成２年末現在

拠出期限翌年２月末Ｂ列５岳ｌ８２ｘ２５７（２年分）

(注）１二の表にlﾕ、食品衛生怯第19条の17第１項ﾄｰ規定する食品衛生Tr理者について、年末現在仮を計上すること．

なお、政令市（指定那市を除く．）のある都近府Wu二あっては、政令市から報告を求め、毎近府県分に含めて肘上すること．

２食品衛生管理者としての資格要件を２以上併せ有するM1合は、安格酸当区分のうち、番号の股も若い区分にのみ「１Jと計上する二と．

(厚生省報告例）

第２３の２製菓衛生師免許交付状況

'０１２１１１２１３１２１１１ 平成２年分

艮出期限翌年２月末Ｂ列５谷ｌ８２Ｘ２５７（２年分）

(注）二の表には、製菓衛生庶法館３条の規定ﾄｰより、郡道府県知事が行った旦宴衛生節免許の交付者政を、法第７条煎1項の規定'二より作反した須其衛生■名句

に基づいて計上する二と．

－４４－

本年中免肝交付宕敏

（１）

本年末風在免併交付宕政

(2)

医師

白科医師

(1)

藁剤師

(2)

ﾛｔ医師

(､）

大字・
Ｂ２の皮

医学・泊
学･薬学・
は医学

(4)

曰原」、テノ氏｢▲Ⅱ■■－０」で一■足ＬＵ－

且を住めて牢案した者

吝産学｜水産学

(6)（0〕

公芸化学

(7)

指定養成

施股を修

了した右

(8)

描定ぽ習

会を侈了

した者

(O）

肝
⑭

全粉乳（その容丘が1,400グラム以

暫欝鎚繊雛ii輸鰡鰯伽
藁又は加工業

食肉製品（ハム・ソーセージ・ベ－
コソその他二れらに蛾するものをい0０
う.）の製造藁又Iﾕ加工業

魚肉ハム又は魚肉ソーセージの製造

乗又は加工集
田

食品の放射､H照射業ＩＤＯ

食用油脂（脱色又Iﾕ脱具の過程を経
て製造されるものに限る.）の!u造0０
栗又は加工藁

マーガリソ又'よショートニングの製

造藁又は加工藁
田

淫ｶﾛ物（法第７条第１■の規定ﾄﾆよ
ワ規格が定められたものに限る.)の、
製造業又は加工藁

計田



(厚生省報告例）

第２５食品等の収去試験
瀧驍名

'几凹’’215｣０１１ 平成２年第四半期中

艮検Ｐｆ■

、覇ｌＨＰｊｍ冷囚ロ偉品ｕ回

粟精厘ｌｉ
ｂｕ９リト機

耐iii鷺M1鳶`脳落息0４

ﾛロ

壇,．粗－蚕，範、

，.911.且』攻－９`そ雲、nK二輪６

田加工品四

寧畢Ｅ:'ご'4皿＋輔価

提出期限各期終了の月の翌月末Ｂ列４番２５７×３６４（２年分）

(注）】Ｚの表には、収去した食品（乳を除く.）等について、食品衛生法第18条第１項及び第２項に規定する検杢性殿（保健所を除く.）において行った拭

険検査の件数を計上すること．

鞍お、政令市（指定都市を除く.）のあるiMB道府県にあっては、政令市から報告を求め、都道府県分に含めて針上する二と．

２当該検査施設ﾄｰおいて拭験の結果が判明したＵのについて、その結果が判明した日の氏する期に計上すること．

３表頑「不良理由(延数)」には、検査結果が不良であった検体ﾄﾆついて．その理由別に「大腸菌群(8)」から「その他(9)」までに計上する二と．

例えば、同一検体について、２以上の不良理由がある羽合は、賦当欄にそれぞれ「】」と計上すること．

４表斌「暫定的規制値の定められているものの試験した収去検体数（夷散）⑪」には、食品中0二残留するＰＣＢ、魚介類に含まれる水銀について、当

肢検査施設において検査を行ったものについて計上すること．ただし、同一検体について．ＰＣＢと水銀の検査を併せて行った場合も「１」と計上す

ること。

なお、同一検体について、表頭「”」閲の検査と表頭「(』)」～「(9)」船の検査とを併せて行った場合は、「⑩」欄及び「(1)」～「(0)」の放当柵にそ

れぞれ計上すること．

－４５－

試験した

収去検体数

(実数）

(1)

不良検体敬

(実政）

(2)

不良理由（廷彼）

大In百群

(8)

異物

(４）

添加０９
使用基竃

(6)

法定外
添力Ⅱ物

(6)

抗菌性物質
藁
串

良留残
基

(O）
、

その他

(9)

暫定的規制値
の定められて
いるものの肢
0白した収去検
体敬（実倣）

6回

魚介頬|､）

冷
凍
食
品

無加熱摂取冷凍食品⑫

凍結直前に加熱された
加IWi後根取冷凍食品

凍結直前未カロ黙の
カロ熱後慨取冷凍食品

00

00

生食用冷凍群魚介顛個

魚介碩加工品
(かん詰・びん諾を除く.）

0ｍ

肉911類及びそのカロエ品
(かん詰・びん誌を除く.）

oｎ

乳製品脇

\Ｌ類加エ品田
（アイスクリーム額Ｅ除いマーガリンｒ含む.）

アイスクリーム類・ｉｋ真００

毅顛及びその加工品
(かん詰・びん誌を除く．）

0，

野菜領･果物及びその御下品
(かん詰・びん濫を除く．）

0２

菓子額0９

｜ｒ、
ＩＩ

漕涼飲料水伽

酒精飲料０８

氷雪００

かん

水

詰・びん

0０

鰭食品咽

その他の食品間

添
加
物

化学的合成品及びその製剤、0１

その他の鋲カロ物２，

器具及び客舞包義⑰

お（）ちや閲

針２０



(厚生省報告例）

第２６乳の収去試験

鵜繍名
平成２年第四半期中

提出期限各期丹了の月の豆月末Ｂ列５番l８２ｘ２５７（２年分）

(注）lこの表には、収去した乳について、痢生検査施設（保健所を除く.〕で行った以收検査の佶呆を肝上する二と．

なお、政令市（栢定毎市を除く.)のある8B道府県にあっては、政令市から原告を求め、海辺府県分に含めて計上すること。

２安何「その他の乳00」には、特別牛乳、生山羊乳、般百山羊乳及び硯西乳を肘上する二と．

３安皿「乳及び乳製品の皮分艮格の定めのない事ﾖﾛﾄﾆ関する検査」には、収去検体のうち、右令によって成分筑格の定めのない事項（例えば、公衷、江金

■い）に関する検査を行った場合に計上する二と．

(厚生省報告例）

第２７乳処理量

鍵螺名
0１２１１１２１７１０ 平成２年分

提出期限翌年２月末Ｂ列５番ｌ８２Ｘ２５７（２年分）

lこの表にMk、郎迫府県知事又は政令市の市長が．食品衛生法第17条第１項の規定により、乳hL理巣を経営する岩に報告させた乳について、乳の伍碩ﾄｰよ

り処理方法別に、その処理丘を肘上する二と．

なお、政令市（揃定nK市を除く.）のある都道府県にあってIﾕ、政令市から報告を求め、都通府県分に含めて計上すること．

２本年中に報告のあったりLの処理丘を「キロリットル」単位で、小紋点以下は四捨五入し、kで計上する二と。

３表１Ｍ「その他の，LUU」’二は．ＭＨ■山羊乳及び脱願乳を肝上すること．

(注）

－４６－

乳及び乳艮品の成分規格の定めのある事項に関する検査

仗改した

収去検体

政(突破）

(1)

不迫枚体

孜(実仕）

(８）

不通理由（廷政）

鵬＃
(8)

乳宙肪

(｡）

比互

(の

政度

(O）

細■は

、

大田■群

(8)

Iﾘﾋ■性的貝

(0）

乳及び乳艮品の成

分艮格の定めのな

い事項に関する検

査

跣肢した

lli;lIli
凶

籍IWt
⑪

生乳、、

牛乳■

毎分税■乳口

、

エ

乳鷹肪分３％以上0０

乳｜乳UB防分３％未済田

その他の乳旧

妖殺薗乳

(キロリットル）

(1)

殺西乳（キロリツトル）

62．Ｃ～６５．Ｃ

(2)

７５．Ｃ以上
針

頂間

(8) （６） (６）

特別牛乳０１）

牛乳ｕ、 '一～-
～’

～

部分８ｔ函 乳囮’
～

－

－

～～

加

工

乳

乳駈肪分３％以上００

乳BB肪分３％未演00

その他の乳鯛



(厚生省報告例）

第２８と畜場
都道府県名

0１２１１１２１８１０ 平成２年分

提出期限翌年２月末Ｂ列４番２５７Ｘ３６４（２年分）

(注）１二の表には、と畜切法第３条第１項の規定により、都近府県知事又は政令市の市長の許可を受けた一般と畜場及び簡易と杏U9の12月31日現在の徳鱒Ub錐

ぴにその年中における許可件数、廃止件敗、許可取消件故及び使用制限・停止件放を般匠者別に計上すること．

なお、政令市のある都道府県にあっては、政令市から報告を求め、都道府県分に含めて計上する二と．

２「市・町村」には、市町村が段丘者であるものについて計上すること．

なお、市町村が地方自治法第284条第１項に規定する－部本務組合を設け、これがＨ２■したものもニニに肝上する二と．

３「会社」には、会社組､Rをもつ団体が段丘者であるｂのﾄﾆついて計上すること．

４「組合・その他」には、「国・都道府県」から「会社」まで以外の者が設丘者であるものについて肝上すること．

－４７－

施設政

(年末現在）

(1)

許可件敏

(2)

廃止件政

(⑪

肝可取ｉＷ件数

仏）

使用飼凪件数

(5)

国
・
郡
道
府
県

股、）

HＩ易、、

市
。
町
村

般回

簡易、0

会
社

般燭

簡易田

組

合
●

そ
の

他

故、

簡易畑

計

般旧

簡易00



(厚生省報告例）

第３０と畜場外と殺頭数
都道府県名

０１２１１１３ 平成２年第四半期中

墨出皿囮各期終了の月の翌月末Ｂ列５谷ｌ８２Ｘ２５７（２年分）

二の妄には、と杏名法の艮定により、と百租外においてと殺した歓百の頭政を、その■碩別に'十上する二と．

なお、政令市のある湛近府県にあっては、政令市から枢告を求め、禰迅府県分に含めて計上する二と．

「切迫と段」の各区分には、法第９条坊1項館２号又は第３号に規定すると段について、その期中ﾄｰUh王を行った皿敬を針上する二と．

「政令第三条によると汲」の各区分ﾘﾆは、法第９余第１項第５号に基づいてと殺し、検査を行ったもので、その期中に伍告を受Ⅲした■0kをｉｆ上すること・

「自家用と戦」には、法第９公第１項第１号の規定により、その期中に自家用と段の届出を受理した皿政をof上すること．

(注）１

２
３
４

（早生謂柾債例）

｢5Tﾖｰ、~両TITTn弓

第３２と西喝内と殺順数及び獣音のと毅解体禁止又は廃棄したものの原因
伍逝府偽名

平成２年月中

しし

にＩ．］
二

|￣

に
￣￣￣１

－｜

＜
■MO￣■月末ＩＵｎＵ■２Ｗヌコ0４（副平分）

(圧'」'二の夫6ﾆﾄ｣.‐上西ら俵6.>'艮定に｣09行｡'二と■■Ｆ１の,LnQ印■征し''二処分し庄曳収放及びHL竹の”■ﾙな句ﾋﾘﾀﾞ由円ゾ囚仗臣什上T＝こと.

なお､砥くり布豆』も｡E四Ｗ＄0二兆つ,【0匹.､◆市□､【､圧■ｔ求r１．ｎｉＭｍ分0二★のＹ防止『ら=と．

｡｝~と,由沿｢､と耐昭■ルー0A.と沓伯母RDIと百田弘拭ID凸⑪■｢RTO二＄の､４１，〃''0二Ａ有色内で攻宜し-〔､！L伍した猷缶の■丘tご缶碗■■済にPr上Tモニ｡､した０８って､毎件二ｌｂ･口ぴ企廿一二句■■ｔと勺犬■■ﾄｰついて10分のてof上Ｔ５二と．

ﾕ「砥■のと、的体叺とZI2pがし,:1-0Jﾂｹ，爪､ﾛﾙﾆ０２.七万■隣■loAo二Ｊ６２百偵且の峨足.住城12公的且痔02」ＰＬ４の月中ｳﾆ行っ7二mB古のｎ分について.処分した吏缶､と.処分のF■とhや｢:艮拭円の西欧を広白の■奴氏'２１１上▼乙二と.
ＯｒＬ分空■広(０１」に'二.「と凸■『Ｎｐ．p瓜攻JO:､f上&ﾌﾟﾆAｎ$■.｢moe■切外止仮■■」0二隈上した初剃と皮、ぴ政令庇３▲0二とるＬ■=､と■似,歪の■皇.良句08灯〃ＯＢ分t行のh■ｎＧＤｆ上すら二と．

s史Ｈ了「良孑OED」９，&.｢侍.■旬｣のら匹分0:D＆Ｄｈ－．ヶば■Ｉ２づいＴｚﾘ上u白丁U区分Ａ６おﾋﾞﾜ段骨i』.tf1ぞf､卜：「l」とＨ上Ｔ５二ｋ゜し仁剖って.｢良亡又ｍＲ■■屯によるnnpO」は、】■に「只庄」と｢Ｒ■■ｂによる侍ら】と６８あっ

てそ．「１１と)▼i,Ｌｐｒ白性又02■■■」し､巳にPI上すらこと.ＩＷＬ.￣峠､h｣■0二mUOrZﾕ■男氏ロル,'P供ｎ口;＆七色合0二o｣．「（のE｣■にrZJL0↑上すらﾆﾋ．

－４８－

幻
分
実
皿
■

庚皮、Ⅱ■■

そ
の
■
曲

痢
一
汝戸
Ｉ

■
■
宙
■

■
■

｛
■
■
フ
４

■

■
９

瓜
、

項
血

“
■
Ｒ
⑪

▼
ル
＄
・
ラ
■
⑪

は

一皮

、
■
⑧

半
。
⑪

ウィ，

ケサ

圧
■
レ
ヲ
■

ユロロ

ヒフ魚

ｆ
の
Ｂ
⑪

■血白

ト
キ
７
プ
ヮ
ズ
で
Ｒ
■

そ
の
■
■

守生三瓜

の
り
虫
白
■

ジ
ヱ
ー
▽
‐
■
■

ｔ
の
せ
■

モの伯の氏瓜

■
■
住
■

■
■
Ｅ
■

丘
□

Ｅ
■

負

□【

■

立
四
■
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郎
■
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■
■
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■
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鈩
巧
哩
坤
坤
。

■
位
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四
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■
ロ
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の
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■
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■
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全■￣

－毎■■■
、

、
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、
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、
｜
、
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■釦
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－■丘幻 、
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、､|、、

、
、
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へ
｝

、
、

■土田

ニーニ■Ⅲ

‐■鷹五ｍ
、

謎、;、
二'二

へ
二二

コミ ｜、
ｐＬ０１
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-デー￣6１ 、

ﾐ’
=~'－，
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､

、

｡、

、
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叩
側

会
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～
、

、

|貢－，、

、
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、｜
、

|～ 、

と
台
■
内
と
低
頂
孜

牛

■

面

げ
・
仏
は
▽
山
＃

牛
仙

とく

(2)

馬
⑧

ほ
ぃ

めん羊

(6)

山羊

(O）

切
迫
と
段

不慮の災官による負■、】

不慮の災嘗で救う
ことのできない状想

囮

舷五個

産じよく麻ひ、

急性肢脹症0９

に
よ
る
と
段

政
令
第
三
条

１号によるもの田

２号によるものｕ、

自家用と波00

計り、



(厚生省報告例）

第３３化製場及び魚介類鳥類等製造貯蔵施設
邨迫府県名

平成２年末現在

提出期限翌年２月末Ｂ列Ｂ谷l８２ｘ２５７（２年分）

(在）１二の表ﾄﾆﾔﾒ、化懐凹等に関する法律館３条鮪1項の規定により、mIH5県知事又'よ政令市の市長の肝可を受けた化■あ及び依徳８条で甲用する第３条休
ｌ損の俔定により、邨近府県知事又は政令市の市任の許可を受けた魚介頬■碩守製造貯正施殴の年末現在nktDI上する二と．

なお、政令市のある鱒逝府県にあっては、政令市から鞭告を求め、都江府､L分に含めて､f上する二と．

２「化擾■」のりら、「皮革(2)”oら「その他(7)」までの各区分ﾄｰは、それぞれは塾する製品を■造する化摂■の肢を計上すること．したりIって、例えば、

化授場が皮革及びにかわを■造しているときﾄｰは、「皮革(2)」及び「に10Wわ(6)」’二それぞれ「１」と肝上すら二と。

（厚生右姐告例）

第３４死亡獣畜取扱場
邨近府県名

平成２年末現在0１２１１３４１０

拠出期限通年２月文Ｂ列５谷l８２Ｘ２５７（２年分）

(圧）’二の妄に0J．化更■写'二■する法律第３条館１餌の規定トーよワ、毎五府無知卒又ｹｴ政令市の市只の肝可を矢けたへし､低取扱■の年末現在政を計上する二

と．

な》j、政令市のある毎■府県にあって｡」、政令市から輯告を求め、毎近府県分に含めて針上する二と．

２安何「取扱塒」Ｉこ'よ、死亡ﾛk杏を解体Ｌ、坦却若しくは廃釣するために股ﾄﾅられた施放又は区域で、死亡畝杏取歓埆の併可を受けた(Iのの年末現在の弦

を解体、坦却又'よ史却の処遇の■BUI二肘上する二と．したがって．０Vルエ．1つの取扱必で解体及び沮却を行っている■合０２、rnU体(j)」及び「坦却(B)」

にそれぞれ「】」とlf上する二と．

（厚生省報告例）

第３５畜舎及び家きん舎 一《

0１２１１１３１５

Ｂ列５岳l８Ｚｘ２５７（２年分）

（注）二の表には、化瑛扮与ﾄｰ閃する鉄律掠９条涼１餌及び鱒４要の規定により、都沮府県知事又'よ政令市の市只の併可を受けている否合及びなきん●の年末■在

の庭破政を、ﾛｹ杓の伍煩ごとに'十上する二と・

江お、政令市のある■迫府県にあっては、政令市から確告を求め、毎辺府保分に含めて'十上する二と．

(厚生省抓告例）

第３６化製場等
毎迫府県名

6１０１
平成２年中

災出期限翌年２月＊Ｂ列５名l８２Ｘ２５７（２年分）

(住）Ｌ二の哀にｲﾕ、化授■心0二閲する挫体ﾄｰ益づいてOB五月T県知事又は政令市の市長刀《行った茂成の許可仲仕．鷹止PFa。行政A0分の件孜をlf上する二と．

な打、政令市のある毎沮府県ﾄｰあってI』．政令市から報告を求め、毎近府県分に食めて､f上する二と．

２「許可件依(｣)」に11、法繭３条郷１国（法掠８条による車用の出合も含む.)又0よ毎９条旅】視及び館６項の仇定によるﾛｷ可件孜tUf上Ｔら二と．

３「円止体位(8)」にIユ．旧同法注fi史朗輔３公、赫４条又は館７条の挽定による庶止件政をｉｆ上する二と｡

４「故■改谷命令(8)」にI』．法箆６条の２（法舘Ｂ灸及び第９条黛５浜の良定i二おいて申用する沿合を食む.)の仇定により行った構造成魚を邨近､5県の公､Ｕ

で定める韮牢に通告させるための命令及び済滋保持、埒⑰処理．昆虫発生防止、旦空ご陸、只只の処■、その他戸牛Ｌ必要な桁■をとるべき二とを◆じた件

仗を計上する二と．

５法掠７条第１項（俵館８条及び館９公館５項の艮定O二おし､て＄用する■合を含む.)の匁定i二より行った肝可取ＨＬ･使用…及び使用叺止の件彼を「許■Ｔ

ｎ冊(｡}」及び「使用剃伍使用叺止１８)」に区分して針上する二と．

－４９－

化纂坊 魚介■且餌⑩■造貯広花放

施股実０ｋ

(【１
皮革｜油店
(2)ＩＤ）

'二かわ

(4)

Ｅ科

(6)

飼料

(8)

その他

(７）

掻造鷹破

(O】

貯五左彼

(0）

解体

(8)

坦却

(2)

俔却

(⑩

取扱為

牛
⑩

妬
⑪

ぼ
⑪

めん羊・やざ

犬
⑭

姶・あひる

(O）

その他

、

l中可件彼

(年中）

(1)

廃止仲孜

(年中）

い）

処分仲仕（年中）

段■改仔命令

い】

勝可取餌

(4)

：ＢＲＥ
(■）

化畏■団

§＆I9ARK■

死亡欧百取扱場０９

沓合及び＊ざん＊卿



(厚生省報告例）

第３６の２狂犬病予防
都道府県名

0１２１１１３１６１２ 平成２年第四半期中

提出期反各期plTの月の翌月末Ｂ列５各ｌ８２ｘＺ５７（２年分）

この表には、狂犬､則子防怯の俔定により、その期中に取り扱った犬の丑■並びに予防注Qｲ済泉交付政及び排租犬の抑曰及び返■区政tlf上すること．

なお、政令市のあるUEnl府DRI二あっては、政令市から轍告を求め、都道府県分に含めて肘上する二と．

「丑妊凪政(1)」には、法鋪４条鋪２頂の規定により、都辿府県知事又は政令市の市長が、その期中に原■に丑品した犬のⅨ位を肘上すること．

「保恒所の注４１実施(2)」には、保健所が■接注射を実施したものについて計上する二と．

「その他の注射実雄(8)」には、Ｈｌ栗は医師等､;予防注射を実施した６の'二ついて肝上すること．

「抑留(5)」Ｉﾆﾄﾕ、法飾６会館１項及び蛸18条黛１項の貝ZEI二より、そのnI中0二狂犬打U予防且が仰■した大の戚仕を肝上する二と．

「返迎(0)」には、狂犬頂予防且が仰目した犬のうち、法然６条館７頂'二艮定する迅知'二より、所有者の求め'二応じてその期中に近迅した大の頂彼tDf上す

る二と．

(注）

２
３
４
５
６

(厚生省報告例）

第３６の３環境衛生及び食品衛生関係職員

驍縣名(第２表）

平成 ２年末現在

トイ
|'Ⅲ

「’

１号WMO：

:!！
０Ｕ’

■
■

Ｉ

ＬＬ
国国因■囚囚国囚国図国囚
国因国■国国ＮＮＮ因国因
可■因（謡：HRB■鼬Ｌ画

１，１４岳２５７ｘ。■４（２年分）

(注》ｌとの表には、琿俎衛生及び食品衛生関係法令の瓜定により、'毎迫府0且知事又は政令市（把定狐市を隙〈．)の市民から任命又は指定された矼埆衛生及び

食品缶生関係■且について．１２月31日現在故をHf上すること．

なお、政令市のあ丞邸必府県にあっては．政令市から姐告を求め．都辺府■L分にきめてBf上すること．

２同一人で当咳欺■とＬての官格■件を２以上併せて方する居合は。■に従事しているご名と段ＭＵ係の尿い免肝.資格又は学圧に分画して肘上すること．

－５０－

医踊

１１）

白科

医師

１２）

纂印1節

１３）

nk医囲

(４）

栄＝士

(5)

大学・■卒ｑ円学校等で所定の卸租
を岳めて卒乗したち

■学

16）

杏産学

(7)

水産学

|剛
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叶
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、■衛生伯導Ｈ四

水迫法胡３９魚敏且、

食品衛生監視瓜ＯＵＩ

と否検査■ｎ日

狂犬病子防貝田

家庭用品衛生監祖貝、

nｆＤＯ

荻
密
者

■壇衛生監視Ｈ⑬

■Ｎｂ衝生括邸■００

水辺怯第釣条ｎｐ０Ｕ

食品西生監風日⑫

と杏検査艮凹

狂犬病子防且００

家庇用品衛生監祖日⑬

胱四

耳
掲

§纏譲雛鼬
ら主に食品
している石

、

と杏検査日のうち主にと杏検査

兵務Iこ従事している者岨

狂犬病予防且のうら主に狂犬宙

予防藁■に従事している者燗

寵雛且鐘鴎雛蕊［
ている者四

登録四位

(1)

干防注射済戻交付位

保住所の注91実施

(8)

その他の注射実施

(8)

肝
⑥

■い。､ｑ

排拭犬の抑臼および五五囚政

仰■

(0〕

五通

(O）



(厚生省報告例）

第釘医療監視
都道府県名

Oｌ２１１１３１７１Ｏ 平成２年中

提出期限翌年２月末Ｂ列５各l８２Ｘ２５７（２年分）

’二の表にﾄﾕ．医湶法の規定により、医博UE視■が行った医療■E犯汪件孜、処分件孜及び告発件政並びﾄｰ研良DB股又は視造股■の度更に伴う使用許可件ａに

ついて、本年中の状況を安■の区分によワ肝上する二と．

なお、政令市のある毎泊府県にあって↓よ、政令市から報告を求め、毎近府県分に含めてHf上すること．

２「医療監視延件政(1)」に0」、法第25条第１項に現定する立入検査を行った延件政を計上すること。

例えば、同一の病院に３１，１m向いた場合は「３Ｊと'十上すること．

３「新規開股に伴う使用､ｷ可件彼(0)」「構造設備の変更に伴う使用許可件９１(0〕」には、新た'二挺段を閃波したもの又は既存の施股で麻造股伯を変更したもの

について、法第諏条にH[定する検査の後、使用許可圧を交付した件彼を計上すること．

(注）

(厚生指報告例）

第３７の２医療法人
都道府県名

O'２１１１３１７１２１ 平成２年末現在

提出期限翌年２月末Ｂ列５番l８２ｘ２５７（２年分）

lこの妄には．医沮怯塀46条に規定する静古寄皿聾終了した医療怯人の政を、F1法施行令弟５条の２に規定する医療法人台帳に基づいて計上する二と．

ただし、２LA上の都道府県の区域において病院又は仕療所を閲Rnする医療法人（厚生大臣所1F分）については計上しないこと．

２「財団(】)」には、財匝たる医療法人の散を年末現在で'十上すること．

３「社団ルーは．社団たる医療法人であって、定吐に「持分の定めのあるもの②」（例えIZ、定蚊に魚nk時における残余財宜の畑■処分の方法として「出

安頓に応じて分配する」等の妃載のあるもの）と「持分の定めの尊いもの(8)」に分けて計上する二と．

(注）

(厚生省報告例）

第４２歯科技工所
都道府県名

0１２１１１４１２０ 平成２年末現在

Ｂ列５番１８２×２５７（２年分）

(注）この表ﾄﾆﾄﾕ、由科技工怯館２条第３項に規定する宙科技工所の年末現在位を、法第21条の１月定による届出に基づいて、纂務に従事する世科技工士仗別に区分

して針上する二と．

－５１－

財団

(1)

社団

持分の定めのあるもの

(2)

持分の定めのないもの

(8)

肝
③

医療監視

廷件倣

(1)

AＬ分件政

改谷｜使用楓辰
命令又トュ禁止

(2) (8)

管理君’許可の

変更，取滴

(6) (O】

閉彼

合◆

(O）

告発

件位

、

斫俔■■に

伴う使用

許可件蚊

(６）

鱒追及■の

変更に伴う

使用併可件仗

(0）

病院、

が
奴
所

Ｈ２団

白科■

助産所00

3十囮

古科技工士政９１」

１人

(1)

２人

(⑪

３人

､）

４人

い）

５人以上

(⑧

計
０

歯科技工所



(厚生省報告例）

第４３ 旧制による保健婦、助産婦、看護婦及
び看護士並びに新制による准看護婦及
び准看護士の免許交付

邸道府県名

Oｌ２１１１４１３１０１
平成２年中

提出期限翌年２月末BFlI5岳１８２Ｘ２５７（２年分）

１二の表には、保但蝿幼童燭君臣no法の規定ﾄｰよワ、仰近府県知事が本年中に新たに与えた免許の政を'十上すること．

２「１日鯛」の「保佳錫(｣)」にレュ．法第“条館Ｚ項及び法捕56条の２の規定により、邨五府県知事が旧保健粉且'1Mによって与えた免許の政を保伍巴妬doらOナ
上する二と。

３「|日田」の「助宜好(E)」「君墨鶏181」「■巴士(01」の各区分には、上記２に甲こて肝上すること．

な”、君■切にIﾕ、保健■幼童毎宕里栂法の一■を改正する法律附則鷺1J頂の仇定により先勝を与えた岩も含めてOf上すること．

４「缶頂」の「狼■臣■(5)ルーは、法第８会の､Q定により、毎迫府県、■が准■凄■肢故に合格したきに与えた免肝の政を、法纂12条の狼■Ｅ■毎から計
上する二と．

５「新■」の「准宕展士Ｉ０)」は、上Ｅ４にゆじてりf上する二と．

(注）

(厚生省報告例）

第４７薬 局
都道府県名

0１２１１１４１７１０１ 平成２年末現在

提出期限翌年２月来Ｂ列５番ｕ８２ｘ２５７（２年分）

(注）この表にﾄﾕ．薬事法館５条第.1項の規定により併可を受Iﾅている泉、（法繁５条鰭２項の規定により更斫を受けた６のを含む.)の年末現在数を、同法掩行貝ＮＩＩ

第８条Ｉご規定する許可台帳Iこ基づいて計上するとともﾄﾆ、餌、のBnHQされていない町村の故を年末現在により叶上Ｔること．

な胸、粟nUhを'十上する際、法人力;開放している纂局は「､H股宕が自ら笹理していない裏局(2)」に肝上する二と．

－５２－

00段者が自らザ理している栗局｜開Ｈ２者a;自らｒ現していない纂局

(1)（２）

叶
仙

然藁局■丁村

(｡）

1日■ 斫泪

保ば■

(1)

助産冊

(2)

■■鰯

(⑪

君巨±

(6)

亜■臣■

(6)

狼■臣士

(0）



(印生省姐告Ｒ）

｢5T可、~｢5T5T51-n
画UV毎名第４８薬事監視
甲奴２年分

ﾆニー￣二ニー
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就業医療関係者等（隔年報）

(厚生省報告例）

第３９就業あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師

都道府県名

O'２１１１３１９１０１ 平成２年末現在

提出期限翌年２月末Ｂ列５番ｌ８２Ｘ２５７（２年分）

lこの表には、粟務に従事する施術者の年末現在散を、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則（昭和23年厚生省令第44号）

第24条、第24条の２及び第況条の３並びに柔道益復師法施行規則（昭純5年厚生省令弟41号）第11条の規定による施術所の開設届等の事項から晴百別に区分

（柔道塾■師を除く.）Ｌて計上すること。

２１２月31日付で旗iIV所の開設又は出張乗務若しくは滞在業務の開始を届け出た者は計上し、廃止を届け出た者は計上しないこと．

３表頭の２以上の業務を行っている者については、麟当区分にそれぞれ「１」とすること。

(注）

(厚生省報告例）

第３９の２あん摩、マッサージ及び指圧、

はり、きゅう並びに柔道整復の施術所

都道府県名

0１２１１１３１９１２１ 平成２年末現在

Ｂ列５番l８２ｘ２５７（２年分）

(注）ｌとの表には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則（昭和23年厚生省令第網号）第24条及び罪遊輔復師法施行規則（昭和鮨

年厚生描令第41号）第11条による施術所の開設届の事項から、施術所の年末現在数を、業務の柱碩別に区分して計上すること。

２同一施術所において、「柔道整復(5)」と「あん摩マッサージ指圧１１)｣から「その他(4)」主でのいずれかの業務を併せて行っている場合のみ、それぞれ'二「１」

と計上すること。

３１２月31日付で施術所の開設を届け出たしのは計上し、廃止を届け出たものは計上しないこと。

(厚生省報告例）

第４０就業歯科衛生士
都道府県名

1０１２１１１４１０１０１ 平成２年末現在

提出期限翌年２月末Ｂ列５番l８２ｘ２５７（２年分）

(注）この表は、１２月31日現在の就業歯科衛生士の数を、歯科衛生士法第７条第３項の規定による届出に基づき、表頭の区分別に計上するものであること．

－５４－

あん庫マッサージ指序師

(1)

はり師

(2)

身 ゆラ師

(8)

柔道整復師

(｡）

沿眼者101）

盲者mml

あん串、マッサージ及び

指圧を行う施術所

１１）

はり及びきゅうを行う

雄術所

[2１

あん厚、マッサージ及び

指圧、Ｉより並びにきゅう

を行う施術所

(3１

その他の施術所

14』

柔道整復の施術所

１５）

保健所

111。

病院

(2)

鯵 原

(3)

所 学校

１６）

その他

【5１

計
⑥



(厚生省慨告例）

第４１就業歯科技工士
都道府県名

Oｌ２１１１４１１１Ｄｌ 平成・２年末現在

（注）ｌこの衰峰．12月31日現在の戌兵由科技エ士の政を、世料技工法（以下「注」という.）第７条輔３詞の規定による展出に基づき､f上するものであること．
２「技エJﾜf(11」にｌｉ、法斫２条第３項に規定する白科技工所に勤務する君の政を､f上すること．
３「病院・抄療所(2)」にI上、衝院又は鯵辰溌に勤路して、当肢病院又は抄療所において治療中の息者のための歯科技工を行っている右の散を計上すること．

准打、瞬院又はけ尿所に勤務する者であっても、当肱n月院又は珍凍Niに鈴いて治療中の患者以外の者のためlにも歯科技工を行っている者l土「技工所１１)」に
】+上すること。

４，~その他(｡」には、「技工所IUJ「病暁・診療所'2}」以外の場所で歯科技工を行っている者の故をｉｆ上すること．

(厚生省報告例）

第４１の２就業歯科衛生士、歯科技工士の年齢階級別状況

都道府県名

UTZ--F｢｡‐｢１－｢I-n￣｜ 平成２年末現在

提出期限翌年２月末ＢｙＩ４番２５７×３６４（２年分）

(注）１この表は、12月31日現在の就業歯科衛生士、歯科枯Ｔ士の数を、歯科衛生士注第７条第３項、歯科技工法第７条第３項の規定による届出に

基づき、性．年齢階級別（白科蘭生士は年齢階級別のみ）に区分して肝上するものであること。

２古科斯生士の表■「計⑫」の計上数は第40の「肝(6)」の計上数と、古科技工士の表何「計りO」の性511計上数は館41の麦飯「計14)」の性別Ｈｆ

上散と、それぞれ等しくなること。

－５５－

艮出期限翌年２月末Ｂﾀﾘ５否Ｉ５ｚｘｚ□７ｋｚ千万J

技工所

11）

病院．肚療所

四

その他

（３）

計
Ⅷ

ﾘリ００

女0０

歯科衛生士

（１）

歯科技工士

男
仙

女
囚

２１歳以下、0

2２０１

2３０コ

２４京以下00

2５～２９０コ

2４ｐ4１

2５0９

2６～２９ｂ６

3０～型００

3５～３９００

3０～３４ｍ

3５～３９，０

4０～ 鋼,,’

4０～“、３

4５～⑲鰯

4５～４９０ｑ

５０歳以上ｑＵ

計，〕４

印奴以上ｏｎ

計り０



(厚生省報告例）

第４４就業保健婦の年齢階級別状況

都道府県名

平成２年末現在

Ｂ列５岳l82x257（２年分）

(注）１との表は、保は蝿助産婦■臣法(以下｢法」という｡)第２条に規定する保伍飼のうち、１２月31日現在の就藁保健川の数を、法語33条の規定
による届出に基づき計上するものであること。

２「就業俎所」には、保健婦業務従卒者届（以下「届出粟」という」の「業務に従事する場所」の区分により8+上すること。
３「助産婦・宕護DBとの兼務の状況」には、届出粟の「２以上の業務に従事する場合」の区分により計上すること。
４「年齢階級別」には、届出頂の「年齢」によりそれぞれ該当する区分にHf上すること。

(厚生省報告例）

第４５就業助産婦の年齢階級別状況
都道府県名
甲ｂ￣￣

平成0１２１１１４１５ ２年末現在

提出期限翌年２月末Ｂ列５番l８２Ｘ２５７（２年分）

lこの表は、保健婦助庶蜘泪駐婦法（以下「法」という｡>第３条に規定する助産AMのうち、12月31日現在の戯nk助産婦の､ｉｔ、法鮪鋼条の規定による届出に

基づき肝上するものであること。

２「戟業場所」には、助産蝿業務従事者ｉｉｉ（以下rlul山県」という｡)の「業務に従事するUＩ所」の区分により計上すること．

３「保健婦・漕蔑蝿との使務の状況」には、jHiltl原の「２以上の菓務に従事する場合」の区分により肝上すること。

４ｒ年Ibt階殴別」には、縣卜U粟の「年ｉｎ_,によりそれぞれ肢当する区分に計上すること。

(注）

－５６－

就業場所

婦
及
成

価
校
養
仙

保
学
び
所

保０Ｑ所

所内
ロカ務

(2)

市町村
駐在

(3)

市町村

(4)

病院

(5)

診療所

(6)

老人保

健施設

(7)

事業所

(8)

その他

(9)

計
Ⅲ

助産婦･■襲冊とのﾖi密の状況

助産婦
業務と
蕪務

uＵ

■護蝿
業務と
蕪務

⑫

婦
襲
務
務

産
着
業
兼
旧

助
Ｃ
用
と

２５皮未満（01）

2５～２９（02）

3０～３』Ｉ（03）

3５～３９（04）

4０～４ＪＩ（05）

４５～４９ 06）

5０～５．１ 07）

5５～５９ 08）

６０虫以上 09）

計 10）

就菓ＵＩ所

助産蝿

学校及び

兵成所

I1j

保健所

(2)

病

(3) 塵|“
僚所

(4)

助産所

開設者

従事者

16リ

出彊の柔

による者

、

その他

1８１

１

１
９

０
－

保健ABO■戻婦との蕪務の状況

保健Ｗ藁

Wリと妓務

0０

君臣拐案

筋と兼務

ulJ

保住婦・■■

好菜務と】■■

⑪

空皮未演DIO

２５～２，，３

３０～到り３

３５～３９，０

４０～４４０，

４５～４９，０

５０～劃、

弱～５９，０

60戒以上、，

肝００



(厚生省報告例）

第４６就業看護婦(士)の年齢階級別状況

都道府県名

平成２年末現在

Ｂ7010番257ｘ３“（２年分）

(注）１との皮は、保伍好助産財■■側法（以下「桜」という」第５条に規定する■■円（法第58条第１頃に規定する者を含む。以下同じｊ及び法3560条に規定する

石筆士のうち、】２月31日■在で杖案している者の散を、法第33条の規定による届出に基づいて'十上するものであること．
２「就藁旧所」には、君臣閃(士)藁務従事者届（以下「届出瓜」という」の「東窃に従事する出所」の区分により、上すること。

３「係８８Ｗ・肋産海との腋務の状況」には、■度肝のみ、届出項の「２以上の藁務に従申する場合」の区分により肘上すること。

４「年QO酪級８１１」には、ｉｉｉ出頭の「年齢」によりそれぞれの咳当する区分に計上すること．

－５７－

nｔ案■所

看護婦

学校及び

養成所

(1１

院

偲

■
ｉ

所住
図

係

鯵療所

(4)

老人係但

施段

(5)

学校

(6１

派出

■硬冊

(士）

17）

その他

181

計
⑲

保伍婦・助産円との兼務の状況

係往切藁務と

簸房

Oｑ

助産知藁HPと

蕪■

０，

係但拐・助産

好衷Uiと彼務

⑰

■
■
餌

25皮未満（０１）

２５～”(02）

３０～３４（03）

弱～”（Ⅲ）

４０～“（05）

４５～４９（06）

５０～別（07）

弱－５９（08）

60立以上（0９

肘（10

■
■
士

25虫未済（11

変～”（12）

３０～弧（13）

輯～”（14）

４０～“（15）

４５～４９（16）

５０－劃（17）

鑓～田（18）

印ｎ以上（19）

肘（20）



(厚生省報告例）

第46の２就業准看護婦(士)の年齢階級別状況

都道府県名

平成２年末現在

Ｂ列４番２５７×364（２年分）

(注）ｌとの表は．保但切助産扮■■ぬ法（以下「法」という.)第６条に規定する准■瑛胡及び法第60条に規定する堆石浪士のうち．１２月3]日現在で就戎している者
の蚊を、法気33条の俎定による届出に基づいて肘上するものであること．

２「は哀■所」には、湛已■ぬ(士)藁務従卒右届（以下「Ｅ山頂」という.)の「乗笛に従事する■所」の区分により肘上すること．

３「年qご〒＝閃」には、■出戻の「年■」によりそれぞれの咳当する区分に肘上すること。

－５８－

就哀旧所

保伯所

(1１

pＵ暁

(2１

砂原所

(3)

老人毎■危吸

(4)

学校

⑤

派出

■嚢扮（士）

(6)

その他

､１

肘
３

准
■
■
■

２０虫未泊（01）

２０～汎（02）

２５～”（００）

３０～３４（04）

弱～羽（05）

４０～側（06）

⑬～４９（07）

５０～“（08）

５５～５９（09）

６０虫以上（10）

肘（ 1）

唯
■
■
士

２０虫未済（ 2）

2０～２４（ 3）

2５～２９（ 4）

3０～弧（ 5）

蕊～羽（ 6）

4０～“（ 7）

妬～㈹（ 8）

5０～“（19）

5５～”（卸）

６０虫以上（21）

け（璽）



(厚生省報告例）

第46の３就業保健婦、助産婦、看護婦(士)の免許取得資格の種別

都道府県名

0１２１１１４１６１３ 平成２年末現在

提出期限翌年２月末Ｂ列５番ｌ８２ｘ２５７（２年分）

ｌこの表は、保健婦助産婦看護婦法第33条の規定による届出の「免許取得資格の杜別」の区分により計上する二と。

２表頚「計(7)」の計上数は、保健婦については、第“の表頭「計⑩」の計上数と、助産婦については．第45の表頭「計(9)」の計上数と、君襲観、舌護士に

(注）

ついては、第46の表頭「if(9)」の各計上故とそれぞれ等しくなる二と．

－５９－

国家試験

合格者

(1)

乙伍■産婦

試験合格者

(2)

旧規H1Iによる学

校・養成所等の

卒業者

(8)

都道府0K知事の

行う拭Uh合格者

(4)

外国の学校卒柔

者又は外国の免

許取得者

(5)

その他

(0）

計
、

保健鰯０，

助産婦幽

宕衷婦ｕＯ

看護±ＩＤＯ



Ⅲ国民生活基礎調査

＜調査の沿革＞

昭和60年まで統計情報部では，以下の４本の世帯面調査を毎年実施してきた。

①厚生行政基礎調査：指定統計，昭和28年から毎年６月に全国で約９万世帯を対象に

実施。

②国民生活実態調査：主に所得の調査を目的に，昭和37年から毎年９月に９千世帯程

度を対象に実施。

③国民健康調査：指定統計，国民の健康状態を世帯面調査で把握することを目的に，

毎年９月に全国で1万７千世帯程度を対象に世帯の一人ひとりについて調査票を配っ

て書いてもらうという方法で実施。

④保健衛生基礎調査：国民健康調査をお願いした世帯に一緒に票を配り，主に25歳以

上あるいは30歳以上の成人を対象に，厚生省の行政，保健医療についてのさまざまな

要望，意識を把握することを目的に実施。

この４本の調査は，昭和61年に現在の国民生活基礎調査という新たな指定統計調査とし

て統合，一本化された。この調査は，大規模調査を３年毎に，また間の２年については小

規模調査という形で調査を実施している。第１回目の大規模調査は，昭和61年で，その後

平成元年の合計２回実施した。一方，小規模調査も昭和62年，６３年と平成２年と平成３年

の４回実施をしている。来年が３回目の大規模調査の実施年にあたる。

<調査の構成＞

新しい国民生活基礎調査は，４つの調査票から構成される。

①従前の厚生行政基礎調査の流れを受けての世帯票：世帯並びに世帯員の基本的な属

性を把握していくもの。

②従前の国民生活実態調査の流れを受けた所得票：文字通り世帯の所得の状況を把握

するもので，毎年実施（サンプルサイズは大規模調査実施年は大きく，それ以外の年

は小さい）。

③健康票：従来の国民健康調査の流れを受けた，国民一人ひとりの健康状況を把握す

る調査。毎年は実施せず，３年毎の大規模調査年にのみ実施。

④貯蓄票：新規に導入された調査票。今後の厚生行政を考える際，いろいろな費用負

担を検討する際にも充分な議論，検討ができないという省内の声もあり，世帯の所得

だけではなく，どの程度の貯蓄を世帯が持っているかを掴む必､要があることから，３

－６０－



年毎の大規模調査年にのみ実施。

＜調査の背景・趣旨＞

昭和61年に従来の４本の調査を1本にまとめた背景なり理由はいくつかある。大別する

と，第１には，厚生行政の課題から来る情報ニーズ，第２は，調査体系の効率化第３は，

国民負担の軽減という観点から，当時，統計調査の改善，合理化について，いろいろな方

面から指摘があった。特に最後の点については，臨調，統計審議会などからも，そうした

方向で既存統計の見直しの実施について各省庁への要望が勧告されていた。その後，３～

４年の検討期間を経て，また昭和60年にはテスト・サーペイも行い，その結果を踏まえて

昭和61年に４本の調査の統合を行った。

なお，従前の保健衛生基礎調査は，意識調査であるという点から指定統計に組み込むの

は不適当という総務庁の指摘もあり，国民生活基礎調査に付帯する承認統計として，大規

模な調査を行わない中間の２年だけについて別個の調査として，保健福祉動向調査という

名称で実施をしている。これについては，そのときどきの省内のいろいろな行政ニーズを

踏まえて年々テーマを替えながら実施をしている。

く調査の規模＞

まず，毎年調査を行う世帯票については，６月に都道府県の衛生部ルートで実施してい

る。最終的には保健所が末端調査機関となり，調査員を指導・監督しつつ世帯調査を行う。

大規模調査年には，全国で5,200地区，約26万世帯を対象に調査を実施している。健康票

はその地区内のすべての世帯員（約78万～79万人）を対象とする大きなサイズで３年に一

度実施する。中間年については，その５分の１の1,040地区で世帯票だけの調査を行い，

健康票は行わないということで実施している。

なお，調査員については特に指定はしていないが，実態は家庭の主婦，町内会の役員が

かなり多い。登録調査員を使っている県も結構たくさんある。所得調査は，最終的には福

祉事務所が調査員を選ぶ関係で，民生委員，ケースワーカーの方が多い。

所得，貯蓄を調査するものは，都道府県の民生主管部局，末端調査機関は福祉事務所に

なるが，ここを経由して調査員の方が世帯に出向き，大規模調査では全国2,000単位区

（この単位区については後述）約５万世帯を対象に３年に１度，残りの２年については約

１万3,000世帯を対象に所得面のみの調査を実施してきている。
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く調査の厚生省内での位置＞

国民生活基礎調査の厚生省内での位置づけについては以下の通りである。厚生省には経

済統計というものがそれほど世帯面ではない。この調査を親調査として厚生省の各部局が

それぞれの行政ニーズから行うような専門的な調査について，この国民生活基礎調査の大

きな枠のなかで更に後続調査を実施していくという格好になっている。これについては，

後ほど全体の抽出体系の部分でもう一度述べる。

＜サンプリング＞

国民生活基礎調査のサンプリングは国勢調査区をフレームとして、その中の後置番号の

1番（いわゆる一般住宅地域）と８番（概ね50人以上の寄宿舎，寮などのある区域）の２

つの地区から，大規模調査年では5,200地区を抽出し，中間の２年については1,040地区

が抽出される。基本的には連続して同じ世帯が調査対象とならないように調整を行う。大

規模調査年については，都道府県指定都市別の表章をすることが調査統合の際の－つの眼

目になっていたので，県別観察ができるための標本設計ということで，各県，概ね100地

区，各指定都市，概ね60地区を基準に，全国では約5,200の地区を抽出して世帯票につい

て調査する。所得票については，その中の一部の地区だけを調査する。中間年については

県別の集計を予定しておらず，全国推計だけを十分な精度で行うための地区数として

1,040地区を世帯票だけについて調査し，所得票については500単位区について行う。

国勢調査区は概ね50世帯から成っているが，地区内の特性がそれほど違っていないとす

れば，その50世帯毎の国勢調杳反全部を調べるのではなく，それを２つなり３つに分割し

て抽出する集落の数を増やしたほうが推計精度が上がる。あるいは，国勢調査の時には約

50世帯毎になっていても，数年後に調査を実施する時点ではその地域にマンションが建っ

たり，いろいろな住宅の移動等によって地区毎の世帯数が同じ数でないということがある。

その場合，調査員の間でも50世帯やれば良い者と１００世帯近くやるような者が出てくる。

そこで，なるべく調査員の負担を均等化するため，一つの国勢調査区を概ね30世帯毎に道

路，橋などで区切って細かく分割をするようにしている。その分割されたものが単位区で

ある。

国勢調査区を設定してから当方の調査を実施するまでに５年や６年経ってしまうという

ことがある。前回の昭和60年の国勢調査区の設定は，その１年前に50世帯毎に設定してい

る。平成元年の国民生活基礎調査はその調査区データから抽出したが，それまで調査区と

いうのは固定されている。その間に世帯の移動などがあり，当時は50世帯前後であった地

区についても５年経ったために１００世帯あるいは200世帯にもなってしまったというケー
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スがある。そこで'００世帯あるところはおおむね30を目途として，３０くらいの塊として分

ける。５０あれば25と25,60であれば30,30に分ける。三つに分かれた場合に，調査対象の

抽出率が３分の1であれば，三つのうちの一つが選ばれる。３０なら30世帯をそのまま待っ

てくる。その結果，一つの調査区がすべて等しい数の世帯数という前提が崩れてしまう可

能性がでてくることもある。そのために国勢調査区をおおむね30世帯という単位で割って

推計精度を上げようというのが，単位区を設定する理由である。

その一つを単位区と呼び，後続の調査は基本的には単位区毎に客体を抽出する。昭和４７

年以降この方法で調査を行っている。平成元年の場合は，資料にも示されているように，

国民生活基礎調査の所得票と貯蓄票の調査について全国で2,000単位区について実施し，

同時に一部の単位区については，地域相互扶助調査（ボランティアについての意識調査)，

別の単位区では老人の実態について更に詳細に調べるための調査を400単位区で実施して

いる。国民生活基礎調査の所得関係の調査を実施しない地区では，公的年金加入状況等調

査を社会保険庁がこれだけの地区数で実施している。さらに現在問題になってる家庭にお

ける児童の養育状況についての調査を児童家庭局が，これだけのサンプルサイズで実施し

ている。あるいは，年次調査の国民栄養調査，さらには人口問題研究所の家族ライフコー

スと世帯構造変化といった調査がそれぞれ後続調査として，私どもの5,200地区のなかの

一部の地区について実施されている。

＜調査の方法＞

実際の調査は，毎年４月下旬から５月上旬にかけて，一つの国勢調査区を二つなり三つ

なりの30世帯毎の単位区に分割するという作業を準備調査としてやってもらい，６月初旬

に世帯票についての調査を調査員が面接聞き取り調査を実施する。そして，３年に1度は

世帯員一人ひとりに健康票を配り，自計式で健康状況の把握を目的とした調査を実施して

いる。１カ月後に所得に関する調査を，調査員による聞き取りで実施している。また，３

年毎に貯蓄についての調査を世帯の代表者による自計式で実施している。６月と７月に1

ヵ月の間隔を置いたのは，主には一度に４つの調査票を持っていってお願いすることによ

る家庭での反発なり負担感を軽減するという意味合いからである。

く集計方式＞

調査結果は，おおざっぱにいえば，世帯人員を補助変量とする比推定で推計値を求める。

具体的には，調査地区内の世帯人員で全国の日本人人口を割った数を拡大乗数とし，この

値を調査でとらえた，例えば寝たきり者数，高齢者世帯数に乗じて、全国の推計値を求め
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るという方法を用いる。なお，大規模調査では県別表章を行うので，この年だけについて

は，全国の日本人人口の代わりに，当該都道府県，あるいは指定都市の人口を分子とした

拡大乗数を求める。

＜結果の公表＞

結果の公表時期については，大規模調査は13～14カ月後を目途としている。また，中間

年調査については，だいたい９ヵ月，できれば８ヵ月ぐらいで結果の公表を行うことを，

とりあえず一つの目安として仕事を進めている。

＜結果の利用＞

この調査は，個別の行政課題，個別の局にタイアップしたような設計を，もともと基本

的な性格として持っていないので，例えば何々行政というようには言いにくい部分がある。

大きく分けて，当時（昭和60年）議論されていた年金制度の仕組み，将来の制度改定など

に，世帯情報を含めたデータの要望が強く，公的年金のいろいろな施策の検討という方面

に比較的多く使われている。

また，地域医療計画が当時議論されていたが，その中で国民の傷病，健康づくり対策に，

健康票のデータは万遍なく世帯から大きなサイズでとらえられるので，都道府県別表章も

して，自分の県の全国での位置づけといったことの把握に非常に有用となる。

これ以外には，行政として母子対策，高齢者対策，介護者・寝たきり者に対する支援体

制を，どのように考えていくべきかを議論する際に，大規模調査で毎回，要介護者，寝た

きり者の調査をしているので，それらのデータが非常に有効に活用されている。

く他省庁の調査の関係＞

世帯面調査では，総務庁の所管調査が主になる。総務庁の家計調査，全国消費実態調査

などは，世帯面から家計，支出を把握しているが，国民生活基礎調査では対象が多少異な

る。当方では全世帯を調査対象にしているが，家計調査を例にとれば，農林漁業世帯，単

身世帯が除外されている。全国消費実態調査についても，基本的に二人以上の世帯員の普

通世帯を中心に調査を行っているといった性格の違いがあり，にわかに家計支出額，収入

について並べて比較することが妥当かどうか分からない。

毎年結果を出した段階で，とりあえず同年のデータを参考にする意味でこれらの調査を

眺めることはあるが，国民生活基礎調査の方が，収入面で多少低めにでる傾向がある。こ

れは，結局，国民生活基礎調査が，万円単位で把握しており，最終的には年間の所得を世
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帯単位で表章する形にしている関係で，比較的刻みがよい記入の仕方をされているものと

推察される。例えば15万，２０万ということで，相対的に低い値が出ているものと思われる。

一方，支出については，ｌか月間の家計上の支出額を一括計上する形で調査しているので，

これについても記入がしやすい区切りのよい数で申告者が回答しているものと考えられる。

これも家計調査，全国消費実態調査に比べると，５万円なり４万円程度，月間の支出額と

しては低めな集計結果になっている。

国民生活基礎調査は厳密な意味で全国の世帯の平均支出額なり平均所得額を中心に調べ

ているという性格ではなく，おおむねこういった所得階層だと，どのぐらいの仕事の状況，

世帯の状況，健康の状況だというように，主には一つの関連分析の指標としてとらえてい

る。その意味で，厳密に比較するのは難しい部分があるが，多少少な目に出ているのでは

ないかという感触を持っている。

く結果の概要＞

（世帯調査）

平成２年６月に実施した世帯調査についての調査結果では，世帯数が初めて4,000万の

大台を突破して，40,273,000世帯になったことである。これは若者の単身世帯の急増によ

るものと考えられる。また，平均世帯人員は一貫して減少しており，平成２年６月現在で

3.05人ということで，戦後の最低記録をまた改めて塗り替えた。世帯人数別の分布を見る

と，４人以上のいわゆる大人数の世帯が着実に減っている一方で，一人暮らし，あるいは

二人暮らしの世帯が，その割合を伸ばしてきている。単独世帯は，昭和40年以降，徐々に

増えており，平成元年から２年にかけて，割合で1ポイントほど増加している。その一方

で，核家族世帯，あるいは三世代世帯が年々減っており，平成２年については，単独世帯

が増えた分だけそれぞれ0.3ポイント，０．７ポイントこちらが減っている。

厚生省では男が65歳以上，女が60歳以上の世帯を高齢者世帯としているが，平成２年度

には420万世帯弱になっており，着実に増えている。割合も10.4％に達しており，１０軒に

1軒は高齢者世帯ということになる。

さらに，６５歳以上のお年寄りのいる世帯については，平成元年に比べて４万２千世帯ほ

ど増え，割合が全体の３割近くに達しようとしている。この世帯について，老後生活の大

きな柱となるべき公的年金，恩給の受給状況を見ると，端的に言って，６５歳以上の者のい

る世帯では，96.7％が公的年金を何らかの形で受給している。なお，４％弱の世帯では，

65歳以上の方が一人以上いるのに，年金をまったく受給していない。また，６５歳以上の単

独世帯は1,613,000で，全世帯に占める割合が15％であり，６世帯に1世帯は65歳以上の

－６５－



お年寄りが－人だけで暮らしていることになっている。

６５歳以上の高齢者の子供との同居形態については，全国で推計約14,450,000人の65歳以

上の方がいるが，このうち，子供との同居者は６割弱である。同居率が年々着実に低下し

てきており，ここでも世帯の分離が進んでいることを眺めることができる。

子供のいる世帯は15,573,000世帯で，戦後初めて子供のいる世帯が16,000,000を割り込

んだ。全世帯に占める割合も，前年より３ポイントほど低下し，ついに４割の線を切って

しまったということで，逆に言えば，子供のいない世帯が全体の６割を超えてしまったと

いうことになる。この原因は，昭和46年から49年にかけての第二次ペビープームに生まれ

た子供たちが次第に18歳に達してきていることから，私どもの子供の定義から外れる年齢

になっているということがある。問題はその穴を埋めるべき子供の数があとから生まれて

きていないという点にある。少産傾向，出生率低下がここにも影響を及ぼしてきている。

（所得調査）

所得については，前年1年間の所得を世帯から申告してもらう。したがって，平成２年

の調査では，元年分の所得を調べたことになる。その意味で，統計表の表の部分の年次の

表章は「平成元年中にあった所得」というようにお考えいただきたい。最新の調査年次で

は5,667,000円が１世帯当たりの平均所得金額で，対前年増加率は3.9％であった。これ

は，その前の年の調査と比べ，増加率自身はかなり落ち込んでおり，景気に多少ブレーキ

がかかってきていることを反映しているのではないか，との新聞社の報道もあった。総務

庁の調査と比べ，多少，低めの数字であるかと思われる。

厚生省はあまり経済統計的な調査は実施していないと述べたが，官房の政策課で３年に

１度実施している所得再配分調査がその数少ない例である。国民生活基礎調査の所得調査

では，「雇用所得」から始まって「その他の所得」というように，12,13種類に分かれる

が，所得再配分調査では，さらに細かく33分類に区分し，所得の再配分効果の把握を目的

にして実施している。
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資料Ⅲ－１国民生活基礎調査について
平成３年９月４日

１調査の沿革

《昭和60年まで》 《同６１年に銃合》

匠年６月、８０．ＵＵ【

毎年、実施する

９月－９００Ｍｔ

３年ごとの大規模

年にのみ実施する

三三９Ｐ８－Ｉ７００ｎｌｔ

２調査統合の背景・趣旨

（１）行政課題上の情報ニーズ

ア加速する人ロの高齢化への対応策検討－国民各層の生活状況について、正確かつ詳細な銃叶情報提供

イ家庭磯能変化（核家族化、家族規模の縮小、家庭観の多様化）への施策検討一家庭が抱える保健・医療・福祉の猪

問題やニーズ、その費用負担崖力の麗合的把握

ウ年金制度の改革策検討－公的年金の加入・受給状況と所得・就業状況・世帯構造との関連分析

＝その他社会保障施策検肘一要介慶者（寝たきり者）の状況把握、生活保穫世帯・母子世帯・高齢者（単独）辻帯と

それ以外の世帯との比較

（２）調査体系の効率化

アタイムラグとデータリンケージ

ａか月の実施時期のずれのため、後続調査における世帯脱落が避けられない。また、後続鯛査はそれぞれ別個の地区

で行われるため、データリンケージが不可能。

イサソプルサイズ

標本散が十分でないため、都道府県別観察ができないことのほか、厚生省として関心の高い低頻度出現世帯（高齢者

世帯・母子世帯・寝たきり者世帯）の十分な状況把握が困逐。

(3)載計行革

昭和58年３月の塵田般終答申で「銃計調査の改善・合理化」の指摘。一方、同59年４月に統計審議会が、社会経済情勢

の変化に印した統計体系の整備について建議を行い、各省庁とも既存坑叶の見直し、改善を求められていた。

３調査の構成・系統

注：衛生部系統厚生省

民生部系統厚生省

都道府県衛生主管部局.－（保煙所設置市・特別区）－保健所一調査員

都逆府県民生主管部局一（福祉事務所設画市区町村）－福祉事務所一調査員
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大規模寓査年
(３年に１回）

中間年 中間年

南生誕系銃

(６月実施）

世帯票

胆康票

5.200地区約26万世帯

上配世帯の者約78万人

】、040地区約５万世帯

(行わない）

1.040地区約５万世帯

(行わない）

民生部系統

(７月実施）

所得票

貯蓄裏

2.000単位区約５万世帯

上毘世帯と同一世帯

500単位区13.000世帯

(行わない）

500単位区13.000世帯

(行わない）



４厚生省の世帯調査における位置付け

国民生活基礎調査は、厚生省各部局の行う世帯鯛査の中で最も基本的なものとして位置付けられており、行政施策全般へ

の基本的かつ麓合的な情報提供の役割と、他の調査の親標本としての役割（後述Ｓの(3)参照）をもっている。

５調査方法

（１）標本抽出

国民生活基礎調査は、国勢調査区を抽出フレームとして、後置番号１（一般調査区）及び８（寄宿舎・寮等のある亘域〉

の地区から層化無作為抽出した地区内のすべての世帯・世帯員について、調査を行う。

（２）標本数

ア大規模調査年＝世帯（貝）の基本的事項を調査する世帯票及び世帯員の健康状況を調査する健康票については、都

道府県・指定都市別観察や、前述の低頻度出現世帯の観察を可能とするため、全国で5.200地区（各

〆県'00地区､各市60地区を基準）とし、世帯の経済状態を薗査する所得票及び貯蓄票については､全
国推計が可髭な同2.000単位区（各県に比例配分）とする。

イ中間年＝地方公共団体の率務量、被調査者側の負担軽減を勘案し、厚生行政施策上毎年把鍾することが必要

な基本的INr報のみを把握するため、世帯票鯛査を全国で1,040地区（各県に比例配分入所得票調査を

同500単位区（単位区については後述の※参照）において実施する。

（３）厚生省の世帯調査の抽出体ﾖ‘

厚生省各記局の行う世帯調査の多くは、国民生活基礎調査の調査地区の中から必要地区数を全国に比例的に配分して行

う。例えば、平成元年の場合は、次のような抽出であった。

昭和60年国勢鋼査区（後置番号１．８）約75万地区

加入調査

Ｂ２４地区

家庭児宜頂査

ＺＢＤｈｎ位区

国民栄菱■登

５８単位区

※単位区とは、推計精度の向上、調査jiの負担平準化等を図ろため、一つの国勢調査区をおおむね30世帯ごとIこ地理的

に分割したものである。

(4)実査

国民生活基礎調査の実地調査は、次のとおり行っている。

ア４月下旬から５月初旬にかけて、箪傭調査（調査地区の確璽、単位区の設定、世帯名簿の作成）を行う。

イＳ月初旬、世帯票に係る調査を調査員による面接他計方式により、健康票に係る調査（３年ごとの大規模年のみ）を

世帯員の自計方式により行う。

ウ７月中旬、所得票に係る調査を調査員による面接他計方式により、貯蓄票に係る調査（３年ごとの大規模年の孟）を

世帯代表者の自計方式により行う.

(5)推計方法
全国日本人人口

国民生活基礎調査の推計値は､世補人員を補助変量とする比推定により求めている。すなわち、の
調査地区内世帯人員

値を拡大乗数とし、この値を、推定しようとする世帯（貝）数に乗じる方法である。

なお、３年に１回の大規模調査年における都道府県・指定都市別推計値を求める際は、全国日本人人ロに代えて当酸県

・市人口を用いる。
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(6)公表スケジュール

３年に１回の大規模調査については、調査実施後おおむね14か月、中間年鯛査については、同９か月を目途に公表
するよう努めている。

な鐙、データ処理の工程は、次のようなものである。

二
収集された調査票の記入内容を審査の後、減計備報部に提出

提出された調査票の確認、整理

キー項目を中心に、目で調査票の内容審査

パンチ方式によりデータ入力

直三国
所定のチェァク条件によりヂークチェプク。軽倣なニヲーは自動修正、その他は
人手により端末から修正（当部独自開発の汎用チニプクシステムを使用）一修正

世帯票データをベースとして、世帯及び世帯員の基本属性情報をデータリンケージ
の上、集計データ確定

電算機により築計、作表（当部独自開発の汎用集計システムを使用）口
寧
中
亘

漢字プリンターから結果表を出力

集計結果の正確さ、整合性等を審査

結果綴告密に褐鮫する銃計表の数値部分（表頭・表側以外の部分）を磁気テープ
に出力し、印刷原稿とする

個票データ及び統計表データを確定磁気ファイルとして登録（部内規定による）
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資料Ⅲ－２平成３年国民生活基礎調査の流れ図（保健福祉動向調査も含む）
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Ⅳ人口動態統計

く人ロ動態統計の沿革＞

明治４年に「府藩県一般戸籍の法」が太政官布告第170号として制定され，翌明治５年

に施行された。この法律によって作成される戸籍簿に基づき，出生，死亡の数を男女別に

計上する表式調査方式により市町村が年報で太政官民部省（内務省の前身）に報告するこ

とになった。これが，人口動態統計の始まりとされている。

明治17年に結婚（現在は婚姻と呼んでいる）と離婚が新たに調査対象とされ，さらに明

治19年には死産が追加された。なお、死産については，明治16年内務省達乙第28号で「妊

娠４ヵ月以上にて死胎分娩のもの」と定義され，現在でも同じ定義で調査を行っている。

ただし，妊娠月数については昭和54年のＷＨＯの勧告により満週で数えることになった

（妊娠４ヵ月以上は現行の満12週以上に相当）。

明治31年には「戸籍法」が制定され，翌32年に施行された。戸籍法の施行により表式調

査方式から調査票方式に改められると共に地方分査（市町村で数をまとめて報告）方式か

ら中央集査（提出された票を中央集計）方式に変更した。市町村では出生・死亡・婚姻・

離婚・死産の－事件毎に一枚の統計小票を作成し，３ヵ月毎に都道府県庁経由で内閣統計

局（現在の総務庁統計局）に提出された。調査方式は，３２年でかなり現行に近いものにな

った。

大正12年には，人口動態調査令が勅令第478号として施行，人口動態調査令施行細則も

制定され，法的にも整理された。これにより統計小票は人口動態調査票と改められ，出生

票，死亡票，婚姻票，離婚票，死産票の５種類の様式が定められた．市町村での取りまと

めも明治32年には３ヵ月毎で出発したのが大正12年以降は１ヵ月毎となり，全く現在と同

じ調査方式になった。

戦争末期の昭和19年から戦後の21年までの間は，不完全な統計になっている。出生・死

産については男女別のみ，死亡については男女ごとに年齢各歳別の数を表式調査の方法に

より市町村長は１ヵ月分を集計して都道府県に報告することになった。婚姻・離婚につい

ては中断された。この結果，１９年から21年については，１年分の資料が得られないため人

口動態統計の報告書には掲載していない。

昭和21年には，人口動態調査令及び人口動態調査令施行細則の全面改正が行われるとと

もに，死産の届出制度が確立され，死産の届出に関する規程が制定された。さらに死亡診

断書及び死産証明書等の記載事項の一部改正が行われた。

昭和22年には「統計法」が制定され，人口動態調査はわが国の統計体系上欠くことので
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きない重要統計であることから指定統計第５号に指定された。

また，この年に連合軍総司令部の指示及び指導で，人口動態調査が総理庁（現在の総務

庁）統計局から厚生省に移管された。この移管にともない，都道府県の主管も統計主管課

から衛生局部課となった。これは，人口動態統計に対する総司令部の意向が人口問題や人

口政策上から利用するというわが国の従来の考え方に対し，これを公衆衛生問題や公衆衛

生政策上から利用すべきであるというところに置かれ，厚生省に移管されたものである。

このため23年には人口動態調査票は公衆衛生行政の第一線機関である保健所を経由（調査

票を複写方式で２部作成し，1部は保健所で保管し利用することとした。）して都道府県

に報告するように改められた。

昭和24年にパンチカードによる機械集計が本格化した。

昭和42年には電子計算機が導入され，ＯＭＲ（OpticalMarkReader光学式マー

ク読取装置）が装備された。このため調査票も記入方式のみのものからマーク方式をとり

入れたものに変更し，調査票を直接ＯＭＲで読みとらせることとなった。マーク方式の調

査票は紙質が厚く，複写が困難なため，原則１部作成することとしたが，保健所における

公衆衛生行政のため出生票の１部を複写式で出生票付票を，死亡票は保健所において移記

することにより死亡小票を作成することにした。

平成４年からは，ＯＭＲからＯＣＲ（OpticalCharacterReader光学式文字読

取装置）に変更し，調査票に記載された文字を読みとり，住所地及び原死因（1部のみ）

をオート・コーディングすることとしている。

く人口動態統計の調査体系＞

出生・死亡・婚姻・離婚については「戸籍法」により，死産については法律としての効

力を有する「死産の届出に関する規定」に基づき，事件が発生した時，定められた期間内

に定められた様式で医師の作成した出生証明書，死亡診断書または死産証書等を添付し市

区町村長に届出を行う。全国に約3,300の市区町村の他，支所や出張所があり，約3,400

～3,500箇所で人口動態調査事務を行っている。

市区町村長は，これらの届書及び証明書等の関係書類に基づき「各人口動態調査票」を

作成するが，調査票の作成もれ，重複作成を防止するため「事件簿」を作成し，事件簿と

届出書，調査票に同一番号を付している。市区町村長は作成した調査票の内容を審査した

後，調査票及び死産届を遅滞なく管轄している保健所長に送付する。なお，出生届，死亡

届，婚姻届及び離婚届は1ヵ月毎に監督法務局，地方法務局又はその支局に送付される。

保健所長は内容を審査し，必要に応じて市区町村長又は医師（出生証明書，死亡診断書
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及び死産証書に関するもの）に照会する。また，保健所活動の資料とするため出生票付票，

死亡小票を作成するが，管轄区域以外の出生票付票，死亡小票及び死産届（写）について

は，管轄する保健所に移送する。保健所長はこれらの書類の保存責任者であり，保存期間

は死産届は作成した翌年から満５年，出生票付票，死亡小票及び移送を受けた死産届(写）

は，作成した翌年から３年間である。各調査票は事件発生月によりとりまとめて，事件発

生月の翌月25日までに都道府県知事に送付する（例：１月１日～１月31日事件発生分は２

月25日までに都道府県知事に送付）。

都道府県知事は各調査票の内容を審査し，必要に応じて保健所長を経由して照会し，事

件発生月の翌々月の５日までに厚生省大臣官房統計情報部長に送付する。

統計情報部では，コンピュータで内容を審査（死亡票，死産票については死亡原因，死

産原因を符号化）した後，集計し，公表する。

市区町村長，保健所長，都道府県知事及び当部からの照会に対する回答により調査票を

修正するが，修正は翌年の５月末日までに回答があったものとしている。

また，人口動態調査は，戸籍事務と密接に関係しているため，各法務局及び地方法務局

（法務局は全国に８，地方法務局は全国に42）の戸籍課長並びに支局長を厚生事務官に併

任し現地指導官として市区町村の人口動態調査事務を実地に指導している。

く統計の公表日程＞

（１）人口動態統計速報

調査月の翌々月の下旬に公表する。調査票の提出にあたっては，調査票の作成枚数を記

入した送付票を添付することとしているので，これをまとめて人口動態統計速報として公

表している。人口動態統計は通常，その年に発生した日本における日本人を集計客体とし

ているが，人口動態統計速報には前年以前事件発生分や，日本における外国人，外国にお

ける日本人の調査票も含まれており，若干多めになっている。

（２）人口動態統計月報（概数）

調査月の６ヵ月後に公表する。集計客体は本年事件発生の日本における日本人である。

（３）人口動態統計月報（概数）年計

人口動態統計月報（概数）を12カ月分まとめたもので，調査年の翌年６月頃に毎年公表

している。

（４）人口動態統計年報（確定数）

人口動態統計月報（概数）年計を照会に対する回答に基づき修正したもので，調査年の

翌年９月に概況を公表している。
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報告書は上・中・下巻の３分冊となっており，上巻は解析表を，中巻は出生・死亡（死

因を除く）・死産（死産原因を除く）・婚姻・離婚の統計表を，下巻は死因及び死産原因

の統計表を掲載している。各報告書の発行は，上巻は翌々年の５月，中・下巻は翌年12月

頃である。

（５）人口動態統計年間推計

年末にその1年間の５事象の発生件数を推計し，公表している。

（６）人口動態職業・産業別統計

国勢調査が実施される年の４月１日から翌年の３月31日まで各届書に職業や産業（死亡

のみ）を記入することとしており，これをまとめて人口動態職業・産業別統計として公表

している。職業・産業分類は「国勢調査に用いる職業・産業分類」のうち大分類に準拠し

ている。

（７）主要死因別年齢調整死亡率（訂正死亡率）

年齢構成が異なる人口集団の死亡の状況を年次や地域によって比較する場合，年齢構成

の差異を除く必要があり，そのため基準人口で調整した年齢調整死亡率（訂正死亡率）を

算出する。国勢調査が実施されると都道府県別年齢別に日本人人口が得られるので主要死

因別に年齢調整死亡率を算出し，主要死因別年齢調整死亡率（訂正死亡率）として公表し

ている。

＜死因分類＞

死因統計は各国間での比較を可能とするため，1900年（明治33年）の第１回国際会議で

統一され，その後，ほぼ10年毎に修正されて今日に至っている。現在使用している第９回

修正分類は1975年の国際会議で修正され，1979年（昭和54年）から使用するよう加盟各国

に勧告されたものである。これは加盟各国が対応するよう作成されているため，わが国の

国情に会わない部分もある。そこで日本独自の分類項を追加し，昭和54年から使用してい

る。

分類項は約6,400あり，これを基本分類という。しかしこの分類ではあまりにも細かい

ため，年次推移等の観察にはこれを117分類にまとめた死因簡単分類を使用する。この他，

乳児の場合は乳児特有の死因があるため，乳児死因簡単分類（54分類）を使用する。な

お，平成５年から第１０回修正分類を使用するよう勧告されているが，わが国がいつから適

用するかは今のところ未定である。

＜死亡原因の選定＞
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死因統計は死亡診断書に基づき単一死因で分類することとしている。死亡診断書に１つ

の死因しか記載されていなければそれで分類するため問題はないが，２つ以上の死因が記

載されている場合は，公衆衛生の立場から原死因（直接死因を引き起こした一連の病的事

象の起姶点となった疾病又は損傷であり，死亡診断書の死因欄の最下欄に記載された疾病

又は損傷をいう）を選択することになっている。例えば胃ガンが肝臓に転移し肝不全で死

亡した場合，胃ガンがなければ死亡しなっかたので胃ガンが原死因となる。２つ以上の死

因が記載されている場合の原死因の選択にあったては，１３項目の「原死因選択準則」が定

められており，それに従って分類する。また，原死因を選択しやすいよう死亡診断書の死

因記載欄の様式も国際的に統一されている。
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資料Ⅳ－１人口動態統計の沿革

明治４年

明治５年

「府藩県一般戸籍の法」制定（太政官布告第170号）

「府藩県一般戸籍の法」施行戸籍簿が作成される

表式調査方法により市町村長が年報で太政官民部省に報告地方分査

結婚，離婚を調査対象とする。

死産を調査対象とする。

「戸籍法」制定

「戸籍法」施行

表式調査方式から調査票式方式へ

中央集査

市町村において出生，死亡，婚姻，離婚，死産のｌ事件毎に1枚の統計小表

を作成し，３ケ月毎に都道府県庁を経由して内閣統計局に提出

人口動態調査令施行（勅令第478号）

人口動態調査令施行細則（閣令第８号）

年
年
年
年

７
９
１
２

１
１
３
３

治
治
治
治

明
明
明
明

大正12年

統計小表は人口動態調査票と改称され，出生票，死亡票，婚姻票，離婚票，

および死産票の５種の様式が定められた。

市町村のとりまとめは３ケ月毎から１ケ月毎となる。

昭和19～21年不完全な統計

出生，死産……………男女のみ

死亡……………………男女×年齢各歳

表式調査方式により市町村長は１ケ月分を集計して都道府県に報告

婚姻，離婚は中断

昭和21年人口動態調査令の改正（勅令第447号）

人口動態調査令施行細則の改正（閣令第77号）

死亡診断書死体検案書並死産証書死胎検案書記載事項ノ件の一部改正（厚生

省令第40号）

死産の届出に関する規程の制定（厚生省令第42号）

昭和22年「統計法」制定指定統計第５号となる

総理庁から厚生省に移管都道府県の主管を統計主管課から衛生局部課に移

管

昭和23年保健所を経由することとする。

昭和24年パンチカードによる機械集計本格化

昭和42年電子計算機導入

昭和43年ＯＭＲ調査票に変更

調査票作成を２部から１部とし出生票付票を複写式で，死亡小票を保健所

で作成することとする。

平成４年ＯＣＲ調査票に変更
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資料Ⅳ－２人口動態統計の調査体系

ｉ
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2事件簿の作唾
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4死産届の送付
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資料Ⅳ－３死因分類の沿革

関
一
本 我が国の適用期間

第１回1900年
２１９０９

３１９２０

４１９２９

５１９３８

国際統計協会
国際統計協会
国際統計協会
国際統計協会
国際連盟

内閣統計局
内閣統計局
内閣統計局
内閣統計局
厚生省予防局衛生統計部

明治32～４１年
明治42～大正11年
大正12～７年
昭和８～１８年
昭和21～２４年

昭和25～３２年
昭和33～４２年
昭和43～５３年
昭和54～

未定

厚生省統計調査部
厚生省統計調査部
厚生省統計調査部
厚生省統計情報部
厚生省統計情報部

６
７
８
９
Ｍ

'948

1955

1965

1975

1989

Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ

Ｗ
Ｗ
Ｗ
Ｗ
Ｗ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

資料Ⅳ－４人口動態統計様式
微式第７号

人口動態調査死亡４，票
平成年月日市区町村受付

事件灯
仔号

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

00

⑬
伽

0ｺ

0０

⑰

091

－７８－

市区町村符号及び
保健所符号

氏名
性別

99女

生年月日 平･昭・大・明年月日午前･午後時

死亡年月日 平・昭年月日午前･午後時

死亡したところ 日本・日本外

死亡者の

住所

■

国ｉＵ 日本・偉国，朝鮮・中国・米国・その他

世帯の主な仕事 １２３４５６

死亡の場所

ｈＥ設の名称

１病２鯵３老４肋５【Ｉ６そのIｈ

（

死亡の柤額 】２３４５６７

死亡原因

イ
期間

ロ

′、

その他の身体状況

外因死の

迫加事項

１冊吾発生
年月日 平・昭年月日

手段jRひ
状ｉＩＵ

ｊＯ所

医師の

住所氏名

{宮者



￣

／
二コ 人口動態調査出生票 、辰li雨ji:~雨訂

平成年月日保健所受付

指淳統叶弟５号

平成年月日市区町村受付

￣

■■■■

■■■■

￣

■■■■

■■■■

■■■■

－

０■■■

￣

|■■■

■■■■
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I■■■

￣

■■■■

I■■■

U■■■

1■■■

I■■■

￣

■Ⅱ■■

|■■■

■Ⅱ■■
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l■■■

I■■■

I■■■

■■■■

I■■■

辰

■I■■

｜
｜
｜
’

Ｕ■■■

0■■■

I■■■

－７９－

コ

ユ

コ

上

薑匙 ￣

「ＵＪ廷ﾕ戸〃Ｔ刃ＴＴマェユｑ四

保位所符号

事件簿番号

（１）
子の男女別及び嫡出子か否かの別

氏名 男・女

／
（２）生まれたと一さき

年月日

男女別

摘出｡否

年

月

日

午前･後

時

（３）生まれたところ日本・日本外

（４）子の住所

丁目
番地

番号

(５）

父母の氏名

子が生まれた

ときの年齢

父の氏名

歳

母の氏名

戒

(6)父母の国籍
父日本・韓国､朝鮮・中国・米国・その他

母日本・■国O朝鮮・中国・米国・その他

(7)同層を始め たとき

年月

（８）子が生まれたときの世帯の主な仕事

場所

都道

府県

市区

町村

保健所

父

母

父

母

年

月

仕事

と日本 皇日本外
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～
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～ 自営

４
戸動Ｉ

５
が￣■動Ⅱ皇他

（９）子が生まれたときの父母の戦業

父

母
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(10）子の体三
グラム

(11）双子以上の場合 つ子･弟子

(12）
出生の■

河ｆｃワ毎】開

澄設の名称餌.､白･功･ロ・他

(13）妊娠週数滴遇

ｋ?

1009

種別

順位

場所の

種別
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Ｆ￣■ 病院

２
「￣■ 勧聾所
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￣ 自宅 ５
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この母の出産
した子の数

出生子人
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人

胎
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￣可匠司戸「房司

５
－

６７
弓～
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￣
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～
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￣
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￣

(15）
l+Ｍｋに立ち会った者医・助・他

氏名
／
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双子以上の場合は他の子の事件簿番号

確認（）欄

出生＝第号

死産浪第号

立会者

※

と医師 二.助産婦 二その他

ＡＢＣＤＥＦ
￣￣￣こ＝－－
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人口動態調査死亡票
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ＡＢＣＤＥＦＧＨＩＪＫＬＭ
￣￣こ．－－￣＝。［＝￣￣￣￣￣

ＮｏＰＱＲＳＴＵＶＷＸＹＺ
￣亡=‐こ．Ｅ＝■Ｅ＝こ=。に＝１‐￣￣￣￣

男・女

満年月日午前･午後時 直二女(2)男女別

ｌ元号
(3)￣

生｜年

と男
年月日午前・午後時 凸二FF成暹,昭和畠大正[全明治呂不詳

０１０２０３０４０
こ。亡＝」￣に＝。＝Ｕ

Ｏ１２３４５ＳＴＢ⑨
￣￣こ。ﾆユ＝。ﾆコ‐こ。＝、￣

釦一

日本外日本

に当[当具全昌昌凸昌呈二二』皇|－月年
月
日

番地

番号
丁目 ２０ ３０

－－－－－－…－－－－｣－
０ １０
￣ ￣ ￣ －

０１２３４ＳｅＴＢｇ －
＝、に二コ－￣＝．‐こ．‐￣￣

日

日本・韓国,朝鮮・中国・米国・その他 午前･後 －午前 一午後 ｜■￣

１１１:,｛鶴欝

’
一
一

》
時

いる（厳）・未婚・死別・離別・不詳 ｌ
Ｉ

－
ｉ

市区
町村

都道
府県

月日

０１０之０30
-.-..-.-＿こ＝、－－－－－－「=ｺｰｰ.._＿￣ご＝＝、

０１２３４ＵＳＳＴＢｇ
￣￣＝＝。＝．－ＦＵ＝刀１－コこ＝＝

一
一Ｉ

(１１)死亡したときの世帯の主な仕事

鯛･鯵･毛･肋・自・他施殴の名称

:菫j呈薑菫！…二壽夢聖三一
一
一
一
一
一
一
一

藤
('5)死亡の種類 I病死２中毒３災害４自殺５他殺６外不７

期間

ii麟議iifjL
接
因

イ
江
死

⑥
死
亡
し
た
人
の
住
所

iili戸．
ロ

(ｲ)の
原因

Ｉ

'、

(ﾛ)の
原因

Ｚａ４ｓ６ＴＢＳ
￣￣￣こ。‐￣￣￣その他

の身体
状況

Ⅱ (7)国籍

といる「皇未婚皇死別４，離別具不群
▲■Ｆ=■＝－Ｆ－Ｉ■－－－｡－￣－－一一一一一一一－－－－一一一←

１０ＺＯａＯ４０５０６０ＴＯＳＯｇＯ１００

(8)配偶関係 Iロ

手術の
所見 ''１:'麹

一
一
一
一

ﾆコ＝。に＝Ｅ＝Ｅ－ＤＬ二二，

０１２３４ＳＳ
Ｅ＝。【二二コE-DE￣￣￣|二二．

占専＆畠兼晟皇､自営(Ⅱ1世帯o)仕事
解剖の
所見 LL病院９１鰍i研二､謎：

と有

(10増所の種:１

１嬬剖の有鴛

Ⅱ峨業中･否

E昌無

’
’
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
「
ｌ
‐
‐
Ｉ

弱年月日午前･午後時分
侮害発生
年月日時分 二従業中でないとき△従鉾

Ｏ１０ｚＯＳＯ４０ＳＯＳＯＴＯＳＯｇＯ
ヒーロに＝￣［＝。‐￣￣￣こ＝＝．

０１２３４ＳｅＴＢｇ
￣￣￣￣Ｅ＝刀一こ‐－￣￣

業
一
業

職
一
陸
１

，
死
亡
し
た
と
き
の

手段四Lび状況

Ｏ１０２０３Ｏ４０ＳＯＳＯ７ＯＢＯｇＯ
Ｅ。亡＝￣こ．‐￣Ｌ￣￣＝。‐
＝し■早■七古マー－－■■ママ●←－コ￣－■｡一一－－｡－－－－－－－－－＝－ニー－－－‐早一Ｃ

Ｏ１２⑧４ｓｅＴＢｇ
Ｅ。に。仁一。－‐。‐￣＝』￣二コ

ｏ１２ｓ４ｓｅＴｅｇ
￣￣￣Ｅ＝￣￣［＝￣￣￣

鞭

市区
町村

鵡害発生の｜
場所Ｉ

獣j篭篝￣

一
一
一
一

一
一
一
一
一

ｇ二一ｇ－－ｇｌ－ｇ己一Ｊ一一
ｓ二一Ｂ三ｓ一一ｓ□一Ⅱ一一

Ｔ二一Ｔ三一Ｔ二一Ｔ巨一Ｈ『
ｓ己一ｓ一一ｓ一一ｓ一一Ｇ百
ｓ三一ｓ二一ｓ己一ｓ二Ｆ□

４－－４－－４－－４一一Ｅ一

３二ｓ二一３二３二，一

ｓ□－２二２己－２三一ｃ一

１コ－１百－１－－１二一Ｂ二

ｏ－－ｏ－－ｏ－ｏ二一Ａ『

iijlFil'従集中２従集中でないときl後集中２従集中でないこき

場所名の
具体的記載

。

''Ⅱ外因の銅坐上皇こ些生昌昌ﾋニニニ
ＡＢＣＤＥＦＧＨｌＪＫＬＭ
に。‐￣￣￣￣￣￣￣こ．‐二コ‐

３
ｔ

悪

|■■■

■■■■■■■■■■■■

－８０－



■■■■■■■■■■■■■

｢蕊癩粛5号一人口動態調査死産票

2件轡|量蝋豐鑑鑑豐豊一一
I■■■

|■■■

|■■■

■■■■

■■■■

０■■■

■■■

■■■

■■■

l■■■

l■■■

■■■

I■■■

￣

|■■■

|■■■

|■■■

|■■■

■Ⅱ■■

－

０■■■

０■■■

|■■■

l■■■

■■■

ｌ■■■

￣

|■■■

|■■■

■■■■

■■Ⅱ■

■■■

０■■■

|■■■

■■■

■■■

|■■■

|■■■

I■■■

￣

|■■■

I■■■

I■■■

|■■■

Ｕ■■■

■■■■

－

－

１■■■

I■■■

￣

■■■

ユ

号
一
所
号

番
一
支
符

１９当塁｢皇~皇…E堅塁~ニーュ.二一一一日市区町村受付

日保健所受付

平成

平成

年
年

月
月

△,且`皇些兵｢星＆些上豈筌と輿
ＶＷ
＝F-z

i三LljiLiIii
（１）母の

司棗二
国

籍
一
成父の氏名

故

母の氏名

旗旗

（３）死産児の男女別及び嫡出子か否かの別

（４）死産があったとき

（５）死産があったときの母の住所

番地

番
丁目

号

(9)妊娠週数 週満 一
('0）死産児の体宜

グラム

薫毒1fjiiHlijiijiiL

‐
１
１
「(１３）双子以上の期合

坐,１９聖墾奨墾四四四ｇ９

Ｅ２ｗﾆﾘﾆﾛｇ:,塁壁。(塾且,酊工,畠呂

父
一
母

：
Ｉ
Ｉ
ｌ

ｍ
雅
業

イ

直接原因
又は理由 皇』ｇ空理響聖旦９四聖聖

一ｑ－■ﾕ■可■－守凸一＝－－‐■-－▲可｡■￣寺庁■■－-－凸一－－－F－－￣￣－－￣￣￣

Ｅｇ当ニュユ`坐旦,二凸具声＆

と自
然
死
産
の
原
因
又
は
人
エ
死
産
の
理
由

ロ

Ｗ)の正因

繩|坐一望一聖一撃一竺一雪掘－
－－僅宝全一量-全一f豊誉董芸-畳－－

悪障蝋菖鰯｢蔓三三三

'１

(ロ)0)肛因

(ノリの原因

巾

(二)の原因 ｅ一一ｓ一一皇一ｓ一一豊
具
一
塁
一
具
Ｂ
雨
占

Ｔ
写
呂
７
面
７
再
製

具
昌
一
具
且
旦

畠
皇
皇
旦
一
畠

墨
一
坐
全
一
全
一
墨

塁
一
塁
塁
一
塁
＆

昌
一
畠
昌
一
兵
呂

と
１
字
と
一
生
昼

９
畠
２
２
塁

産
因

死
原

その他の

身旬ロリヒ況

』(疾患名
3(理由|醗篭|:{露名

備孝

双子以上の咀合は他の子の事件簿番号

出生HU第

死産票繁

号
号 ４，塁[塁凸塁皇

竺､［昌陣鳥･Z,[具薊&塁

遅。２基

当坐△
２
－

》》旦一

コ
ー
ユ
ー
３

▲已

究ｃ Ｆ『

￣

確湧（ )欄

8１

二
市区町村符号及び
保健所符号

事件簿番号



■■■■■■■■■■■■

人口動態調査婚姻票ｎF蕊iii調云喜－１

平成年月日保健所受付
平成年月日市区町村受付

三二､昭和＝｡大正Ｅ二

ＤＵＯ=｡己０４Ｃ
￣ｌ~~￣】「￣■～～

０１０ＺＯａＯ４゜｡□
￣ｒ－コｒ－ｒ芒－面一コ－

鰯”ユ中国△･米同旦可その他

闘いユ中国生.米同具その他

h罫鰍

囚Ⅵ｡ＺＯ＝⑪４K】Ｓ《】Ｂ［

ＤＩＤ＝｡ａ｡４，５ＤＢＣ

のｂ侍鑓解３世ＩＣ

Ｊ１、＝０３０４０ｓ｡ＳＣ

のｎ時咽解＞貴Ｃ

■■■■■■■■■

－８２－

二

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

欄ｊく認確

市区町村符号及び
保健所符号

事件簿番号

市区町村受付月

川
氏
名
及
び
生
年
月

夫

妻

氏名

氏名

夫の住所が日本か否か

元号 と昭和
Ｔ５雫Tｄ

年｝

皇大正－－－－－－皇盟f３
４０
￣

０１三⑧４ｓ６ＴＢＳ
[二一〒］￣】に＝。‐亡二。＋=_菫１＝二コ‐臣．［＝＝。

月にムニニリ,茎,且ニニニニニニニ｣二

元号 と昭和
０１０２０

年≦寺-,-2…a-4-
［＝。【＝＝刀

一一一[=二Ｔ［~二石

月

治
一
一
ｇ
】

明
一
一
．

ｅ三一ｍ三ｓ己

一一７己
正一ｍ一一Ｇ．
大
一
・

量
『
一
一
ｓ
己

一ｍ二４－

釦『一

２３４５ｓ７８９１０１１１２
Ｅ－コ「害．唇、巨刀￣￣亡二］仁二二］［二コ＝．‐

日本･外 占日本，皇日本外

（２）夫の住所

ｇ
》
一
一
一

一ｓ□－７自己ｇ己□ｇ二一ｓ』
一丁二ｓ二一丁一一丁司一Ｔ三

一一二一にＥ》」・一曰・一Ⅱ率一
ｍ三一量一一一２三２－

，一一町一四』

（８）同居を始める前の夫妻の職業

夫

妻

Ｏ１０２０ａＯ４０５０６０ＴＯＢＯｇＯ
'￣可二コ,－９’ヨｌﾋﾟｰｰｰ０戸ｒｌ－Ｑ￣￣￣■百一~可■

ｏ１二ｓ４ｓ６７ｓｇ
『－－－ⅡＦＵＥ－マニー可に~←￣ロエ奇一■＝二=Ｔ言言ロ

Ｏ１０２０３０４０５０ｅＯＴＯＳＯｇＯ
ｒ￣ＢＴ￣･~ＤＥ－一口ＥニーロＩ=二二，１－￣■￣－万一Ｕ二古司Ｌ￣ロ

０１２Ｓ４ＳＳＴＳｇ
＝＝ロ‐亘．－ニニ０￣、￣￣＝］＝Ｉ

蕪



￣へ

人口動態調査離婚票 、辰ii耐『:訂

平成年月日保伍所受付

指定統叶第５号

平成年月日市区町村受付

￣

■Ⅱ■■

■■■■

I■■■

I■■■

■U■■

－

１■■■

■■■■

■■■■

I■■■

1■■■

■■■■

U■■■

－

－

－

１■■■

I■■■

■■■■

l■■■

■■■■

l■■■

|■■■

1■■■

1■■■

－

１■■■

I■■■

I■■■

】■■■

|■■■

￣

|■■■

U■■■

、

~ノ

－８３－

ヨ

ユ

I

３

上

、

市区町村符号及び
保健所符号

事件簿番号

市区町村受付月 月 Ｅ上辺具[竺全ニニ墨昌呂迎L辺.』二

川
氏
名
及
び
生
年
月

夫

妻

氏名

氏名

元号

年

月

元号

年

月

と昭和 二大正皇明治
０１０２０３０４．
￣＝＝.￣￣￣

０１量３４ＳｅＴＢｅ

１２３４5ｓ７８９１０１１１盆

と昭和 皇大正畠明治
０１０２０ｓｏ４０ｓｏ
￣￣￣￣￣￣

Ｏ
￣ ［

垂３4567ｓ⑨
．‐￣￣￣￣￣￣［＝＝。

■

Ｚ３４５６７
コーロ～［弓－口－戸

Ｂ⑨１０１１１ヱ
ー￣￣￣￣

（２）国籍 国籍
に ｡日本昌鯛・皇ｺﾞｷ､国会米国ニモ晩

（３）雛婚の種別 種別
Ｅ ｡堪鱗呈鱒体匡皇審判当判決

（４）調停・審判又は判決の年月
年

月

０３０２Ｃｌも４Ｂａｅ２ｅｌｓｏ
￣￣￣－－￣￣

１三３４ｓｅＴｅｇｌｏ１１１ｚ

（５）未成年の子の数
夫

妻

ｏ１ごａ４ｓｅＴＢｇｌｏ
￣￣￣￣￣－－－－￣￣

０１量３４５ｓＴＢｇｌＯ

同
居
の
期
間

（６）同居を始めたとき

平･昭年月

（７）別唐したとき

平･昭年月

年

月

年

月

０１０ＺＯ３０冬◎５０ｅＯ
￣￣￣￣￣￣￣

０１２３４ｓｅＴＢｇ
￣￣￣￣￣￣￣［＝＝。‐￣

１２３４ＳｅＴＢｇｌＯ１１１ａ
－一【＝＝。‐￣￣￣￣￣－－￣

ｏ１０ｚｏ３０４０ｓｏｓｏ
￣￣￣￣￣こユ‐

０１２３４ＳＳＴＳＢ
Ｅ＝。‐￣￣￣￣￣￣￣￣

１
～ 二 ３４ＢＧ

￣Ｕ～￣戸

Ｔ
￣

ＢｇｌＯ１１１＝
庁司Ｅ→戸戸口戸

別居する前の住所が日本か否か 日本･外 と日本 畠日本外

（８）別居する前の住所 都道

府県

市区

町村

保Hk所

０１０～左⑥
卜鍾弓q白.ｆｄ－Ｅ＝し－＄_亡辱ユーーコム

ポｏｊ１‘ご‐⑳-４８
亀６－磐二…急い~_と
●)丁⑧ｆＯ刀工

､－－－－畠ノー畠豈豊昌_当』_j－－…－
１

m豊;､農_畠古呉息豊.畠2豊魚昌豊:…ふ_＿
ユ｢｣L､ｆニュムケニ凶２Ｓユ且｡Yユシｗ～

ムユ典型一△Ⅶユユュ畠Z･具､ユル｢し

（９）別居する前の世帯の主な仕事 仕事 と専圧亡皇兼丘呈自営皇勤’二動11皇他

(10）別居する前の夫萎め職業

夫

妻

eＯＤＯ
二-Jニコーニニコー－－－－－－－－－

-０１盆３，４刃Ｂ－ｅＴ⑧，●

畠_豊閾磐豊_豊藝磐豊豊聖』聖
、ＬＯ－ａ／③４ＧＢＴＢ#●

缶娑◇角一一一凸一つ■~￣⑤-

備考

確認（）欄

豪
、｡-ｒ０１Ｌ,ロ 亀fｗｉ 』 Lb』砿fj幽流lwv塁窓 tAn苧戸群?￣￣■~'一･;＿":

■Ⅱ■■

『馬?~二FyぞﾃﾞｰT:〒WF7豆~::;!;夢－万！



■■■■■■■■■■■■■■■■■

指定統計第５号
「数字脆入例
回、回目|、回E1mlg1nl □人口動態調査出生票

園屏衷Ｊｍ百百］
限n

匹１保■■■■■■■■■

１

圏国Ⅱ冒囹圖后后同別煕關、眉間稲l駕囚届、B画ロⅡⅡ

雛隅圃、洞･･Ⅲ
■■■

明
和
、
．
‐
Ⅱ
０
０

ｒ…入,，,，￣￣
回、回目、日日ｎ回、

可

四人口動態調査婚姻票 指定統計第５号

麺応可百百百百］＄■＆■■■■

’

蝋…ｒⅡ唱圖w,ｍｆ
ＩｌｕＩｉｌｌ－ｎｎ

■■■■ 昭
３
下

－８４－

面]己言雪琶］

上 ■■■■■■■■■■ロ－

平成年月日市区町ｷｨ受付

平成年月日保健所受付

平成年月日市区町ﾘｵ受付

平成年月日ＩＨＩ髄所受(寸市区町村符号Xlぴ保随所符号

支所毎世藷

ｎｎｎｎｎｎｎｎ

市区町村

受付月

月

□□
(１）

氏名、び

生.年月

夫 年月

国因圃･□□･□□
湊 年月

圃因国口□ロﾛ、□
副
夫
の
住
所

日本外国

□□□
巴市届市

:画iii厘
尚町胤m
U1リノの村

府県ヨ－市．郡｡東京都の区一

□ □□□□ ごIl-iFli埜１門|=ｉｉ竺rrl

（３）

国

鮪

日本愚｡ｉ中四F．６．２'１氷匹兵1Ｋフラ,Ｇ死jD-JD'騨了不IＣ

夫□ロロ□□□□□□□□

嚢

２１二二旨車⑪?.←ラマ０囚頁囚言う``・・ん｡？,''層圷ＩＣ

□□□□□□□□□□□

４
珀
噸
代
の
夫
鐸
の
氏

５
面
店
を
的
ぬ
た
と
仁

Ｉ

癖
□
皿
□ 年月

因回国口□|~H~|、
<６１

初婚・再婚の別

夫

樫□
､［

”
一
二
大
一

■Rリ

□

国
年月

団１コ□口□□

妻

鯉□
'i'「

竺
一
一
大
一

巴仔」

□

国
年月

同ｍｒＨ－Ｉｎ
(７１

同居を始めるＦ１の夫役のそれ

ぞれの世帯の主なｌ士卒 |襄占門門芭琶百 ■

↑■■亡呂■］句ご|Ｉｈ１１ｉＯＰＩ称ﾌﾞﾘ向9

、ロロ、、、
(8)

同居を始める航の

夫妻の鷹良

夫妻

□□□□

市区町村符号及び保0R所符号

（１）
子の氏名

父缶との段も便

男女ｉｉｌｌ

氏名 ■止干とＷＭｴ

□□
男女

□□ 生まれたとき

年月曰午前午lａ時

lii百1F７１ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ

⑭
生
ま
れ
た
と
こ
ろ

叫
子
の
住
所

熱
□
醜
□

匝I□□□
届市届市

lii区lIi区
畠可鈩
Ｕ村の村

□ ｢~||~'’''’'１｜｜｜｜|｜|｜｜｜｜|｜｜｜|’

ＲＲＲ門i塗fiiｴil坐|門FｌｎｍＲｎｎ
市区町村符号係他所符号

ｎＴＴ祠！｢百百１
アパート・マンション.樺方

ｎ「

(5)

父母の氏名

生年月日

父

年月 日

田lHi1H~lｎｎｎｎｎ

母

年月日

田FinH~lｎｎｎｎｎ

(5)

父母の

国節
「

父

母

日本忌刮中曲鼠～タイ米■貝凹フ'１，`し儲ルー；毎ａ不脚

ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ□
日本謡中四エンクイ米、再■ﾌｧ:`叫髭'ト鈩思不脚

ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ□
(7)

同居を始め

たとき
田liiiill軍H-lfH-lFl

(8)

子nK重ま'１ｔとき

の世仔の主i｢せ＄

?■ｑＺＢｑｉＤ■&■１５■Ｅｉｌね

ｎｎｎｎｎｎ
(９）

子”主３，２と９

の父司⑭■■

ヱ９３

□□□□
Ｉ１０ｉ

子の体■

■■不U２

、、、□□
(１１）

双子以上
の咀合

刑千三つ子

ロロ
ご

￣ (□つぅ

出
庶
順
位

■一千Ⅸ三子圦巨子

□□□

四
一

卜□ｻﾞ）
(12）

111生の咀所

のMＩｌｌｌ

1Ａ且氾OqlRq＃４n万．リ『⑭

ｎｎｎｎｎ
施肢の名称 (1]）

妊娠通散 潟□□③
(１４）

この母の出産

した子の散

(１５）

出生に立ち

会った者

出生子：ご§ＷＬＷ

□□人□□鯖
I■■２Ｗ■］iｍＱ

、、、

ﾊ'千以上の咀舎はｲU1の子の卒件乃缶丹

碗胆

出生東第号

死産粟第号

狼

備考□



｢搬肌卵､、
－－

曰人ロ動態調査離婚票 指定統計第５号

画F雨i墨i百百百百］

肩
】

’ ’
■■■■

－８５－

ｍ百百百E密ﾖ］

L一三 ■■■■■■■■■■l■■■■■

明
３，

下’

|」

平成年月日市区町対受付

平成年月日保随所受付

市区町村

受付月

月

□□
'１１）

氏名n(「

生年月

夫 年月

岡田|､:卜□□｡、、
嚢 年月

圃因回･□□口□□

②
国
範

日本息脚十国篦21哉頤、Ｉﾊ.､

夫□ｎｎｎｎｎｎｎ「
旧４鱗＆中い‐か～” Ⅸ百百百－7ﾏﾗｰｰﾏ

嚢□ｎｎｎｎｎｎｎ「

１"髄不1０

]□ロ
ール'筒木Ⅲ

]ロロ

即
離
婚
の
犠
別

⑤
未
成
年
の
手
の
敵

月［Ⅱ〕

犀皿
辨叩愁即
饒
囑

“
□ 箇箇|'Ｗ

＿屑
pTnCtn+子

□□
の

期
間

両居\伯いたとき年月

因圃囲b□□･□□
ⅡⅢ鷹し，とぎ年月

國圃･□□･□□

９
１
４

８１

別
居
す
る
前
の
住
所

日本外国

□□□
■市邑市

i1国’11風
億m：ｑ
Ｕ１１の巧

□邑邑
ヨー市．郡，東京都の区ョ

□□□□ 椚浮li壁|門i坐ii型||坐rｌ

(9)

別居する前の

世帯の主な仕事

ＩｚａＲＢＢ］、■８日Ｉ５ｂ２（、、

□ロロロ、□
IIO）

別居する前の

夫嚢の■藁

夫嚢

□ロロ□

市区町村符号及び保健所符号

確認

｜’柵

備考□



「戴扇Ｔ
ｎｍ回目ｍＥ１Ｅｎｇｎ 回人口動態調査死亡票 指定統計第５号

瞳Fii5三'百百百百］

’ ’
■■■■ ■■■

示利I、〒の囚

１Ｔ号１．hFｈ＝

■■■■■■■

■■■■

b'_｜■■■■■■■■■■■■■■■■■■

－８６－

明
３
下

平成年月日市区町村受付

平成年月日保Ir所受付市区町村符号及び儒低ili符号！ ｎｎｎｎ
支所煤

ＨＨ

耐
、

川
氏
名

③
男
女
別

男女

ロロ

③
惣
可
門
川

年月日午前午側

|明||大''昭||平Ｈ ｌＨ ｜’｜’ ｜Ｈ/''１
鯖

｜Ｉ

勲
□

■
い
り
Ｌ
４
さ
完

仏
氏
世
し
‐

年月日午Ⅱ令午iＨ

'昭’ 平’｜’ ｜’ ｜’｜’ ｜’|’ |’
時

|’

識
□

聯
□

昨
□
⑤
死
亡
し
た
と

⑬
死
亡
し
た
人
の
住
所

醗
囮
鰄
鍬

秤
□

綱
□

□芒|凸
Ｉ￣

￣ 市，郡｜東京都の区

□□□
ヨ「￣￣￣￣

□
町，１１１１１ｉ定’１１市の区

ｎｎｎｎｎｎ
￣

□

|=||=lFil=lFl門浮ri二i二|坐|n門|=lmFi=’
市区町村符号保舷所符号

｢｢TTiTiTiT「FiiTI
|ｱﾊﾟｰﾄ･ﾏﾝｼｮﾝ･'６方

(7)

死亡した人の国H2

日本認中161ヂパシリ’求、■、ﾌﾟﾁ'トバ凸一Ａ命白下IF

ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ□
(8:(９１

死亡した人⑩天意鮭１３Ｆ

いる’`､Qiい'千姻莞別晒IV11不lＺ

□負□ロロ虚□□□□
'か〔

要亡

■

iQAn

E届

月日
都通市区

府県町村

『・ＤＰﾆﾊﾞﾐﾆF】1.1.9･ｌ６－－－

ｌ(逢蹴:,ロロロロロロ
｢】］１０Ｍ）

iE亡の』丙の

閉F１

…:KO篇'rM1…,筐記～

ロロロロロロ
施肢の名称 (I5jl

死亡の

尋霧

８３Ｆ？苞Ｔｒ二Ａ．.,』：二:；－．。．

□ロロ□□□□ ﾙﾋﾞ．
寺▼←Ｂ二■

傭雷〔／□□

原死因符号 ロロF~|｢;~l｢1-1 Ｅ符号 ｢;~|｢Ｔ;~|□
発生唄所

符号 □:鷲 ロロロロロ|…
有■

□□

死
亡
の
原
因

６

イ
直
接
死
因

ロ
イ
の
原
因

Ｉ
↓

小
口
の
原
因

０
－
０

Ⅱ

そ
の
他
の
身
体
状
況

入しき’（ない分8Ｊ下欄に８２入してくださ’、

諄「田

で

の

｡１１

間

□□
趣，」』

ヒロ
ﾘﾖﾊ…,８１【＊・けLIM印ｌｓｌヨＬ,で｡`（さ'.。

|~|ｎｎｎｎＦｎ
▼枠内にIeA該Ｆ１.ｃ'･骨.:下印i二１３ﾉｰで(Ｅさい

|nl-ln言ｎｎ－Ｉ
Ｉ▼鰯向:巨哩ＪＬＡＦｌＦ｡『，:2Ｗ.≦IEルァ《f些學い…＿…

手
術
の
主
要
所
見

手術の年月日

平成

|瑠和 年月日

漂
劃
の
主
要
所
見

、
外
因
死
の
追
加
事
項

Ｉ＆呑舞

年月日時鳶’ 璽月巳鞠爾翁
平成

n部ロ

手段及び状況 騰輸
(､9）

施般の所在地

又Ijt匿師の生

雨及び氏名

｜噸’

雨ｉＴ了１１願|－→|’



－－－

－１「
数字記入例

、、回目|、目Ｅ１，面'て7１ 固人ロ動態調査死産票 指定統計第５号

瞳屏墓'百百iﾖ百］

■■■■

■■■■■■■

｢T1m11

I;f； ■■■■

明
３
下

－８７－

上 ￣一

平成年月日市区副J村受付

平成年月日保健FW受付市区町村符号風び保Ｍ２所符号

責ｊＷ倶働所

ｎｎｎｎｎｎｎｎ
(１）

母の固輔

Ｍ巴瞬中剃７`化彦２１垂孤五四ﾃﾗ？ＩバトＡ型''8不Zｎ

ｎｎｎｎｎｎｎｎｎ□□
〔２１

父母の氏名
年齢

父

洩 □□ 歳

田

濁 □□ 態

(]）

死産児の男女別及び嫡出子か否力bのRll

男女不鮮

ロロロ
嫡出子Hlnfi．『

ロロ
(41

死産があったとき

年月日午iii午後輔

画便]ロ□ロロロ□□･□□-□□

⑤
死
産
が
貌
刊
だ
と
君
の
母
の
住
所

日本外国不鮮

ロロ□□
属市届市

閲区胤区
高､１%町
ＵＩ１の村

｢､l塗|門「
「￣￣ 市，郡‘東京都の区

□□□

F､=||=n=ｉ
市 区田］

n百
ＵＴＵｏＪっＵｺﾞﾄﾞﾛﾛﾁﾕｰｆｌＴｂｊ■可

｡-面-百''百口

弓

□
－町，村・栃定郁市の区

ｎｎｎｎｎｎ
￣

[

|=ri=ri~r堂ＩｎＦｎ=i=||=F１
'アパート・マンション，樵方

i6）

死曝があづtときの

世帯の主なせ＄

,n日二目ロョニョ』i･ｉｌＰ１ｌ９+■劃

□□□、、、

(７）

死産$`Jｶｰ』たときの

父母の磁業

父母

□□ロロ

(８）

Ｅの田の出産した

孑の徴

1ｍ生子柾編満26週凹猪の死産児妊娠濁19週以前の死農児

□□人□□艦□□鰭
11ヨ)

妊娠週数 機 □□ 週

(ID）

死産児の体墾

ｋし：不鮮

□□□□□

イ1１１

飴児死亡の時期

.§偶Iii分烏やWLn

ロロロ

(12）

死｡fの必所の桧別

排
□

蕊
□

》
□

》
□

雁
□

(|]）

双子以上の場合

ｶﾞﾏ三-二i+面コマＬｐｌ－

□□□(□つ１
出侭田1ｺ

研一弄聯二言詞一厚ｉＹｒ,6

ロロ□□(露□４

（Ｍ）

ﾘﾓ1F

自

人

の

ｐｉ

ｴ別

'ほ』ｴ(,`'二､篭）１丁犀

□□□□

（IE〕１１房ｆｎＤ

露|□□
(17）

死猛に立ち
会うた者

恒航Ｉ宣旨定Ｊ÷食ぞ

E]ロロ

ｌ
ト
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
ｌ
１
ｌ
ｈ
ｒ
Ｌ
悼
憶

心
自
然
死
産
の
原
因
又
は
人
工
死
産
の
理
由

に
よ
る
場
合

護
法

桐の児胎
□
艀
鵬

□
２父依
近
波
者
の兜

□
３そ
の

１lｂ

砿忠須又トズ麹由

|□□□□□|’ 母の側Ｉ |□□||□’

ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ
▼枠内に記入しきれなく八分は下1,1に記入して<造さいｎ

ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ
▼枠内に記入しきれ'｢小分仲下欄に記入してくださいｄ

ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ

ｎｒｌｎｎｎｎｎｎｎｎ
▼枠内に記入しきれな（八分トユ『TlWIに記入してください。

ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ

ｎｎｎｎｎｎｎｎｌ~|、
▼枠内Lﾆﾆ己入しきれもEし、分【土下編にロ己入して<ださし､⑩

ｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎｎ
▼1辛内に記入しきれ':』．Ｌ、分(』Ｔｌ期に肥入してください。

イ
又
は
理
由

直
接
原
因
ロ
イ
の
原
因

ノ１

<ロ）

の

原

因

ｊ

二
八
の
原
因

木
一
局
原
因
身
体
状
況

そ
の
他
の

ｎｎｎｎｎＦｌｎｎｎｎ
▼枠内しこ＃己入しきれなし､分蛙下欄にＢａ入して<ださし､,，

双子以上の場合はｲ他の子の事件簿番号

出牛票蘂号

死産票案号

確認〔］欄

備考□



｢面面ﾗｰ蚕万１
鉛鼓や『Ｗたやす'.､インキで書か怠し、

で《沼劉､、

イ･が生まれた日からかぞえて１４日以

内臣出してくだき､､、

子仇本巧地でをb､役場に出すときは．

２通出して（ださい。

十功名は．常閣濃字．人名用漢字．

がたか’参・、ひらがなで書いて（ブニニ

い□

よみかたは．戸籍には配磁容ｵしませ

ん。住民票②処理上必要ですから各

いて《だｇｂＤ”

□には、あてl』まる６のに□のよﾐ

ﾄﾆしるし空つけてください。

徒理平成年ＨＦ１

篇号

兒送平成年月、

出生届

平成ｆｆ月日届出

長殿

送付平成年月日

第号

長印

出生証明書
一
○
夜
の
旧
時
は
『
午
前
０
時
」
、
昼
の
咀
時
は
『
午
後
０
時
」
と
岳
い
て
く
だ
さ
い
。

㈹

…鴛形Ｔ~耐~に;｡::鬮二墓'.｡壁Ｉ|妾；賎(1)

生

⑪

j､三三二二
□午前
□午後

平成年月日 時分（２）

(3)
番地

昏 号

'|雇妙；
番地

番 層
(4)

世帯上
両氏名

と
柚

・
萎
昌

蟹
胡

世
の

⑬姦
生
ま
れ
た
＋
の
父
と
母

〃

(5)

年月日（満議）

範
⑪ 番地

番
卿

１
１

６
７

１
－

正頗着
勿氏調

卒頭肴の氏名には．戸蒲切はじｉｎに

妃乾さｵ［て１，､る人の氏名造古いて《

疋弓Ｌ､。年月（噸鱗騨綿藷：:繩霊駒） OII

□１．＆堂だけをしてい凸肌fIf
l-］２.展黒とその他のｕ中鯏ｷｰ,ている世帯

□３`唐や＄粉所を持一『てrl81紫･簡工量･守一ビス藁必と.を鯛へて蟻･liしている世帯
□４.管厚･小鳥･Hhki･幽充,外史･隈､l偲世抗体'満．Ⅱl守門j1h校辛裳以上の技神１名などの

⑰労肴世帯｢lﾙｫﾕr夛｡｣］汀!；缶6句蟹U･･毎旧川ｎ,二囮’

□５．４にあてばまらない馳労片職帯'+t毎エと!:’母Ｌ渋嚴､煙0Ｗ'■開岱｣』Iij
□６.そ勿地伺横冊

(8)

鯛

父曇の騒繋|:臆マー………,
(画守珂伍の年･･･

父の用&業

年…‘)４月11日Iか｢>や扉。月。１，まで6二７－力OEIｮ典｢Lｻﾞ:とき｢ｺﾞ:十円いて（どｇい〕

｜母の用R藁(9)

１

子勿笂まﾌﾞﾆは母が．まだ戸舟めあ頭

満とむやで､､をい場合は．新しい戸

鰭がつくられますので．=の欄に命

電する木軸を戸いて（だ二、､。

厩
出色座■■

配入の主■「
…

8】；ロユ瀧竃代理人（）ロ，何騰希ロ…□…蝿ロ…鯉…満
住所巷地

番号

出生証明書uQ欄の体砠は、立会者が医師又は助塵蝿以外‘『１着で．わから虐げれ

ば軒かなくてもかまいません。

出生柾明膚〈10泊の二の母切iB歯し仁子の剣は、当誼母又は家人などから印し･て

缶いて<超さＬ､。

=のH1生､f関谷の作成者の噸序は．この出生の立会者が例えば医師・助産婦と

もに京合口危拷合にlさ医師が谷《よ弓に】、２．３の頂序'二従って谷いて《超

さい。

○母子健康宇根と届出人の印を

ご持参下さい。

本籍 番地

番

筆頻稀

⑪氏名 連絡先

唖話（）

自宅･勤務先･呼出

署名 香
方年月日生印

千のﾘﾘ女の:11．

氏名及び体Ⅲ

１円

２文

氏堀 (▲蓮

ゲーム

映子以上

の塔会

１頑子

2三つｆ

３四つ7以上
（つ子）

出産順位

】輔一千２第＝子３執二千

４誘四ｆ以後’(鞆『｝

出生の年月日

時分
平成年月日

Ｔ身１１

午後
時分

協生の埆所

風びその柿W1I

番地

番号

ｌ病院２絵窄所３肋廉所４向宝５ぞ豆》他

'J2.3②名樽

軽康i目數肚ぴ

母、氏偶

娠
疑
》

妊
週

j■■ 母②氏名

二の母の111罐

した子の政

上記仇子が上

記の日時鞘所

で出ＱｔＬだ=

とを証明する。

』ﾘｴ故年

Ｈ、

Al典子(二⑪出生fⅢひ出生代死亡Ｌ'二千を含む＆)……人

軽賑祷20週(慨娠築６月)以騰の死産I尼,…,,..….．砧

醗遮

駐廿

１腹節

２１U｢産婦

３そぢ､他

氏名

押印

印
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Ｓ
国
産
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｢
叶
桓
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盤
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叩
Ｓ
筥
漣
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ｒ
排
奉
・
芯
｣
｣
U
伸
二
ぃ
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i
u
知
二
。

。・晟聾）し２位杙Ｓｍ一余毎型Ｊ学詞や西を

認・塑奪Ｇ‐‐亘塘公牌Ｕ蟹ｓ叩『一〆如蝉ごＰ蝋公国ｓｕ栽
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ノ品辿〉」Ｚ伍幻「回

甸行一匹催一室ご汗野巧）戻泣麺野沮」【一担忠Ｓ歪三馬マニ

悩斗

画工叶樺瘤一
梧軒一|：E’

、際埣赴殴獅室鍋Ｕぽ

戦．「（一三余ｓ〈ＥＣ｝圷野室）互怠二選き』型辿巌Ｓうち命

．『（皀旱毎濯宅）百二二宮■さ」『一但澄《□窒患韓靱。Ｐ一切卍
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瓜紳伊愛嘩丹ｅ獅但忠

Ｃａ帥興〉いざ竃ｕＥ
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管Ｐ堕靱却川畳凸Ｕ暇

②二●＆
卯興》やら倒侑ゆや塒

人〉２十十Ｎ鱈十嵌窒
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②二
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ｅ二

臣己

園
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唾

本
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朱
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乱

愛｡
ｂ
迄
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【
四
，

匡逹、亟
国屋
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韮
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二
’

５台’

時
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求
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ｍ

華
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卜
叶
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亟竃匹什Ｓ王吟
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Ｇニエ『デ全旦

軍医ｓ但凶
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二■詔
塞赴ヰＳｍ准守

余念．臣計
哉嘩江空

蔑導己電竪胖

〈ｚｑ台｝低地）

左守Ｃ制瞬亦但

召等唇璃

Ｇ殴図汝

妙申

刮曲

量退凶（印画）

准巷忌通旺雪〆製ご虐邑閏＃ｗｅ

亀野載拳く叫型）△幣准催禽．■連

垣匝針轡斗の」（弾年）左女ら③Ｇ■判



別記様式〔爵三条関係）

死産証書（死胎検案書）

産届
年月日届出

長殿

死

平成

円近展作成 (O）

父
父母の溢姻

直前の木田ｉ

(?離榿鰯P）

｜面両夛重訂
鉛笠や消えやすいインキで■かないてくだ

さい．

二の届１１妊娠法12週以後一溝12週を含む－

（妊娠第４月以後一節４月を含む－）の死産

について，死産後７日以内に役粉Iこ出してく
ださい．

□にはあてはまるものに|」のよう'二Ｌるし
をつけてください。

二の死産証害又ﾄｭ死胎検=■の作成者は医

師又は助産婦ですが０医師・助産畷とqjに死

産に立ち会った場合ﾄｰは医師が書いてくださ

い．

医師又は助産拐の死産証宕又は死胎検案■

が得られないときは凧出人lﾕその理由を余白

に■き死産の事実芭証現しうるきが死産証宙

の閏岻以外の各田についてできるだけ書い

てください．二の場合浜■の「死産歴■」の
「死産」の次に「(事実)」といり文字を密い

て「死産(事実)証杏」として《超さい．

6Ｗ胎児死亡の時期（妊樫漬20週(任塵第６月）

以後の自然死産のみ）で「分娩前」とは陣摘

開始前をいい「分娩中」とに陣痛開始から飴

児が投出し侭ろきでをいい産す．なお．陣jiIi

開始駒の切照分娩の塒合6ﾕ．1A刀閑始から胎

児の雄山まで琶「分娩中」とします．

“死産の自然人工別で「人工死産」とI』人工

的処伍を加えた二とによワ死産に至った場合

をいいます．ただＬ･胎児を出生させる二と

を目的として人工的処■と加えたにもかかわ

らず死産した場合は「自然死産」としきす。

on自然死産の原因又は人工死産の理由（３優

生保覆些にJ上ら砥いもの）のＩの｢イ」翻ﾄｰ↓よ

直接原囚又ﾄﾕ理由を胎児の側か母の側のいず

ｵlかi二分tﾌﾞて嘗曾さらにそれと肉呆関係のあ

る原因又は理由があれば「戸」■｢へ」硯……

とつづけてそれぞれ胎児又は母の例に分けて

古し､てください．胎児又は母の側いずれかき

ぬかれる堵合ば舟の側に■いてください．

Ⅱの「その他の身体状況」には．死産に直接

の関係胞牡いが．悪彫■Ｅ与えたと思われる

身体状況をきいてください．

都道溌

県名

都逗府

県名

脚
⑪

【、

鼻馳１－三J百M遭而(2)

年月日〔浜壷）

鰯

□男□女ロ不群

(8】

□横山子□嫡出でない子

平成鐸月日Ｂ孝潔時分
（４）

qｐ

香地

番号

死産かあ-たと
ころ

死産が凸勺*と

きの母の住所

(瀞騨\）

②
○ 山、

番地

番号(印

IIljji篝Ｆ１篝1雲IIT;■
=了Tl房五三両＝三

.Ｌ艮纂だけをしている世帯
．2.公藁とその他の仕事を特‐ている世帯

.3.店や卒愁所を持って自由乗･簡工藁･サービス乗iよどを個人で経営して
いる世帯

.｡､舌震･卒硲･教ロ･販売･外交･医毎保健技術春｡１日専門学校卒藁以上の技術者
などの動労石世帯（日々又'４１年未満の輿的の西用者は６）

｡５．４にあて12まら強↓､勤労者世帯（｢】々又は】年末産の契約の雇励者は６）
ﾛ6.その101の世帯

(6)

⑬

(わ

⑬）

0｡

届出人
oｎ

印氏名

死産児の男女別

１円

２女

３不評

母の氏名

妊槻週歓 消辺

死産の

年月日時分

午前

平成年月日時分
午後

死広児の体重 グラム

船児死亡の時期（妊娠黄知遇(妊櫨第６月)以後自然死産のみ〕
＜▲■▲

１分娩9町２分挽中３不屏

死産の場所

及びその誼別

呑地

番号

Ｉ病暁２砂疲所３助産所４目毛５その他

(１．２．３の名称）

双子以上の

輯合

１双子
２三つ子
３四つ子以上
（つ子）

出産碩位 ｌ第一児２第二兄３第三兄４第四児以後

(館兄）

死症の

自然人工別

ｌ自鯉死産

人エ死産（２■生保展法ﾄｰよる(』の３優生保壊法トーよらないもの）

４不開

自然死産の原因

又は人工死産の

理由

Ｉ

イ

直接原因
又は麗由

口

|ｨ】の原因

■、

、Iの原因

￣

P1の原因

巾

目の原因

Ⅱ
その他の

身体状況

胎児の侍 印の何 匹生保臣法Iこよる揖合

１

母体何

の康ONL

による ■

疾息名

親
疾
よ

２
近
の
に
・

父
宕
屋
ら

疾足名

３

その他

理由

胎児頂剖②右然 １有２無

】医蹄

２肋産侶

上記の墨り正明（検案）する△平i函年月曰

番地

(住所）番号

(氏名） 印



而両霊万］
鉛益や消えやすいイシキで書かなし､でくだきt,0.

二の届は、あらかこい用はして＿結鹸式をあげる町また{まldlI1Dlを始めるElに出すようにして〈ずまい。その曰が曰昭目や祝

日でも届ける二とができます。（この巴合、■近与で取扱うので、前日量で仁戸■担当係で下■べそしておいて下さい｡)。

夫にとる人寵允は要になる人の本袴地に出すときは２通、その暉かのと＝ろに出すとＳは３通出して《だ曾い･

二の屈台嘩本繕地で白い役塒に出十ときは、戸傭抄本が必要で･すから．』らかこめ南意Ｌてく竃弓い。（屈本でもけつこう

です｡)。

(1)

(2)

(3)

r益頭者勿氏名』には、戸蒟②Iよしいに記敏邑机ている人⑱氏名を害し､てくプごさい”

父母がいま婦顛しているとミは、母の氏lさ杏かをいで、名虐げを谷いてください響

養父母Iぶついてい可しように書いてくどきＩ､ｃ

《｡
￣

ロ'二Iユ、あてはまるも幻に曰の上-;にしるしをつけて《だ碁ぃ。

外国人と糟掴する人か．ま超戸籍の筆頭渦となっていな＄､娚合には、新しし､戸猪かつ《られ主すめで．希望すら本姥を書い

て《ズゴーい、

(4)

(5)

(6) 再婚のときIﾕ、IEilIの幡慰につ'・むて毎いて《だざし､、

内雄功ものはふくよ餌まぜん。

(7)

(8)

○署名は必らず本人が自署して下さい

｡印は各自別々の印を押して下さい

｡届出人の印を御持参下さい

連絡先

電話（）

自宅･励務先鯵呼出

香
方

件簿番号

受理平成年月日

1F号

送付平成年月日

第号

百瓢頂五 ７．時妃⑬

発送平成年月日

歴破■友１房杏粟ｌ閉頑

ＢＥ印

氏名

生年月日

夫になる人

氏 侭

年月曰

妻になる人

氏 名

年月日

住所

(麟蜜:して） 粉帯主

の氏名

番地

番号
番地

番号

世帯主

の氏名

本輔

外国人のときは
邑硲垣(＋を旨い
てください 笙頚折

の氏名

番地
番

軍頭肴
の氏名

諦地
番

父母の氏名
父母との銃尊柄

(騨織）

父

母

続き柄

男

父

母

続き柄

女

婚姻後の夫婦の

氏.新しい本籍

□夫の氏

□妻の氏

新本籍（産めＥｌの氏ｎ人がすでに戸雑切筆鋼老と倉づているときはちか密いで(だざぃ）

番地

番

同居を始めた
とき

年月 桔蟠式をJMfたと３．または．１却堪を飴免
たときのうも早し､Iエサを書いてくだきい
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Ｖ保健所の統計活動

＜保健所の衛生行政組織における位置付け＞

保健所は保健所法に基づき設置されており，原則として都道府県が設置主体になってい

るが，保健所法施行令に規定されているいくつかの市，特別区は独自に設置している。一

般の衛生行政においては，国一都道府県（衛生主管部局）－保健所一市町村といった流れ

になっており，労働衛生行政のように国一都道府県労働基準局一労働基準監督署といった

ような国の直轄行政とは異なったものになっている。

＜保健所の歴史＞

保健所法は昭和12年に，特に国民の体位向上といった要請の中で出来てきたものである。

戦前の衛生行政は社会防衛的立場から取り締まり的な性格が強いものであったが，終戦後，

ＧＨＱの指導のもとで衛生行政が取り締まり的なものからサービス行政へと転換する中で，

保健所法も全面的に改正され，地方における公衆衛生の中心機関として保健指導業務，疾

病予防対策と管内地域の保健衛生に関する行政事務を合わせて実施する機関として位置付

けられてきた。

く保健所の業務＞

つぎに保健所の実際の業務を，保健所法第２条に明記されている順に挙げると，

ｌ）衛生思想の普及及び向上に関する事項

２）人口動態統計に関する事項

３）栄養の改善及び飲食物の衛生に関する事項

４）住宅，水道，下水道，廃棄物の処理，清掃その他の環境の衛生に関する事項

５）保健婦に関する事項

６）公共医療事業の向上及び増進に関する事項

７）母性及び乳幼児並びに老人の衛生に関する事項

８）歯科衛生に関する事項

９）衛生上の試験及び検査に関する事項

１０）精神衛生に関する事項

１１）結核，性病，伝染病，その他の疾病の予防に関する事項

12）その他地方における公衆衛生の向上及び増進に関する事項

これらのうち２番目に人口動態統計があるが，これが公衆衛生を行う上では最も基本と
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なる統計である。このように保健所が行う業務は多岐にわたるが，１２番目あるように，要

するに公衆衛生関係の活動は何でもやれるように読める。

具体的にどういうことをやっているかというと，まず，保健所に直接やってきた人に保

健婦や医師が指導したり，保健婦が家庭訪問を行って個別に指導するといった指導業務が

ある。また，委任業務として知事等から保健所長に委任された事務を行っている。委任さ

れている業務には国の機関として都道府県知事等が処理する事務や，地方公共団体に属す

る事務がある。委任事務以外に保健所長が処理するものとしていろいろな法令に規定され

ている業務がある。届出を受理したり，許可したり，確認証明を交付したり，それぞれの

法令に基づいて行われている。その他に経由事務がある。特に，通常活動以外のいろいろ

な統計に関する経由事務があるし，また申請についても保健所を経由して都道府県，そし

て国へと上げてくるものもある。また，市町村からのいろいろな委託業務もある。この他

に，試験・検査・治療といったものがあるが，治療は原則的に予防的性格のものしか行わ

ないことになっている。健康診断はいろいろと行っている。例えば，結核患者やその家族

の健康診断や，乳児検診・３歳児検診といったものがある。乳児検診・３歳児検診は保健

所に呼んで行うこともあるが，最近は市町村の保健センター，公民館等に出向いて実施す

ることが多いようだ。

く保健所の職員＞

保健所の場合，所長は医師であることが法的に義務付けられている。しかも３年以上公

衆衛生の実務を経験したもの，国立公衆衛生院の課程を終了したもの，あるいはそれらと

同等の経験があると認められるものでなければならないと規定されている。そのほかに，

保健所には医師，歯科医師、薬剤師，獣医師，診療放射線技師，臨床検査技師，管理栄養

士，保健婦など，保健所の業務を遂行するために必要な職員を置くことと条文に明記され

ている。これらの職種全てが置かれていない場合ももちろんあるが，医師，薬剤師，獣医

師，診療放射線技師，栄養士，保健婦は，ほとんどの保健所に配置されているようである。

1つの保健所の職員数は，小規模なところで20名前後というところもあれば，大規模な

ところでは80～90名というところもある。

これら技術職員のほとんどについて，国は，その人件費を保健所運営費交付金という形

で補助している。一部，地方交付税として一般財源化されている職種もある。保健所職員

の人事に関しては，保健所を設置している地方公共団体が独自に行っている。ただ，技術

職は，保健所，県立病院，衛生研究所といった出先と県庁衛生部といった衛生部内での異

動が多いようである。一方，事務職は衛生部外との人事交流も多いようだ。公衆衛生活動
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は非常に総合的な性格を持っていることから，特に多職種が参加して行っていくものであ

り，これらの職種の全体的な構成が大きく変わっていくことは，あまり考えにくい。

＜保健所の設置状況＞

保健所は，管内人口１０万人に１カ所というのが一つの目安になっているが，実際には全

国で約850の保健所が設置されている。管内人口は，管内に僻地を持っている保健所では

非常に少なく，都市部ではかなり多く，約1万人から約80万人と相当開きがある。

＜保健所内の組織＞

保健所の組織として，所長以下総務課，衛生課，予防課，普及課といった組織があるが，

これは１つの例であって，都道府県によって、あるいは同じ都道府県内であっても保健所

によって若干組織は異なっている。これは，管轄区域の人口，面積などの問題等や，業務

によってはいくつかの保健所に集中化していることなどがあって，必ずしも全保健所が同

じ組織という訳ではない。

く保健所における衛生統計事務の取扱い＞

都道府県や政令市ごとに保健所の組織が異なっているために，保健所内の各課の事務分

掌も異なっており，保健所のどの課が衛生統計を担当しているかもそれぞれの保健所で異

なっている。

衛生統計担当課といっても，そこが保健所の衛生統計に関するすべての業務を行ってい

るとは限らない。例えば，医療施設関係のいろいろな調査を行う場合，医療法担当課，医

務担当課が実際の業務を担当するし，薬剤師関係の調査では，業務を所管している課が担

当する。後から述べるが，保健所の活動の中身自体についての統計である保健所運営報告

などでは，保健所内のそれぞれの事業を担当しているそれぞれの課が集計したものを，衛

生統計担当課に持ってきて，それを取りまとめるというのが一般的なようだ。厚生省報告

例などでは，都道府県単位で集計されたものが国に上がってくるが，保健所では，それぞ

れの課の通常の活動を月報，四半期報や年報といった形でまとめて，県のその業務の主管

課に所長から報告し，主管課で集計したものを県の衛生統計主管課に渡して，それから国

に報告されるようである。

保健所の衛生統計に関する業務は，大きく２つに分けて考えることができる。1つは保

健所の通常的な業務の中で把握されたものを取りまとめた，例えば厚生省報告例，保健所

運営報告といったものと，もう１つは，何々調査という名称で実施される，例えば医療施
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設調査，患者調査，国民生活基礎調査といった統計調査とがある。つまり保健所の中でデ

ータがまかなえるものと，外にデータを依存するものの２種類に分けられる。通常業務の

中で数が把握されているものには，伝染病の患者数，食中毒の件数，結核の患者数などが

ある。医療施設調査，患者調査などは調査票を保健所の職員が調査対象の施設に配付し，

記入された調査票を回収し，取りまとめを行っている。

＜保健所運営報告の内容＞

保健所が関与している統計のうち，人口動態統計，医療施設調査，患者調査，国民生活

基礎調査については，それぞれの調査について説明があると思うので，ここでは，特に保

健所における業務内容を国に報告する保健所運営報告について，様式に示されている順に，

保健所業務についての説明を加えながらみていくことにする。

健康診断の実施状況は，健康診断の種類ごとにそれぞれ何回，何人実施したかを取りま

とめたものである。保健所の業務の所でも説明したが，一般的な健康診断の他に結核予防

法に基づく管理検診や精神保健に関する診察など，保健所の内外で実施した健康診断を集

計したものである。

母子保健，母子衛生については，まず妊娠届があるが，これは市町村に届け出られた妊

娠届に関して市町村で集計した結果を保健所に報告してもらっている。妊娠が市町村に届

け出られると，市町村では妊婦に母子手帳を交付する。この母子手帳によっていろいろな

健康管理を行っている。妊娠中の健診，あるいは出生後の健診の受診票が母子手帳に添付

されているが，これらを利用している。妊産婦に対する指導を何人行ったか，その結果は

どうであったかも集計している。また乳幼児に対する保健指導も保健所活動として行った

もの，市町村活動として行ったものがあるが，何人実施したかまとめてある。保健指導は

相談の場を設けた時に指導した件数で，家庭訪問して指導したものの件数は第２表の(5)

にある。

療育相談は身体障害児のためのもので，療育についてどのような指導を行ったかその内

容を細かく集計する。

様式３に歯科保健がある。これは，検診，保健指導，予防措置，治療をどれだけ実施し

たかをまとめたものである。さらに，栄養，精神保健，医療社会事業がある。医療社会事

業とはメディカル・ソーシャル・ワークを日本語に訳したものだが，むしろそのままソー

シャル・ワークと呼んだほうが分かりやすいように思われる。また，衛生教育は保健所の

内外での活動をそれぞれの分野ごとに何回実施したかをまとめたものである。

保健婦の活動という形でまとめたものが様式８である〕これは，家庭訪問における指導，
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家庭訪問以外の指導をそれぞれ実人員何人，延べ何人に行ったかをまとめたものである。

予防接種は，基本的に市町村長の所管事項であるが，これを管内の市町村から報告を受

けて，それを保健所で集計したものを記入する。

さらに，結核の予防活動についても，結核検診は市町村長，事業主，学校から実施状況

等の報告を求めており，それを集計して報告する。結核予防法によって，結核の治療費の

公費負担制度が定められており，この公費負担の申請の件数と，審査に合格した件数，承

認した件数を集計している。結核予防法の給付の範囲と他の法令等による給付の範囲の違

いなどのために，他の公費負担制度等を適用させたほうがより多く給付が受けられる場合

があり，そのようなときには合格させても承認しない場合も生じる。結核予防法では命令

入所や従業禁止といった権限を保健所長に与えている。他人に結核をうつす可能性が高い

菌を，咳と一緒に多量に出すような症状を持っている人について，結核予防法に基づいて

命令による入院という形をとることがある。あるいは不特定多数の人と接触することの多

い特定の業務に従事している人に対して，他人に病気をうつす可能性が高い場合に従業を

禁止できる。これらを何人に対し行ったかをまとめたものである。

防疫活動には，伝染病予防法に基づいて実施するものや，食品衛生関係事業所，給食施

設の従事者の検便等があるが，これを取りまとめたものである。

食品衛生関係では，調査，監視件数をまとめている。営業許可の件数は厚生省報告例に

その数が出てくる。営業許可は食品衛生法に基づいて出すが，いろいろな設備の状況に応

じて，許可年数を変えているところもある。

乳の収去試験やそれ以外の食品の収去試験では市販品の抜取り検査を行っており，問題

がないかチェックしている。

環境衛生というのは，いわゆる環境問題に関するものではなく，環境衛生施設と呼ばれ

る旅館・ホテル，興行場，公衆浴場，理・美容，クリーニング，産業廃棄物・清掃関係の

施設などに関するもので，こういったことも保健所で扱っている。

食品衛生施設や環境衛生施設の中には他の法律の規制が別途かかってくるものもある。

例えばバー・スナックやいわゆるラプホテルといった施設が風俗営業の観点から規制の対

象になることもあるだろうが，保健所では当然のことながら，食品衛生法や旅館業法によ

る規制を行うことになる。

飲料水の水質検査には行政のための検査として行う場合と，持込みによる依頼検査とし

て行うものとがある。この他，いろいろな試験検査があり，検査の種類ごとに集計してい

る。

以上が保健所運営報告の概要である。この他，食中毒の発生時には，患者の調査はもち

－９７－



ろん，同じ食品を食べた人全員に対する聞取り調査や食品自体の検査を行っている。例え

ば結婚式場などで食中毒が発生した場合，当日に同じ食事をとった招待客は数百人になる

こともあるが，どんなに遠くにいる人にでも間取りを行う。このようにして把握された食

中毒事件については別途報告が行われる。

このように見てくるとわかるように，保健所運営報告や厚生省報告例は，そのほとんど

が保健所等においてインプットされた事業量を把握しているものといえよう。しかし，そ

のアウトプットをどのように把握するかは非常に難しい問題である。例えば，成人病の予

防活動の効果をどのような指標を使えばよいかはそう難しくないが，実際に把握できるの

かが大きな問題である。また精神障害者に対する保健婦の家庭訪問等による指導の効果は

どのような指標を用いれば適切に把握できるのか明確になっていない。このような状況に

おいては，衛生行政あるいは公衆衛生活動は投入した事業量だけしか把握できず，費用効

果分析等を行うことは実際には困難である。もちろん，投入されている事業量について内

容ごとに経年的変化をみたり，構成割合の変化を見たりすることでいろいろと分かってく

ることは多いと考えられるが，やはり、インプットとアウトプットとの両者をきちんと把

握することが大きな課題であろう。

－９８－



資料Ｖ保健所運営報告様式
保健所迎営州告

正IＩＬ&ＩＩＩＣ￣ロー＝寅竺技沮

IwLztJ分

1生】

|傷■所か佃射及び角田に対して五拍ＬＰ-■項ゆぷJ1■Ｈそぃ(｡)の百町状但を尾灯T&▲ので'いることs

居鷹■采jQURJ｡企画してr殉し仁ものの吟6`.■■爪尼`企■膳ぢ面し伯とBk同zo3dbから位■⑩ｒ･て餌没した■むけ印仮呂■房のE■(■吟■い上げ卒ぞ含む。)かﾛ、して行う砦ＷＭ,抄とすること.

]■股qO以外cD06に■執げぷそ文応した四台もＩＩＬするEと.

qJLpW》ｒ醜d21Iol8t'Ｍ」,巳:1,,ｌｔｌＩい:人仙8t'二h.ﾜﾙﾙjなく､↑Ⅵ｡ＯIPA山Ｉ１ｆＥとI名刺,L1H5m1Il1HlIL4IAI千,'川＄し.L・’n＄！'ｲ12-KＭもfIMW､1$+１月IIIf1《肘にと'二}'''0いDIMい芒BpHlLﾅｭ､､＆'''181名､１１.｢ること

fr-,Ｌ，、似．中励及び俄伍用の時間は含めqAいとと.

保健所運営報告

Cここ２（１）母干斯生（妊娠の届出） ､l４ＩｊＲＺｆｆ「１１

〔注〕

ｌ母子保随法第15条の規定による妊娠のIIilIjの状況を把撫するものであること。

２本年中に届出られた妊娠届出谷、又は市町村長（政令市の市長を除く。）から報告されﾌﾟﾆ妊娠の榊１１に関する細告に基づいてＡｆ上すること｡

圧□２（３）母干而生（妊産婦保健指導）

．Ｉ旦成261分

妊産婦保健指導に関する保健所活⑰及び市町村の実施状況を把過するものであること。

医師、保健婦又は助廠婦（いずれも賎時雇い上げ等を含むﾛ）が行った場合に３１上すること。

表Hiiの「本年初回被}Ii卯実人員(1)15)Ｉには、本年[I]にWjめて指弾を受けた者の奨人側を計上すること。

表頭の「貝常のある者の実人ロ(3)(4Ⅱ7)」には、それぞれの疾病（巽常）について、本年中に初めて指導を受けた者の実人員を8f上すること･

医療楓､Uに委託して行う妊婦健康鯵査（昭和網年６月９日厚生省発児第109号17生事務次官通知）については肘上しないこと。

〔雄〕
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.|塵:熱，
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口

成人病
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■ら。ん子宮公Ｕん

涕皮以下

↓５１ |"１W`± 麺ＷＦｌ
4噸以上

lEI

その■

｜IDI

モカ蛇

Ⅱ1１

師「

Ｍ応■

u９

乳児

(誤了）
OB

幼児

(:艀）
０１１

上｡ Iｆ

,”，，同’四

昼■所内

l0n鰯團ⅨⅢ，

受け■人■１２

反■活外

|ｍｍＩ`'1軸’]’

|受け■人■‘＄
｜’’

保■所符号 型別･人ｐＢ１ｌ
符号I

妊娠の届山

をした者の数

(1１

妊娠辺（月）数

膚11週以内

(第３月以内）

(2リ

満１２辺～１９週

(鯛４ノI～第５ノ1）

(3)

浅”、～２７週

(第６月～銅７月）

14）

満２８週以上

(第８月以上）

1５１

不詳

(6１

旺用

本年初Ｉ(】｜

被指導奥人員

(1)

被指導延人員

121

息

I1jのうち異常のある者の実人日

血リモ・たんEI尿．
■

１３１

|そ

'（
の他

妊娠又は分娩に
関係ある艇常

(4)

産ｂａ

本６F初ｌＬ｣｜

被I荷＃･良人iｉ

(5)

懐据導延人L」

(6)

15'のうtjliM常⑪

ある荷の斑人ロ

１７）

保健所活動（１）

市町村の実施

保随所を設置す
市を除く。 ヅ

2１

8Ｉ131



保健所連営綴告

巳j祠１丁一二1i『iI冒万wl￣１
Ｌ９，ィ’Ｚｌ４）母子碕生（71幼児騨釦I席ＬＷ Ｉｑｗ１`'`311

lir

IR幼阻促flIM切に閲するlHOl所沼Qﾄﾘ白びi１，FＩＪＩの｡［偽(｣Ｍ２砦NW1△(MJJでjDE’こと.

２蕊碗.侭列測xI1助打0J（い１０１(，鹿町忠U､I2Il寺ﾘ】uflモハｑ､ＭｳﾙｺﾉJJI61に６１１．７６二と
3民ﾛﾑのI本年ＩＯＰ】磯1h句氏人IMIT(47181,;よ.yI3j氏に印してｌｔＭ凸｢と．

4Aijir幼鮎｣の'１~2虫.に'５１皮“､）I1AMllolltfiGハル'３戦凡碗由;Ｍ１にI｣.【'但肥のH1敗なhをij-に(:Ｊｗ』ん缶51ＬＬ.ミル1t〃ｆｉＡ.Jjk兇のilwMch以外の侭6FI湘缶iﾙﾉﾆ(』のモＪｆ上ｏること．
＄匿＊竃卵】距呂屍してi了う汎蝿１４頭肱ａIWl化I8fl･ＯＩｌＬｌｌｌｌＷ２而化ＡｍｌｗＩＷ,rもﾛﾘ武ＷｍＩＨｊ）に．”てl;&ＩＩＬ哲6､,ニニー

［'三百二丁２（５）母子鷹生（勝WjIllT■）

【注：1J.'ｔ211分
IR1I隅1侭,恥g問する[xil研iAD齢及び'10■IlIpj淀IMI上縄を庭１Ｗ・凸(ﾉのてJ,もこと。

２母子151位越諒17於如IJdのUJ通によるO[〃郷【｣I問?11匁MこひO7IMDBKj;に３１$．る跡ＦＩＩ化椰・'1岬11坪2111竃に」る、雇兜幻妨F1lIh邨仕ひに丘、１５灸の1N近に．』ろＩ･田１ＭのＫＩ柵
術印のＷ２そ、係薗iVfiZ肋1Aひ０１１■FI1の災施とｌｆｖ(ﾅ)してＡ１上するfと｡

３保髄所及び1i町*1の匹崎．IHllM股ひ8h町Ⅱ（(､ＴＩＩ(DLIDWL、1.ｉｊ邨番円心.）かi1.0':１１冊1,■について.↑上する二と．

｣侃臼所活印について１３本Ir[$>に洩駈Lﾌﾞざしの.IPiBlﾄﾞﾘの】U賭1,2ついては*W:｢8$にIH1RWjJp⑪たし⑪につCOて』l上ずること｡

保健所迎営報告

ロエヨ１１収2ｆｆ【1ｺ２（６）母千審生（保包所における仮M1ii印）

平嬢２年分
ＩＥ】

】慨｣■佃杣挫訓】9薮の日u河Zに上I】.IRRII枡に』】'｡、（ｉｉ弔大ゆUWH羽UDItllZfIu】Ｗらいりであるとと■

2盗弧のP本腋初回敏1W郡克人Ｍ１Iに`｣.駆吸I[I限又I＆扮裟llnl8AfFlli】ずMPmHWを受けた窓のうら.卒啄におc'て初めてl減UUさ艶の判定61,』さｵに１１について』l』２すらこと．
３表,HのＦ医lid｣11腿」にi｣．Ⅸ嵌卜2期Ｏら､i郷nh匁の判定I目上11ﾉ血0】のド分廷゛とにI1i卯を受〃ずご廷人員を川上すること．

４良詔の了笥結奥梱侈」lzI台．沌閃風にＨ１する1W灯岾成り昨挽皿のそれ宇肌の触罰:I分にｌｆ上する二と．低お゛Iti可の陪尿？■Ｌｕビニ']判定が嵐時)二なさ仇危唱合に．GILrｵLのⅨ分IEU1.1名すらこと・

巴涙団の２薊nlzの■寄場有する名につbりて12.町有によりﾓｵUぞｵﾋの腿ﾅ)に８１上するｆと．
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保健所運営報告

[亟亙
五コ平戒2年【1ｺ３歯科衛生

平成２年分
〔注〕

１歯科衛生について．本年中に行った保健所活動の状況を把握するものであること。

２保健所か突施主体とfKって行ったもののほか．市町村その他のものから依頼を受けて行ったものも含めて81.上すること。

３茨頭「検診・保健折導」の「乳幼児」の「３歳児腿康珍査(2)」には、歯科についての３故児健康鯵査を行ったもののみそAf-1北、「その他13)」にIさ３歳児

陞康診査以外の検診・保健Ilri導そ行っ/二ものそ計上すること。

４表頭「治療」の「充てん歯敗IⅡjj、「抜歯数02」には．便宜上．「個別・梁ilI（廷人風）151」梱をH1いて．冶倣しﾌﾟﾆ偲散をＭｆ上すること。

５没頭「治療」の「その他の処田を受けた者110」には．治療の面頬ごとに計上すること。

－１０１－

l； 雲;Tﾏﾌ〔i司靱１－

予防処圃

妊産蝿

1７１

乳幼児
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００
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充てん脳政
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U2
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0３
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[Ⅱ）

治蕨を受りた
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(M）

掴ｶﾞﾘ･典団(廷人員）15〉
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．
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報 告営健 所 連保

■別・人明
符号

ｒｉＴｎ２年中
ロ４０

４栄受改■栢導 平成

平成２年分
【注］

ｌ保随所の栄侭IIi卯側又'1束健士か本ＩＦ[１１にifT士栄養改善指導の実施状況を把握するも'1であること。

２当按保雌所以外の栄捉}n弾川又は栄養士の応掴を受けて栄岳改召脂導を行ったjii今についても含めて３１･上すること。

３炎IlIil施投}牌導」の「製ＩＤＩ1輪fMMIR」には、（特定多数人に対して通例として雛暁的にｌｌＩ'1100曲以上又は’１１２５１〕食以｣二のlWIlを供給する施投)に-)いて個

別栄養指導を行ったjli合に「IIQllOO食以_Ｌ299食以下又他１日250食以上749食以下」のHL[IⅡ総f】[施股とlIUl13UO食以'二又はＩＩｊ７５０食以上」の喚団給

食施設に分けAfIﾆし、「その他の給食施投（１回50食以上又はＩＨｌ()0食以上)」には,纂圃給食嘘１Mｋ‐'以外のものにむいてMf上すること。

４表､１１「91Ｍﾘn匁」の「Ｉ１ｊＩ鋤２１(5)」は．従頑した人員散にかかわりなく、開催した喝所ごとに開M1時間４時1MⅡ1内を１ｍ位とい４時IIBを超える喝合は．’0

時間までを11'すごとにｌＩＭｕを加えて再|Ⅱしﾌﾟﾆ開催[山1敗を計上すること。

保健所運営報 告

￣

０５０Ｉ
平成２ｉｆ中５輪神保侭

．「戒２年分

I注Ｉ

ｌ保伽所におＭる１，神lbLlRl6Mi動の状侃を把１町Ｉするものであること。

２IWJWI保健扶期42条にHljjXする職仙ＭＬびその他の鞍圓でIWnIU保健に関する業梼に従事している者が妃録を仇!成したしのについてⅡＩ化すること。

３表011}の「実人員(lIjIit次によりＡＩ上すること。

111精神障害者等か．本年１J｣めて(lWjfl2から；|き暁きⅡ]談、捕匁を受けﾅﾆ者も含むつ〕、粉神保健相談及び､U神保健劫１１１１指邦を受けたＩＪＩ合の･奥人11をif上すること。

I2lli】'一人か祖散のIliIlllX分に狼当り‐る場合(１．股も右の|Ｘ分にのみ「】ｊと:I上すること。

１３１爾神陣容肴等か、付添人と一端に来所して相淡を受けた場合繩、ＷＩ神障害者本人のみについてBf上すること。

（１）保誼筏務者等か．ＷＵ神!q轡祈呼を(Ｗ>ないで来所し、２人以上の精神灯富者等について相麟を受けﾌﾟﾆ｣J1合は．棚於を受けたWI神知育ＩＦ等ごとに、実人員を計

上すること。
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堕別・人口１Ｍ

符号’

毎■所符号 骨
81.人ｐＨ１

号

栄養指弾
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Ⅱ）

成人病
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１３｝
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アルコール

(肉掲）
１３１１４） １５１

扇神保雌坊ｌＭｌＩ１ｉ１Ｂ

｢i予謬ｍｉｍＷｗﾗT扇扇-１
Ｓ↑
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（9１

ＩＳＩ
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告保健所運営報

圧
[工１Ｊ唾'｡賑中６医療社会＄戎

１２旗Ｚ年分

〔住】

１僅僅所におけるＥＰｏＩ会甲虫の取蟹状況を問■ごとに妃配するものであること。

２保留所の医療社会＄哀塑当者又は哀傷係で医阪社会＄藁を掴当し．その活⑰iと関する３２且護そFfF威したしのについてｉｆ上すること｡

３局一人について２円以上の1K分に該当する''11■があった場合は、それぞれの該当する邑分にgf上するとと。

４表曲の「坑幼賭51」には、乳幼児のDK律上の間■及びその家族の医療上の問■に伴う乳幼児の問■についてSf上すること。ただし、家族の医毎上の間■のうち｢皓枯Ill｣から｢成人β弓⑪｣までに該当する悶竃

につし､ては、ここに計上せずそ奴ぞれの咳当すら区分に8↑上すること。

５量僚の‐取扱寓跡ｌＬに｡＄．本年中に面接助悶又は文■迎略写により問■解決の危めに取扱った実件数を肘上すること。

６哀■の「訪悶延回跡３１ｊには、医蜜０t台ｐ項担当む与力I本年中に防間した延哩l散を世帯ごとに'十上すること。なお医毎に投専へ宜接おＧＵＩ､て迫路した四台12、その迎略且屋敷を8+上すること。

保健所運常報告

｢Ti目雨雨一戸一一|霞乖i11戸

に□７荷生放百（内容911開催何数） 平成2年中

'11$二’

平戚２年分

(注〕

Ｉ■河合．研究会、■波会、■痕会．■■会及び叺由会弓形式のし､かんを問わず．竃生理想の■度向上を目的として．一使住民又1ｺ特定纂柵に対してlTわれた由佳牡向についての毎■所活由を妃■すらものであること．

２民■所か自ら企頑して行ったもののU2か．他から依敏されてお和したものUこつ,､ても含めて計上する具と．

３次のもの【｣含めないこと．

111-色益遇=斫囲又'｣広伍印による活凸をIFiっ犬四台

０由；､存軒に匹旬、又l3保■所の目田虫により曳官恥を■回し．晒時、災宮地で駐車(下京〕し．り災者を典jb伝qh篇予防．■竃保持について砥生1h月をI了った出合に63、庄飽■“よる活■の_■と弓えSf上し征し､とと。

’2ドパンフレァト又'2リーフレヴトｑのみを庇布い:■合

１３」毎■所■■の哀官のため来』丙ＬているⅨ■．■■出、■■■、寮昼-ｔ辱の研任生に対して行司｢=■合

１４J保■所衷円己官のための冬、の四■凸一呂■会、「T合せ会、迫掩合守の裏金を行った■合

１５)外巫の岸■盃勿定のための各的の薯Ｈ会.■合専■なら迫路及び白■PT合せ毎を目的としだち面列席等､直霊衛生感、の目及向上を目的としはい空合を行った咀合

１６）簾■所敗■を対＆とした研究会．■Ｗ会毎の各貯の■合を行った出合

4｢8ＮｕにI』表皿｢､沖１３J･'4)｣の角l巳分Ｉ』含ｆＦｊＬＵとと｡

－１０３－

面接延回数（2１

防問延回数１３）

感性Ｍ２’

斯仲

１１）｜劫 FillWm|橋i誠
け『．

１５１

成人・上人

16｝

栄岳。

倣庫増退

【7１ ﾊﾉﾘ
既頓・抽申

(p） ｡`/1..
0■

nkｌｘ粗砥

活肋

0２

その他

０Ｊ

↑
０

保側所内011

保留所外（2１

取扱夷散（1１

蛤柏

(1)

ＩＷ神仰官或人病

（3１

1１産０， 乳幼児

151

そ口’池

ⅡⅡ

十
和
Ｉ
！



保健所迎営報告

#刺.ﾍロョ

[。□)OL途2年．卓811)像臣■1京底妨簡順卑状塊り

平成２年分

駐】

I丹毎用及び市町F1に倣窃している■■wbL行った京底肪B8泊印のtR呪を侶■すらものであること.

2表■の｢佐妨価且世帯HIllljには.助悶OMA■･不狩又I』不帆であ句汕，のら含めるか.｢伎防闇迅人■Ｊ１〔1t町Rnした６.不征であ司化期合lざHf上しぱいとと．

3表、の｢妨､Ⅱ爽鷹回数②｣に12.京■【川､』に■し危■問I〔ついて.4町UⅡ以内を】砥位とし.4時間を■える■合13.0時間Ｚでをむすことに１m位を、してｌｆ上すら[と.ただし.爪■､中吸．彼艮､の時Ⅱno｣含めないこと.

＄匠生■･乳児及び幼児につ６，て「■Cnrl刃)」かＩＦ「その他の供閃四」まての各区分Iに故aする者を対ａとして鰊U市毎を行司丈場合6t･それぞれユゴすら疾白の区分にｌｆ上し．「91庁、O」ｂｏ３ｒ幼兜OB」Ｚでの各区分にI｣ｌｆ

上し鯨､こと．

5日仇の｢係■所iⅢ｣に0ﾕ、樺■所の優■■であって何■所色■のヨ官｣ろ■内市■】Hに皿任している者について６.是とに含めて肘上すること.

6丑■の｢jmlU弓7211に6｣.市町Ｆ１■■の。Ｎ上伍■qU印よりAI巴された名につ6･て6､ここに含めてＯｆ上すると二・

778何ｍに5２．且■「柏仲■官I⑪。、。⑪」のＲ岳分68念１ないこと．

保健所連営報告

1-in１両雨戸一一一雨｢百万W1１
１－．－－. 符里

0８２
Ｂ（２）保位蜘（家庭筋lWI以外の活動） １４収zfI2lIO

,I4IUk2fI-分

(ｉｌｔ

Ｉ保鹸所旋Ur市日｢村I#2助柵ずつ仰irIIlに．-》いて随WM1I肢．鳴川伎鮫、－１G防播は．殉9ＭhｍＡぴ樋能､U練等家庭pjM以外の活日ｩｔｌｗＩを肥研するI〕のであるＲ,Ｌｏ

２夜伽に,保趣ﾄﾘＴｌに6』、伽MOIﾘiが｣【薦+癬体lMdi･』て.L(IHIした満ﾛｶを、｜【11町仏!」に１Ｊ、OII町村か翼鹿主体とダムって実鷹しﾌﾟﾆ摘帥を』ヤヒオること。

３ＪuWl仇，`陛施1,1歓ｍＩに(1．ｕＬいしﾉ巴人ld敬忙か､かｵﾌｌｊＦｊ〈．.良'&しﾌﾞこ出iﾘTととに翼妬BMIn4時NII似内を１噸位とＬ－０崎1ｍを園える幼I合I」．１時１１１ＭでをnＷに'とに１，ｌｂをhllえて８１上すること。

ｾﾅﾆ１－，’１k、、中断．ｉＧ⑨jWMﾉNi間I1fWD'』いこと。

；頚:J1正幽１J､伊鮓liM4'１１１．‘又施三MOLに閲11Ｗ<、偉吋所促iQUnかiか,/:lhtII1I卸を受けた台の越人侭を肘上するとと。

Ｓ浅い!｢li町０１保師bW5il1j、mIDllOEI｢IUV係,,J〈･lIiIIJH侭9,0か↑↑←,ﾌﾟ冒保助指抑を受けﾉｰ者の61人側ぞAI上すること．

－１０４－

誹毎1０１

9K

１５）

而神■

|;Wlirimiiii

凶妨閏且人員

宮

,ゲル。－Ｊも

(ｉｎ旧}

（8１

心身町百 ｜収人

,１W1噸WＷＩ詞:;斗:．に北十W十:１
ｌｆ

ｕｑ

保漣所（1１

市町村②

￣Ｔ－－－

鐸59所

Ｈ１厳Ⅱ１８Ａ’

－斗－－坐－－

宴鷹ＩＤＩ散

ト
色人側

」
②’

－－－－－－－－－－－-●

市町村 且人良 ﾛ,Ｉ

＋ riJL1こぃ゜訓…｡m…’’

－－Fこ￣L二F三二一
－－－L－－－＿し－－￣￣



保健所運営報告

Ⅱ９（２）予防接栖（定期） 平成２年中

[注〕

１予防接巧濫による定期のジフテリア．急性吠白■灸、麻しん及び風しんの予防接種の翼施状況を把押する《,Ｕ)であること。

２JIdlp「内.Ｈせき・ジフテリア・破佃風」旧に！』、予防接穂笈施規lll第１５条鉋３Ｊ､吐び系16条魂３１１１にiu正する沈降V1mWlIll+き'フナリア敬QIIHA庇合ワク

チンを便りIＩして行った７防倍神を受けﾌﾞﾆものを酢IZすること。

３市町村趾又ｌｊ特別凶のIＸ＆からIu告された爽施報告により本年中に保随所か栩浩を受押しナミものについて&１１Zすること。

ただし．政令iT1の保健所にあっては．本年【#jに保健所が翼施したものについてJILし、他に依軸した場合１h本W('$jにH1告を受１Wしﾌﾟ色ものについてdIjこすること。

'二豆三二］０（３）予防接栖（匪時及び保健所活動）

平成２年分
〔注〕

Ｉ予防接屈雄輔２条期２１Kiに規定する疾鰯についてi了われﾉｰ司怯第６条又'よ第９染の規定による臨時の予防1笘仰の爽施状況股び保鮎研か↑1つﾉｰ予防接挿の実施

状況を把揖するものであること。

２との表には．▲(「中に保健所か典施したしの及び他から慨告又は連絡を受けたものを81上すること。

３衷HBIに掲げていfrい疾鰯についての予防接挿を行った場合には．空欄「0J」に該当疾病名を犯人して被接FUfI数をｌｌｋＪ･るとと。

４表御Iの「瞳時１１)131」には、郁迎府県知事か保健所を実施楓明として実施した明合、保Ｑ２所以外の俺投によって其施したM1合股び市町村に行わせた場合等予防

接樺法第６条又I』銅９灸にM1定する蛭時の予防接節（厚生省保健医原局長とＭ１垂済みのもの）のすべてについて１１上すること。

５表側のiIliLIif所危動(2)'11」にＩＬｆ防膿PMsの規定による定期及び駐時又は予防接博仏によら/Fいて隊他所かｉｉっﾌﾞﾆ予防接、のすべてについて８１上すること。

－１０５－

保巨所符号 勢.人口：

ジフテリアトキーソイＩＦ

便川
(1)

節－１回Ｉ

１１１

ジブテ’ノ丁

鏑期

Ｔﾖテ吊司ＴＦ~:~【７
第二期

(4１

｜銅三期

(5)

(l】からI5lまでの8↑

(6)

ジフテリア破傷風

混合トキソイド使用

沈降ジフテリア破傷風

混合トキソイド使朗

(2)

13｝

百日せき・ノフテリア・HP傷巴

－－－－－」ニマ第二期
第

第一回

17）

訊二．［011期ミＬＪｌ

l８ｉＩ９１0０

急．性灰白日炎

回二
叩

累回一
Ｍ

鋼

皮しん

0コ

■しん

Ｍ)

(71から０Jまでの&↑

IIB

ジブテリア

(1)

ジフテリア．

破傷風

121

百日せき・

ジフテリア.

破傷風

131

急性灰白■炎，麻しん

141 15）

風しＡ，

(6！

コレフ

(7１

塵時

(熊:鯛） (1)

保健所活、

法による定期・臨時
及び桟によらないも
のの妓楼租者延数

2）

インフルエンザ

第一回

(８１

回二
⑲

第

日本脳炎

初回

第一回

qｑ

回二
川

築 追加

１１２

ワイルＦｉ

U３ 0《’

(1)から00までの8十

us

瞳時

(熊鳥響:） 131

保健所活動

益による両JOI・賎
及び法によらない
のの住接種者証徴り (4)



保健所運営報 告

[I壷豆「
’１０１
Ⅱ1０（１）結核予防（定期及び定期外の健鞭珍釿・予防接種） VＺ旗２イIir11

］
Ｃ
⑤

平嘘２ｑ【分
[注】

ｌ轄核予防篭による定期及び定期外の健康診断及び予防接麗について．その翼魔状況を把幾するものであること。

２族蕊11条期1項及び鏑20条の規定Iこよる実施苔からの通鰹又は報告（繕核予防桧施行現NIIによる櫛式第二結槙雌康診断予防接穫月細）患もとにして本年分をとりまとめ．Ａｆ上すること。

ｆ[お、政令市市長の英鹿穫関としての保健ﾄﾞﾘi長が法簸４条第３XIiによる定期の鯉麗診断及び予防接翻を実施しﾌﾞﾆ鳩合及び知騏又は蚊令市市長が蝿砲することとfいている定期外の躍塵鯵断及びチ防接麓について保詮所畏が実旛した場合は、

本年中に寛擢しﾌﾟﾆものについて計上すること。

:ｌ衣鯛ｒ\L幼児U3」には、表頭「乳幼児U3のうＢ塵ツベルクリン風鴫検従臂（１１蝿)111F」の轄処も、ＩＩｉ喚念いてそ！LそれＵｊ鱗p`ｉｎにＡｆｌＨすること‘
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保健所連営鞭告

|關屋'二丁二WniWl
ｒｌ－ｉＦ７１Ｉ

￣－－＝－＝－－一」1０（２）結核予防（被保険旨等Hll医療の公費回担）１２成Z6rIlI

[注Ｉ

帖核Ｐ防法第31条のMd定によるⅨ凍費の公費口111の状況を肥1片Ｉするものであること②

災ijHの区分の２以上に護当する荷につI`､ては、股も左の区分にのみ計上するCと診ただし．世人保雌郷とよｚ,底療受総門魅’老人保('B法欄にのみAll:するとと心

災ＩｌｌｌＤｌ申講(111には、結IMr雄HiMl鐘会の鯵itを受けた巷のうち、本年LIjに｜合否］の沢ILかなさｵ[た折の数をｄｒＩこすること｡

２
３

｢￣rｉ３－－ｌ
ｌ－－－－Ｉ1０（３）桔核予防（被保険者等別従業禁止・命令入所の公目負担）

､IiIjh21I分
〔注】

】結帖予防法第35条期Ｉ項に規定する公費負担について、その寛樋状況を把侭する(』のであること。

２公Ｒｎ但の申斯かあり、その承望をi了ったＢの臼する年中ＸＩＪＭ隙を決定したI】の属する年【;'にそれぞれの件散を:ｆＭると－

３「本年０１０承望数121'」には．既に結砿予防法第35条第１頃による公Ｒ負担を行づている者についての継続承認は含めないこと`，

した力`って、「本年'ＩＤ解除数(31」についても鮭ＨＭＩ摘かあり、嚇統が認められたIOfIlj解除の1M【いとしな(、とと。

－１０７－



保健所連営報告

工１１賊疫（Utik状JU） １＄唾2(ＩＷ１’'９半峨中

.Ⅱ１.Ｅ２ＪＩ分

【亡〕

，係ぅｗｉＩＥおいて1Ｋリl咄司ﾉｰin燗性』鐸l及び楓化･え｡バン･リフバ,jJIIlwu久侃＆Iu促丁らも:』】でJj6,Ｅと｡

２低匁pi践股び畑賊蜘倫等へlHImIDの行（た庭し、防佼rIiHL必要/よば（､及びRlmlViにH20HUごM1合を除く◇〕の検体Iさ含め華上､こと｡

、保箆所のOmi;PIM[しf二tのについては．肱皿のv刺しﾉｰ〔lの■するXH81】に、他に検査をＩＩＷＡしJs“jについて62、貼咀の0M倍各受Hfしｆ５〔lの■すら】01中に』↑上了ること０

，埋飢の頃分Ｉ』、ｏｎ五のrl象によ_'てそれぞCMこ分岨Ｌて811‘･ること．したがって．ある【2分に1goﾌﾟるし`7)を食１２２として検★をiiっﾉｰ羽合に．そらY)対ｍの中に岡時に随の１K分Iこ按当するしのがある朝合であってI』、その

卒来の対酸KX分にのみ81上すること。

保健所運営鞭告

□1618ビ２’1『．[ＩＤ１２宕生虫鋳予防

’１lLIyItz））

｢底Ｉ

冴11;虫檎批BrW1オピ無⑨ﾘﾂ鞭⑪股ひiI『]Ｗの?k臆ｌＫｒＨもluhI･J-ら1,のｒあること･

I蹄；所,ＩｚＩｎら検価したものにっ'.､て↓』砧I4LWIll]Ⅱしに11(,D頃･オ差ｌＢＺＩ１１に．他I〔枝公をnmmしにしのにつL0てｉｊｌＡ隅のOqFdを｡受fV1IJご〔lLvO風「ろ昨IIUに｣↑上すること｡

ＡｻﾞＩの「’1〃Ｗの型１１Ｋ↑&槌所を舐徴寸もi7iをLiR〈‐）Iｪ1-に6A・学捻保釘鯵爾“'1ｋぴ靴８蟹の1,篭にⅨづ'.hて行ｵ?ＩＬｱﾆ０，〔,)につv､て'』、含めいにと。

－１０８－

思侭

（疑鰹を含む｡》

Ｉ！？ |脱:蝋
在宅痛鳳体

媒尚肴

1３１

IＹ■1Ｆ

ＩＯＤ

巴
■
牲
赤
桐

検査し「苣検体放

毎ｔｊ３餓副雪
｡ニスIZ態
した検は

に(Ｈ

壬含

、

知

(］.．

笈F8で典応した

り,の11）

ri1.↓て寅鮖し｢二

(,の(2１

焔恒伯体鮎’３１

多死地月住1K。、

illIiiiflLl幽幽Lf-Llj
，’

Ｉ？

□'］

旧
１
．
ブ
ス
・
パ
ー
ツ
舟
フ
ジ

検量した1h体敵

(欝麟

龍１１で翼魔した

qDKr》(4)

fIIIで.典佑した

しの５）

田佳枝（＄故「6１

Ｐｋ伯釘者 散 河諦ｌｆＲｔ

|(騨鯛|僻臘:…’ 回虫131
虫印の伍ＲＡ（穣ｉｈ検便石を瞼〈．）

＋ニリⅡ田虫

（１）

阻虫

（５）

’餌虫

（6１

曲川・廻影qh虫

１７１

モの伯の虫鮪

IUj）

咳後柏但Ｅ⑪

１９１

健脚Ｆ１ｈｌ⑩ｌｌｌ

01j町ＦＩＦ､突賎

(蕊藤…`)：

００1Ｊ)ＣＤ



保健所運営報告
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Ｍｎ)…生(鱗騨臘鯏)［LIZ］

鰍

'`(2)…生(灘識鰯塗)□□

IfTj

］食品殉Ⅱご族による許nlkI饗し'｣いか、監視xIl1h郭の対象に

なっている施投に対して行-’た食品助生監視１日iによる監視指導

の状況を把撫するものであること。

２８ｔこの6M位は、同一矩投をIlulUE硯指導することに「Ｉｊと

鋤上ず.ること。ｊぎお、同一施投を２人以上でliil時に監視指導し

た渇合も’１」と肘上すること。

３同一101股に｣Uいて２種以止の酢則を薯しない宮､i施投にそれ

ぞｵL監視１W卯したM1合はそれそれのAf当区分に３１上すること。

また、一つの吋碩として監視指部した咀合は、その芒たる営藁

によって接卦する区分に計上すること。

1４（３）食品衛生（食品衛生監視貝の監視指導）

食品衛生関係営巣施設匿視術導

１１１助鰹人風（人〆藁IB碩位）

１４収２年分

ＭＩ

Ｉ食品向性Ｂｉ視劇か、その監視吋取とｆよる施設についてネル士現喝

Hlifk及び監視脂導の出動状況を妃縄するものであること。

なお、との澱に１J．許｡'舟饗する施投に対してｉｊ１穴肝uI前の調

駐臆幻伎び許､Iを没しなし､施投に節Iしてifっ/gmlNIn弾に一兆､ても

』ｉｆすること〉

２従事人員】人の橋動につ.､て４時間以内をＩ葉符印1．とし．４時

間を超える蝋合Iま．４時lM1Xでそ噂すととＩと｜藁IillllI1h2加えてロ

１１１`＄オしﾉｰ打従11人閲につ'.､てIリ雌１１１鋸，_上するＥと；

ノエお．保雌ﾘﾘrを出発し、鵠ljIiするオでのliii製のえ,IMOIiIW1を含ぬる

Ｚと。

｢注】
Ｉ歯品公生扶第21基に現比する許可を霞する青内の営業施設にrＩ
してイト士食品衛生監視Ｈによる現Bi9項衝1Aこび匡撹謄導の状況を
把握するもめてあることししたか-.て、Zr品､l生監視員以外の(’
のか111⑪Ｌ大ときは川上しい、Ｅと。
２伯hdに砿つき鯨許､j材藁施段の翼登にＩＭＵした場合．又1J監視
の際発!』した艇耕叩営溢施投について“ｌｌｌＬないこと。

３Ｊｆ上り〕単位１１．１同--Ｗqを１Ｍ調hxIj髄視指導することに
「ｌｊとJ1上すること。
？K出、値１－顯投を２人以Ｌで同時に剥後xlJ監視指導した場合

もｌＩｊと註上するとと。
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【ｌｒｍ

ｌ食品衛生監視員が試験の1Wに供するため収玉しﾌﾟﾆ食品（乳を除く。）等について行った五u9iの状況を把握する!』のであること。

２当絞保健所において試験をiTい、その結果が１１１明したものについて．結果が判IlllL土日の属する期中に計上すること。なお．ここに1A、他の保HMi寺て収去

したものについて検査の依ﾎﾟﾛを受けた場合も念むとと。

３表頭「不良IWlIl（延数）」にIＬ検査鰭処が不良であ⑪た検体の延数を、そのlWl由別に「大101幽群I3Lから「その他(９１」までにＪＩｌ､すること。例えば、同一

検体について２つ以上の不良理Itlがある場合は．笠当狙にそれぞれ「１１とaf上すること。ただし．［その他'911について異なる不良理由が２つある叫合I』｢21と

計上すること。
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